
令和３年第５回ひたちなか市 

教 育 委 員 会 ３ 月 臨 時 会 

 

日 時 令和３年３月２９日（月） 

午後３時 

場 所 市役所第３分庁舎 防災会議室１ 

 

次     第 

 

１ 開   会 

 

２ 教育長のあいさつ及び開会の宣告 

 

３ 議案審議等 

（１）議案第８号 ひたちなか市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則制

定について 

（２）議案第９号 ひたちなか市立学校管理規則等の一部を改正する規則制定につい

て 

（３）議案第１０号 ひたちなか市放課後子ども教室事業実施要綱及びひたちなか市

いじめ問題対策連絡協議会設置要綱の一部を改正する告示制定

について 

（４）議案第１１号 ひたちなか市立学校職員服務規程等の一部を改正する訓令制定

について 

（５）議案第１２号 ひたちなか市教育委員会規則に規定する押印の特例に関する規

則制定について 

（６）議案第１３号 ひたちなか市教育委員会告示に規定する押印の特例に関する告

示制定について 

（７）議案第１４号 ひたちなか市教育委員会訓令に規定する押印の特例に関する訓

令制定について 

（８）議案第１５号 ひたちなか市立幼稚園預かり保育事業実施要綱制定について 

（９）議案第１６号 ひたちなか市埋蔵文化財調査センター設置及び管理条例施行規

則の一部を改正する規則制定について 

（１０）議案第１７号 ひたちなか市立小中学校学区審議会規則及びひたちなか市教

育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則制定について 

（１１）議案第１８号 ひたちなか市共同調理場設置及び管理条例施行規則の一部を

改正する規則制定について 

（１２）議案第１９号 ひたちなか市就学援助費交付規則の一部を改正する規則制定

について 

（１３）議案第２０号 ひたちなか市学校運営協議会規則制定について 

（１４）議案第２１号 ひたちなか市立学校管理規則の一部を改正する規則制定につ

いて 

（１５）議案第２２号 ひたちなか市立小中学校の学校評議員要綱を廃止する告示制



定について 

（１６）議案第２３号 ひたちなか市放課後児童健全育成事業実施要綱の一部を改正

する告示制定について 

（１７）議案第２４号 ひたちなか市青少年相談事業実施要綱の一部を改正する告示

制定について 

（１８）議案第２５号 ひたちなか市文化財調査専門委員の委嘱について 

（１９）議案第２６号 ひたちなか市立の学校の学校医等の委嘱について 

（２０）協議事項６ ひたちなか市虎塚古墳史跡公園設置及び管理条例施行規則の一

部を改正する規則制定（案）について 

 

４ その他 

（１） 市立学校におけるいじめの発生状況について 

 

５ 閉   会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ひたちなか市教育委員会規則第   号  

 

 

ひたちなか市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則を別紙のとおり公

布する。  

 

 

 

令和   年   月   日  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第８号  

 

 

ひたちなか市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則制定

について  

 

 

ひたちなか市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則を別紙のとおり制

定する。  

 

 

令和３年  ３月２９日  提出  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  野  沢  恵  子  

 

 

令和  年   月   日  議決  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ひたちなか市教育委員会規則第   号  

 

 

ひたちなか市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則  

 

 

ひたちなか市教育委員会事務局組織規則（平成７年教委規則第７号）の一部を次

のように改正する。  

 

第７条第１項の表課長補佐の項中「課長」を「課の事務を調整し，課長」に改め，

同条第３項の表参事の項の次に次のように加える。  

技正  事務局  命じられた特定の事項についての企画，調査及び立案に参

画し，並びに特に命じられた困難な専門技術に関する事項

を処理する。  

別表第１指導課の項中  

「８  課の予算に関すること。  

９  その他教育指導に関すること。」を  

「８  学校運営協議会に関すること。  

９  課の予算に関すること。  

１０  その他教育指導に関すること。」に改め，同表青少年課の項中  

「７  放課後子ども教室に関すること。  

８  青少年の相談事業に関すること。  

９  地域学校協働活動に関すること。  

１０  課の予算に関すること。    」を  

「７  青少年の相談事業に関すること。  

８  地域学校協働活動に関すること。  

９  課の予算に関すること。     」に改める。  

 

 

付  則  

この規則は，令和３年４月１日から施行する。  



ひたちなか市教育委員会事務局組織規則新旧対照表                      Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

（職及び職務） 

第７条 次の表の左欄に掲げる職を同表の中欄に掲げる組織に置き，その職に

ある者は，それぞれ上司の命を受け，同表の右欄に掲げる職務を行うものと

する。 

職 組織 職務 

教育次長 事務局 事務局の事務を掌理し，所属職員を指揮監督する。 

課長 課 課の事務を掌理し，所属職員を指揮監督する。 

課長補佐 必要な課 課長を補佐する。 

係長 必要な課

及び室 

分担事務を掌理し，所属職員を指揮監督する。 

２ 室に室長を置き，その職にある者は，上司の命を受け，室の事務を掌理

し，所属職員を指揮監督するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか，必要に応じて次の表の左欄に掲げる職を同表

の中欄に掲げる組織に置き，その職にある者は，それぞれ上司の命を受け，

同表の右欄に掲げる職務を行うものとする。 

職 組織 職務 

参与 事務局 特に命じられた困難な事務を総括整理する。 

参事 事務局 命じられた特定の事項についての企画，調査及び立案に

参画し，並びに特に命じられた困難な事務を処理する。 

 

 

 

  

副参事 課 命じられた特定の事項についての企画，調査及び立案に

参画し，並びに特に命じられた事務を処理する。 

副技正 課 命じられた特定の事項についての企画，調査及び立案に

参画し，並びに特に命じられた専門技術に関する事項を

処理する。 

技佐 課 命じられた専門技術に関する事項を処理する。 

主幹 課及び室 命じられた専門事項を執行する。 

 

 

（職及び職務） 

第７条 次の表の左欄に掲げる職を同表の中欄に掲げる組織に置き，その職に

ある者は，それぞれ上司の命を受け，同表の右欄に掲げる職務を行うものと

する。 

職 組織 職務 

教育次長 事務局 事務局の事務を掌理し，所属職員を指揮監督する。 

課長 課 課の事務を掌理し，所属職員を指揮監督する。 

課長補佐 必要な課 課の事務を調整し，課長を補佐する。 

係長 必要な課

及び室 

分担事務を掌理し，所属職員を指揮監督する。 

２ 室に室長を置き，その職にある者は，上司の命を受け，室の事務を掌理

し，所属職員を指揮監督するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか，必要に応じて次の表の左欄に掲げる職を同表

の中欄に掲げる組織に置き，その職にある者は，それぞれ上司の命を受け，

同表の右欄に掲げる職務を行うものとする。 

職 組織 職務 

参与 事務局 特に命じられた困難な事務を総括整理する。 

参事 事務局 命じられた特定の事項についての企画，調査及び立案に

参画し，並びに特に命じられた困難な事務を処理する。 

技正 事務局 命じられた特定の事項についての企画，調査及び立案に

参画し，並びに特に命じられた困難な専門技術に関する

事項を処理する。 

副参事 課 命じられた特定の事項についての企画，調査及び立案に

参画し，並びに特に命じられた事務を処理する。 

副技正 課 命じられた特定の事項についての企画，調査及び立案に

参画し，並びに特に命じられた専門技術に関する事項を

処理する。 

技佐 課 命じられた専門技術に関する事項を処理する。 

主幹 課及び室 命じられた専門事項を執行する。 

 

 

 

参考資料 



Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

別表第１（第４条関係） 

課名 分掌事務 

略 

指導課 １ 学校教育の計画，経営及び評価並びに児童生徒の生徒指導に

関すること。 

２ 学校教育内容の助言及び指導並びに相談に関すること。 

３ 教育課程及び学習指導並びに教育活動に関すること。 

４ 教職員の研修及び教育研究に関すること。 

５ 教科用図書の採択及びその他の教材の取扱いに関すること。 

６ 教育支援委員会に関すること。 

７ 教育研究所に関すること。 

 

８ 課の予算に関すること。 

９ その他教育指導に関すること。 

青少年課 １ 青少年の健全育成等に関すること。 

２ 放課後児童健全育成事業に関すること。 

３ 青少年の体験活動の推進に関すること。 

４ 青少年関係団体に対する支援に関すること。 

５ 社会教育委員会議に関すること。 

６ 子どもの遊び場に関すること。 

７ 放課後子ども教室に関すること。 

８ 青少年の相談事業に関すること。 

９ 地域学校協働活動に関すること。 

１０ 課の予算に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

  

別表第１（第４条関係） 

課名 分掌事務 

略 

指導課 １ 学校教育の計画，経営及び評価並びに児童生徒の生徒指導に

関すること。 

２ 学校教育内容の助言及び指導並びに相談に関すること。 

３ 教育課程及び学習指導並びに教育活動に関すること。 

４ 教職員の研修及び教育研究に関すること。 

５ 教科用図書の採択及びその他の教材の取扱いに関すること。 

６ 教育支援委員会に関すること。 

７ 教育研究所に関すること。 

８ 学校運営協議会に関すること。 

９ 課の予算に関すること。 

１０ その他教育指導に関すること。 

青少年課 １ 青少年の健全育成等に関すること。 

２ 放課後児童健全育成事業に関すること。 

３ 青少年の体験活動の推進に関すること。 

４ 青少年関係団体に対する支援に関すること。 

５ 社会教育委員会議に関すること。 

６ 子どもの遊び場に関すること。 

 

７ 青少年の相談事業に関すること。 

８ 地域学校協働活動に関すること。 

９ 課の予算に関すること。 

  

 



ひたちなか市教育委員会規則第   号  

 

 

ひたちなか市立学校管理規則等の一部を改正する規則を別紙のとおり公布する。  

 

 

 

令和   年   月   日  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第９号  

 

 

ひたちなか市立学校管理規則等の一部を改正する規則制定について  

 

 

ひたちなか市立学校管理規則等の一部を改正する規則を別紙のとおり制定する。  

 

 

令和３年  ３月２９日  提出  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  野  沢  恵  子  

 

 

令和  年   月   日  議決  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ひたちなか市教育委員会規則第   号  

 

 

ひたちなか市立学校管理規則等の一部を改正する規則  

 

 

（ひたちなか市立学校管理規則の一部改正）  

第１条  ひたちなか市立学校管理規則（平成６年教委規則第１０号）の一部を次の

ように改正する。  

目次中「，設備」を「及び設備」に，「補則」を「雑則」に改める。  

第１条中「ひたちなか市立小学校」を「ひたちなか市立の小学校」に改め，「中

学校」の次に「並びに義務教育学校」を加える。  

第６条第２項及び第３項中「小学校」の次に「及び義務教育学校の前期課程」

を，「中学校」の次に「及び義務教育学校の後期課程」を加える。  

第８条の見出し及び同条第１項，第９条第１項並びに第９条の２中「，生徒」

を「又は生徒」に改める。  

第１１条第１項中「第４９条」の次に「，第４９条の８」を加え，同条第３項

中「児童・生徒」を「児童又は生徒」に改める。  

第１２条第１項中「場合は」を「場合には」に改める。  

第１４条第１項中「校長」を「，校長」に改め，同条第２項中「副校長」を「，

副校長」に改める。  

第１５条第１項中「教務主任」を「，教務主任」に改め，同項ただし書中「事

情の」を「事情が」に改め，同条第２項から第５項までの規定中「及び指導・助

言」を「並びに指導及び助言」に改め，同条第６項中「，当該」を「当該」に改

める。  

第１６条第１項中「中学校」の次に「及び義務教育学校の後期課程」を加え，

同項ただし書中「事情の」を「事情が」に改め，同条第２項中「及び指導・助言」

を「並びに指導及び助言」に改め，同条第３項中「教育長」を「，教育長」に，

「校長」を「，校長」に改める。  

第１７条第３項中「校長」を「，校長」に，「教育長」を「，教育長」に改める。  

第１８条を次のように改める。  

第１８条  この規則に定めるもののほか，学校に，必要に応じて，校務を分担す

る主任等を置くことができる。  

２  前項の主任等は，校長が命ずる。この場合においては，校長は，教育長に報

告しなければならない。  

第１９条第３項中「校長」を「，校長」に改める。  



第２０条第１項中「応じ学校主査」を「応じて，学校主査」に改める。  

第２１条第１項中「応じ主任栄養係長」を「応じて，主任栄養係長」に改める。  

第２２条の見出し中「，主事及び」を「及び主事並びに」に改め，同条第２項

中「第４９条」の次に「及び第４９条の８」を加える。  

第２３条第４項中「掲げるもの」を「規定するもの」に改める。  

第２４条中「，教育委員会が」を削り，「これを」を「教育委員会が」に改める。  

第２９条中「職員は，新たに」を「新たに」に，「なり，又は」を「なった者又

は」に，「とき」を「職員」に改める。  

「第７章  施設，設備の管理」を「第７章  施設及び設備の管理」に改める。  

第３２条の見出し及び同条中「，設備」を「及び設備」に改める。  

第３３条第１項中「，設備」を「及び設備」に，「社会教育」を「，社会教育」

に改め，同条第２項中「場合には」を「場合は」に改める。  

第３４条中「一部又は全部が損傷又は」を「全部又は一部が損傷し，又は」に

改める。  

第３５条第１項中「教育長が校長の意見を聴いて」を削り，「これを」を「，校

長の意見を聴いて，教育長が」に改める。  

「第８章  補則」を「第８章  雑則」に改める。  

第３６条中「，生徒」を「又は生徒」に改める。  

第３７条中「場合は」を「場合には」に，「その」を「，その」に改める。  

第３８条第１項中「その他に」を「その他」に改める。  

第４０条中「この規則実施のために」を「この規則に定めるもののほか，この

規則の施行に関し」に改め，「教育長が」の次に「別に」を加える。  

様式第１号から様式第１２号までを次のように改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第３条関係）  

発第    号  

年   月   日  

ひたちなか市教育委員会教育長  殿  

（学校名）  校長       印  

 

授業日変更承認申請書  

 

下記のとおり授業日を変更したいので，承認願いたく申請します。  

 

記  

 

１  変更月日  

２  理由  

３  変更後の処置  

４  その他参考事項  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第５条関係）  

発第    号  

年   月   日  

ひたちなか市教育委員会教育長  殿  

（学校名）  校長       印  

 

授業停止報告書  

 

下記のとおり授業を停止しましたので報告します。  

 

記  

 

１  期日（期間）  

２  非常変災その他の急迫事情の概要  

３  その他参考事項  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号の２（第５条の２関係）  

発第    号  

年   月   日  

ひたちなか市教育委員会教育長  殿  

（学校名）  校長       印  

 

休業日授業実施承認申請書  

 

下記のとおり休業日に授業を実施したいので承認願いたく申請します。  

 

記  

 

１  授業を実施する期日（期間）  

２  対象とする学年  

３  授業を実施する理由  

４  配慮事項等  

（１）  児童生徒及び保護者への周知について  

（２）  教職員の勤務の振替について  

（３）  その他参考事項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第６条関係） 

発第   号 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長 殿 

（学校名） 校長      印 

 

教育課程編成書 

 

次のとおり    年度の教育課程を編成しましたのでお届けします。 

 

１ 学校の教育目標 

（１） 教育目標 

（２） 重点目標又は努力目標 

 

２ 教育課程編成の方針 

（１） 教育課程編成の基本方針 

（２） 学校教育活動全体を通じて行う道徳教育の取扱い 

（３） 学校教育活動全体を通じて行う体育及び健康に関する指導の取扱い 

（４） 総合的な学習の時間の取扱い 

（５） 特に必要があって加える指導内容の取扱い 

（６） その他必要な事項 

 

３ 授業時数及び時数の運用 

（１） 年間授業日数 

学期  学年 第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 

第１学期             

第２学期             

第３学期             

計             

 

 

 

 

 

 

 



（２） 年間授業時数 

年間週数（  週） 

学年 

区分 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 

年間授業時数 年間授業時数 年間授業時数 年間授業時数 年間授業時数 年間授業時数 

各
教
科
等 

各
教
科 

国語 

（うち毛筆） 

            

社会             

算数             

理科             

生活             

音楽             

図画工作             

家庭             

体育 

（うち保健） 

            

道徳             

外国語活動             

特別活動 学級活動             

総合的な学習の時間             

計             

特
別 

活
動 

クラブ活動             

学校行事             

合計             

備
考 

学校裁量の時間             

その他 

  

 

 

 

注１ 年間週数は，可動週数を記入すること。教育課程等の年間授業時数は，小学校学習指導要領に示す授業

時数を踏まえ，可動時数から実施予定時数に算出して記入すること。 

注２ 特別活動の中のクラブ活動及び学校行事については，各学校の実態に応じ実施予定時数を算出して記入

すること。ただし，学校行事の内容は，別紙によること。 

注３ 国語の毛筆，体育の保健は，それぞれの教科の時数の内数として（ ）内に記入すること。 

注４ 児童会活動，委員会活動を特設して実施する場合は，実施予定時数をその他の欄に記入すること。 

注５ 学校裁量の時間については，実施可能な場合，必要に応じて実施予定時数を記入すること。 

注６ 特別活動の授業時数は，小学校学習指導要領で定める学級活動（学校給食に係るものを除く。）に充てる

ものとする。 



別紙 

年度学校行事 

内容 

月 
儀式的行事 文化的行事 

健康安全・体

育的行事 

遠足・集団宿

泊的行事 

勤労生産・奉

仕的行事 

その他各種行

事 

４ 

  

 

 

          

５ 

  

 

 

          

６ 

  

 

 

          

７ 

  

 

 

          

８ 

  

 

 

          

９ 

  

 

 

          

１０ 

  

 

 

          

１ 

  

 

 

          

２ 

  

 

 

          

３ 

  

 

 

          

備考 

  

 

          

注 各内容とも行事の事項名を記入すること。 



様式第４号（第６条関係） 

発第   号 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長 殿 

（学校名） 校長      印 

 

教育課程編成書 

 

次のとおり    年度の教育課程を編成しましたのでお届けします。 

 

１ 学校の教育目標 

（１） 教育目標 

（２） 重点目標又は努力目標 

 

２ 教育課程編成の方針 

（１） 教育課程編成の基本方針 

（２） 学校教育活動全体を通じて行う道徳教育の取扱い 

（３） 学校教育活動全体を通じて行う体育及び健康に関する指導の取扱い 

（４） 選択教育課程の取扱い 

（５） 総合的な学習の時間の取扱い 

（６） 特に必要があって加える指導内容の取扱い 

（７） その他必要な事項 

 

３ 授業時数及び時数の運用 

（１） 年間授業日数 

学年 

学期 

第１学年 

（７年生） 

第３学年 

（８年生） 

第５学年 

（９年生） 

第１学期          

第２学期          

第３学期          

計          

 

 

 

 

 



（２） 年間授業時数 

年間週数（  週） 

学年 １（７） ２（８） ３（９） 

区分 年間授業時数 年間授業時数 年間授業時数 

各
教
科
等 

各
教
科 

国語 

（うち毛筆） 
      

社会       

数学       

理科       

音楽       

美術       

保健体育 

（うち保健） 
      

技術・家庭       

外国語       

道徳       

特別活動 学級活動       

総合的な学習の時間       

計       

特別活動 学校行事       

合計       

備
考 

学校裁量の時間       

選択教科 

教科名 
年間授業

時数 
教科名 

年間授業

時数 
教科名 

年間授業

時数 

            

            

            

その他 

  

 

 

    

注１ 年間週数は，可動週数を記入すること。教育課程等の年間授業時数は，中学校学習指導要領に

示す授業時数を踏まえ，可動時数から実施予定時数に算出して記入すること。 

注２ 国語の毛筆，保健体育の保健は，それぞれの教科の時数の内数として（ ）内に記入すること。 

注３ 特別活動の学校行事については，各学校の実態に応じ実施予定時数を算出して記入すること。

ただし，学校行事の内容は，別紙によること。 

注４ 生徒会活動，委員会活動を特設して実施する場合は，実施予定時数をその他の欄に記入するこ

と。 

注５ 学校裁量の時間については，実施可能な場合，必要に応じて実施予定時数を記入すること。 

注６ 選択教科を開設する場合は，教科名及び時数を記入すること。 



別紙 

年度学校行事 

内容 

月 
儀式的行事 文化的行事 

健康安全・体育的

行事 

旅行・集団宿泊的

行事 

勤労生産・奉仕的

行事 
その他各種行事 

４ 

  

 

 

          

５ 

  

 

 

          

６ 

  

 

 

          

７ 

  

 

 

          

８ 

  

 

 

          

９ 

  

 

 

          

１０ 

  

 

 

          

１１ 

  

 

 

          

１２ 

  

 

 

          

１ 

  

 

 

          

２ 

  

 

 

          

３ 

  

 

 

          

備考             

注 各内容とも行事の事項名を記入すること。 



様式第５号（第６条関係） 

発第   号 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長 殿 

（学校名） 校長      印 

 

教育課程実施状況報告書 

次のとおり    年度の教育課程の実施状況を報告します。 

 

１ 実施の状況 

 

 

２ 授業時数 

各学年において実施した年間授業時数は，次のとおりです。 

年間週数（  週） 

学年 

 

 

区分 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 

予定 

授業 

時数 

実施 

授業 

時数 

予定 

授業 

時数 

実施 

授業 

時数 

予定 

授業 

時数 

実施 

授業 

時数 

予定 

授業 

時数 

実施 

授業 

時数 

予定 

授業 

時数 

実施 

授業 

時数 

予定 

授業 

時数 

実施 

授業 

時数 

各
教
科
等 

各
教
科 

国語 

（うち毛筆） 
                        

社会                         

算数                         

理科                         

生活                         

音楽                         

図画工作                         

家庭                         

体育 

（うち保健） 
                        

小計                         

道徳                         

外国語活動             

特別 

活動 

学級 

活動 
                        

総合的な 

学習の時間 
                        

計                         

特
別 

活
動 

クラブ活動                         

学校行事                         

合計                         

備
考 

学校裁量 

の時間 
                        

その他 
  

 

注 予定授業時数及び実施授業時数は，それぞれの年間の合計時数を記入すること。 



様式第６号（第６条関係） 

発第   号 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長 殿 

（学校名） 校長      印 

 

教育課程実施状況報告書 

次のとおり    年度の教育課程の実施状況を報告します。 

 

１ 実施の状況 

 

２ 授業時数 

各学年において実施した年間授業時数は，次のとおりです。 

年間週数（  週） 

学年 

 

区分 

１（７） ２（８） ３（９） 

予定授業 

時数 

実施授業 

時数 

予定授業 

時数 

実施授業 

時数 

予定授業 

時数 

実施授業 

時数 

各
教
科
等 

各
教
科 

国語 

（うち毛筆） 
                  

社会                  

数学                   

理科                   

音楽                   

美術                   

保健体育 

（うち保健） 
                  

技術・家庭                   

外国語                   

道徳                   

特別 

活動 

学級 

活動 
                  

総合的な 

学習の時間 
                  

計                   

学校行事       

合計       

備

考 

学校裁量の 

時間 
                  

選択教科 

教科名 
予定 

時数 
教科名 

実施 

時数 
教科名 

予定 

時数 
教科名 

実施 

時数 
教科名 

予定 

時数 
教科名 

実施 

時数 

            

            

            

その他 
 

 

注 予定授業時数及び実施授業時数は，それぞれの年間の合計時数を記入すること。 



様式第７号（第７条関係）  

発第    号  

年   月   日  

ひたちなか市教育委員会教育長  殿  

（学校名）  校長       印  

 

学校行事等実施承認申請書  

 

次のとおり，学校行事等を実施したいので，承認くださるよう申請します。  

 

記  

 

１  行事等の名称  

２  実施期日  

３  実施場所  

４  実施方法  

（１）  参加予定人員       年    組     名  

（２）  出発帰校時刻  

（３）  児童生徒１人当たりの経費  

（４）  利用する交通機関名  

（５）  その他参考事項  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第８号（第８条関係）  

発第    号  

年   月   日  

ひたちなか市教育委員会教育長  殿  

（学校名）  校長       印  

 

原学年留置報告書  

 

次のとおり，原学年留置の処置をとりましたので報告します。  

 

記  

 

１  留め置かれた者の氏名      年   組  

２  留め置いた理由  

３  その他参考事項  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第９号（第９条関係）  

発第    号  

年   月   日  

ひたちなか市教育委員会教育長  殿  

（学校名）  校長       印  

 

出席停止報告書  

 

次のとおり，出席停止の処置をとりましたので報告します。  

 

記  

  
No. 学年・学級  児童生徒名  停止理由  停止期間  指示年月日  

その他参考

事項  

  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１０号（第１２条関係）  

発第    号  

年   月   日  

ひたちなか市教育委員会教育長  殿  

（学校名）  校長       印  

 

教材使用承認申請書  

 

次の教材を  教科書代替教材・準教科書  として使用したいので承認願いたく申

請します。  

 

記  

 

１  教材名  

２  著者名  

３  発行所  

４  価格  

５  使用目的及び方法  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１１号（第１３条関係）  

発第    号  

年   月   日  

ひたちなか市教育委員会教育長  殿  

（学校名）  校長       印  

 

教材届出書  

 

次の教材を補助教材として使用したいので，お届けします。  

 

記  

 

１  教材の名称  

２  著者名  

３  発行所  

４  価格  

５  使用目的及び方法  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１２号（第２６条関係）  

発第    号  

年   月   日  

ひたちなか市教育委員会教育長  殿  

（学校名）  校長       印  

 

休暇報告書  

 

次のとおり報告します。  

 

記  

 

１  休暇の種類及び理由  

 

２  職氏名  

 

３  休暇の期間         年  月  日から    年  月  日まで   日間  

 

４  休暇が継続する場合     年  月  日から    年  月  日まで   日間  

 

５  今回の前の休暇期間     年  月  日から    年  月  日まで   日間  

  

（注意事項）  

１  年次休暇の場合，理由は書かないこと。  

２  給与が減額される有給の特別休暇で，同一介護対象者について，継続しない

で既に承認した期間がある場合には，５に記入すること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ひたちなか市立学校等の市費支弁職員の職務に関する規則の一部改正）  

第２条  ひたちなか市立学校等の市費支弁職員の職務に関する規則（平成６年教委

規則第１１号）の一部を次のように改正する。  

第１条中「ひたちなか市立学校又は」を「ひたちなか市立の小学校，中学校及

び義務教育学校並びに」に改める。  

第２条中「もとに」を「下に」に，「，能率的」を「能率的」に改める。  

第３条中「（平成１４年条例第４５号）」の次に「第４条」を，「（平成１４年規

則第４４号）」の次に「第３条」を加え，「かかわらず」を「より」に改める。  

第５条中「次の各号に」を「次に」に改める。  

第６条中「の期間中」を削り，「職務内容」を「職務の内容」に改める。  

第７条中「，粗暴」を「又は粗暴」に改める。  

第８条中「必要な」を「職員の職務に関し必要な」に，「教育長」を「，教育長」

に，「うえ」を「上」に改め，「園長が」の次に「別に」を加える。  

（ひたちなか市児童生徒等の就学等に関する規則の一部改正）  

第３条  ひたちなか市児童生徒等の就学等に関する規則（平成６年教委規則第１２

号）の一部を次のように改正する。  

第２条第２項中「小学校就学予定者」を「小学校等就学予定者」に改め，同条

第３項中「小学校就学予定者」を「同項に規定する年齢に達する者」に改め，同

条第４項中「小学校就学予定者」を「小学校等就学予定者」に改め，「常に」の次

に「学齢簿を」を加える。  

第４条第１項中「又は中学校」を「，中学校又は義務教育学校」に改める。  

第５条の見出しを「（ひたちなか市立の小学校又は義務教育学校の前期課程へ

の就学）」に改め，同条第１項中「小学校就学予定者」を「小学校等就学予定者」

に，「小学校就学通知書」を「小学校・義務教育学校就学通知書」に改め，同条第

２項中「小学校就学予定者」を「小学校等就学予定者」に，「小学校就学届」を「，

小学校・義務教育学校就学届」に，「届け出なければならない」を「提出しなけれ

ばならない」に改め，同条第３項中「小学校長」を「小学校又は義務教育学校の

校長」に，「小学校就学予定者名簿」を「小学校等就学予定者名簿」に改める。  

第６条の見出しを「（ひたちなか市立の中学校への就学）」に改め，同条第１項

中「住所」の次に「（義務教育学校の通学区域内の住所を除く。）」を加え，同条第

３項中「中学校就学届」を「，中学校就学届」に，「届け出なければならない」を

「提出しなければならない」に改め，同条第４項中「中学校長」を「中学校の校

長」に改める。  

第７条第１項及び第２項中「転学を」を「，転学を」に改め，同条第３項中「指

定し」を「指定するとともに」に改める。  

第８条第１項中「委員会に申請しなければならない」を「これを委員会に提出



しなければならない」に改め，同条第２項第１号を次のように改める。  

（１）  当該児童生徒等が小学校６年生若しくは義務教育学校の前期課程６年

生又は中学校３年生若しくは義務教育学校の後期課程９年生で，その住

所が他の学校の通学区域内に異動した場合  

第８条第２項第２号中「小学校６年生」を「当該児童生徒等が小学校６年生又

は義務教育学校の前期課程６年生」に改め，同項第３号中「通院中の児童生徒等

が病院」を「当該児童生徒等が通院中で，病院」に改め，同項第４号を次のよう

に改める。  

（４）  当該児童生徒等が特別の支援を必要とする児童生徒等である場合で，

指定学校に特別支援学級が設置されていない場合  

第８条第２項第５号中「委員会が特殊な事情」を「特殊な事情により指定学校

を変更する必要」に改め，同条第３項中「指定学校変更許可（通知）書（様式第

９号）を」を「その旨を指定学校変更許可（通知）書（様式第９号）により」に，

「交付するものとする」を「通知するものとする」に改め，同条第４項中「指定

学校変更不許可通知書」を「その旨を指定学校変更不許可通知書」に改める。  

第９条の見出しを「（ひたちなか市立の学校以外の学校への就学）」に改め，同

条第１項中「ひたちなか市立」の次に「の学校」を加え，「小学校就学予定者」を

「小学校等就学予定者」に改め，「就学先の」の次に「学校の」を加え，同条第２

項中「就学予定者名簿」を「名簿」に，「小学校就学予定者」を「小学校等就学予

定者」に改める。  

第１０条第１項中「児童生徒等」を「学齢児童及び学齢生徒並びに第２条第２

項に規定する年齢に達する者」に，「又は中学校」を「若しくは中学校又は義務教

育学校の前期課程若しくは後期課程」に，「委員会に申請しなければならない」を

「これを委員会に提出しなければならない」に改め，同条第３項中「市町村」の

次に「（特別区を含む。）」を加える。  

第１１条第１項中「許可期間」を「許可の期間」に改め，同条第２項中「当該

手続」を「手続」に，「許可」を「当該許可」に改める。  

第１２条第１項中「小学校就学予定者」を「小学校等就学予定者」に，「茨城県

教育委員会」を「，茨城県教育委員会」に，「通知し」を「その旨を通知し」に改

め，同条第２項中「小学校就学予定者」を「小学校等就学予定者」に改める。  

第１３条第１項中「委員会」を「，その旨を委員会」に改め，同条第２項中「転

入してきた児童生徒等」を「転入し児童生徒等となった者」に，「又は病弱者」を

「若しくは病弱者」に，「県委員会」を「その旨を県委員会」に改める。  

第１４条第１項中「又は第６条」を「若しくは第６条」に改め，同条第２項中

「当該」を「，当該」に改める。  

第１５条第１項中「，医師」を「医師」に，「委員会に申請しなければならない」



を「これを委員会に提出しなければならない」に改め，同条第４項中「中途から」

を「中途において」に改める。  

第１６条中「卒業生名簿」を「，卒業生名簿」に改める。  

別図第１及び別図第２を次のように改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別図第１（第４条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 



別図第２（第４条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号から様式第３号までを次のように改める。  



様式第２号（第５条関係）  

郵  便  は  が  き  

 

 

 

料金後納  

郵  便  

 

 

 

 

 

様  

の保護者様  

 

 

就学について（お知らせ）  

 

新入学児童氏名  

 

 

上記の者は４月１日で就学義務が生じますので４月  日（  ）  

ひたちなか市立                    へ入学させ

てください。  

 

 

ひたちなか市教育委員会事務局学務課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小  学  校  

義務教育学校  



様式第２号の２（第５条関係）  

 

                          No.     

小学校・義務教育学校就学届  

 

現住所  

ひたちなか市  

 

ふりがな  

新入学  

児童氏名  

 

 

 

年   月   日生  

保護者との関係  

「子」のように

書く  

（      ）  

 

上記の者が４月   日ひたちなか市立  

に入学します。  

年   月   日  

保護者氏名  

 

ひたちなか市教育委員会  殿  

 

注意事項  

１  就学届は，ボールペンで書いてください。  

２  この就学届は，入学説明会当日に入学する学校に提出してください。 

３  入学式の時間等については，入学する学校にご確認ください。  

４  入学指定校の変更については，保護者の申立てにより教育委員会で相

当と認める場合に限ります。  

５  入学指定校以外の学校に入学される方は，入学指定校と教育委員会事

務局学務課へご連絡ください。  

６  就学時健康診断を受けた後に入学する学校が変更となったときは，健

康診断を受けた学校へ連絡してください。  

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第５条関係） 

 

小学校等就学予定者名簿（    年度） 

学校名 

番号 児童氏名 生年月日 性別 現住所 保護者氏名 

  

 

          

  

 

          

  

 

          

  

 

          

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号及び様式第５号の２を次のように改める。  

様式第５号（第６条関係）  

郵  便  は  が  き  

 

 

 

料金後納  

郵  便  

 

 

 

 

 

様  

の保護者様  

 

 

中学校就学について（お知らせ）  

 

新入学生徒氏名  

 

 

上記の者を４月  日（  ）ひたちなか市立          中学校  

へ入学させてください。  

 

 

 

ひたちなか市教育委員会事務局学務課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号の２（第６条関係）  

 

                          No.     

中学校就学届  

 

現住所  

ひたちなか市  

 

ふりがな  

新入学  

生徒氏名  

 

 

 

年   月   日生  

保護者との関係  

「子」のように

書く  

（      ）  

 

上記の者が４月   日ひたちなか市立            中学校  

に入学します。  

年   月   日  

保護者氏名  

 

ひたちなか市教育委員会  殿  

 

注意事項  

１  就学届は，ボールペンで書いてください。  

２  この就学届は，入学式当日に入学する中学校に提出してください。  

３  入学式の時間等については，入学する中学校にご確認ください。  

４  入学指定校の変更については，保護者の申立てにより教育委員会で相

当と認める場合に限ります。  

５  入学指定校以外の中学校に入学される方は，入学指定校と教育委員会

事務局学務課へご連絡ください。  

 

 

 

 

 

 

 

様式第７号の２から様式第１３号までを次のように改める。  



様式第７号の２（第７条関係）  

 

転学通知書  

 

前住所  
  

 

新住所  
前在籍校  

（           ）  

保護者  
  

 

学年  転学者氏名  生年月日  保護者との続柄  

    年   月   日生  
  

 

 

上記の者は，     年   月   日           に転学しましたので

通知します。  

 

 

年   月   日  

 

（学校名）  校長  殿  

 

ひたちなか市教育委員会  印  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第８号（第８条関係）  

指定学校変更許可申請書  

児童生徒  

ふりがな  

氏名  
  

生年月日  年    月    日生  

保護者  

住民登録地  ひたちなか市  

旧・新住所  ひたちなか市  

氏名  
続柄（     ） 

電話番号     （    ）      

学校  
指定学校学年  ひたちなか市立                 学年  

申請学校学年  ひたちなか市立                 学年  

申請期間  年   月   日から     年   月   日まで（事由解消）  

理由  

（該 当事

由番 号を

○で 囲ん

でく ださ

い。）  

１  転居したが，最終学年であるため卒業まで申請学校に通学させたい。 

２  保護者の勤務の関係において，帰宅後の児童の監護の必要上から，

保護者の勤務箇所に近い申請学校に通学させたい。  

３  保護者の勤務の関係において，帰宅後の児童の監護の必要上から，

保護者に代わって監護する者の住居に近い申請学校に通学させたい。  

４  通院中のため，病院の近くの学校に通学させたい。  

５  指定学校に特別支援学級がないため，申請学校に通学させたい。  

６  指定学校変更許可区域のため，申請学校に通学させたい。  

７  転居したが，学期末（学年末）まで申請学校に通学させたい。  

８  住宅の新築又は転居予定のため，事前に転居先の申請学校に通学さ

せたい。  

９  住宅の増改築等による一時転居のため，そのまま申請学校に通学さ

せたい。  

１０  その他（具体的な理由を記入してください。）  

 

 

通学登下校における事故等の責任は，一切保護者が負担します。  

 

年   月   日  

 

ひたちなか市教育委員会  殿  

保護者  

（署名又は記名押印をしてください。）  



様式第９号（第８条関係）  

 

指定学校変更許可（通知）書  

 

児童生徒  

氏名    

生年月日  年    月    日生  

住民登録地    

保護者氏名  
続柄（     ） 

電話番号    （    ）      

許可学校学年  ひたちなか市立                 学年  

許可期間  年   月   日から     年   月   日まで  

（許可条件等）  

 

 

 

 

 

 

年   月   日  

 

（保護者）  

           殿  

（学校名）  校長  

ひたちなか市教育委員会  印  

 

（教示）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第９号の２（第８条関係）  

 

指定学校変更不許可通知書  

 

児童生徒  

氏名    

生年月日  年    月    日生  

住民登録地    

保護者氏名   

申請した希望学校  ひたちなか市立                 学年  

不許可となった理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

年   月   日  

 

（保護者）  殿  

 

ひたちなか市教育委員会  印  

 

（教示）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１０号（第１０条関係）  

区域外就学許可申請書  

児童生徒  

ふりがな  

氏名  
  

生年月日  年    月    日生  

保護者  

住民登録地   

旧・新住所   

氏名  
続柄（     ） 

電話番号     （    ）      

学校  

在籍すべき学

校学年  
学年  

申請学校学年  ひたちなか市立                 学年  

申請期間  年   月   日から     年   月   日まで（事由解消）  

理由  

（該 当事

由番 号を

○で 囲ん

でく ださ

い。）  

１  転居したが，最終学年であるため卒業まで申請学校に通学させたい。 

２  保護者の勤務の関係において，帰宅後の児童の監護の必要上から，

保護者の勤務箇所に近い申請学校に通学させたい。  

３  保護者の勤務の関係において，帰宅後の児童の監護の必要上から，

保護者に代わって監護する者の住居に近い申請学校に通学させたい。  

４  転居したが，学期末（学年末）まで申請学校に通学させたい。  

５  住宅の新築又は転居予定のため，事前に転居先の申請学校に通学さ

せたい。  

６  住宅の増改築等による一時転居のため，そのまま申請学校に通学さ

せたい。  

７  その他（具体的な理由を記入してください。）  

 

 

 

 

通学登下校における事故等の責任は，一切保護者が負担します。  

 

年   月   日  

 

ひたちなか市教育委員会  殿  

保護者  

（署名又は記名押印をしてください。）  



様式第１１号（第１０条関係）  

 

区域外就学協議書  

 

児童生徒  

氏名  
  

 

生年月日  年    月    日生  

住民登録地  
  

 

保護者氏名  
  

 

在学すべき学校学年  学年  

申請学校学年  学年  

期間  年   月   日から     年   月   日まで  

 

学校教育法施行令第９条第２項により協議します。  

 

 

年   月   日  

 

（教育委員会名）  殿  

 

ひたちなか市教育委員会  印  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１２号（第１０条関係）  

 

区域外就学許可書  

 

児童生徒  

氏名    

生年月日  年    月    日生  

住民登録地    

保護者氏名   

許可学校学年  学年  

許可期間  年   月   日から     年   月   日まで  

（許可条件等）  

 

 

 

 

 

 

年   月   日  

 

（保護者）  

           殿  

（学校名）  校長  

ひたちなか市教育委員会  印  

 

（教示）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１３号（第１１条関係）  

 

指定学校変更  

区域外就学  
許可期間満了通知書  

 

児童生徒  

氏名    

生年月日  年    月    日生  

住民登録地  
  

 

保護者氏名   

在籍学校学年  学年  

指定学校学年  学年  

 

年   月   日から     年   月   日までの許可期間が満了にな

りますので，     年   月   日までに指定学校へ転学の手続，指定学校の変  

更の手続又は区域外就学の手続を  
するよう  

させるよう  
通知します。 

 

 

年   月   日  

 

（保護者）  

           殿  

（学校名）  校長  

 

ひたちなか市教育委員会  印  

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１７号を次のように改める。  



様式第１７号（第１４条関係）  

 

不就学  

欠席  
状況報告書  

 

児童生徒  

氏名  
  

 

学年  
 

 

保護者  

氏名  
児 童 生 徒

との続柄  
（     ） 

住所  
  

 

職業  
  

 

不就学・欠席の理由  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年   月   日  

 

ひたちなか市教育委員会  殿  

 

（学校名）  校長       印  

 



様式第２１号及び様式第２２号を次のように改める。  

様式第２１号（第１５条関係）  

就学猶予  

就学免除  
許可通知書  

 

氏名  生年月日  学齢年度  猶予期間  保護者  続柄  現住所  理由  

      月  日          

～ 

月  日  

  

 

              

  

 

              

  

 

              

  

 

              

  

 

              

  

 

              

  

 

              

  

 

              

  

 

              

 

年   月   日  

 

（学校名）  校長  殿  

 

ひたちなか市教育委員会  印  

 

 



様式第２２号（第１６条関係）  

 

 

 

 

 

卒業生名簿（     年度）  

 

 

 

 

 

    

 
男  女  計  

  

在籍地  
  

 

    

卒業生数  
  

 

    
ひたちなか市立  

  

 

 

 

 



 

番号  児童生徒氏名  生年月日  保護者名  続柄  現住所  進学先  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
     

  

 

 



（ひたちなか市教育支援委員会条例施行規則の一部改正）  

第４条  ひたちなか市教育支援委員会条例施行規則（平成６年教委規則第１３号）

の一部を次のように改正する。  

第３条第２項第３号を次のように改める。  

（３）  委員を除くほか，会議に出席した者の氏名  

第３条第２項第４号中「及び」の次に「その」を加え，同項第５号中「要否」

を「要旨」に改め，同項第７号中「必要な」を「必要と認める」に改める。  

第４条第１項中「及び中学校」を「，中学校及び義務教育学校」に改める。  

（ひたちなか市立学校児童又は生徒の問題行動に対する出席停止の手続に関する

規則の一部改正）  

第５条  ひたちなか市立学校児童又は生徒の問題行動に対する出席停止の手続に関

する規則（平成１４年教委規則第２号）の一部を次のように改正する。  

第１条中「第４９条」を「法第４９条及び第４９条の８」に，「ひたちなか市立

小学校及び中学校」を「ひたちなか市立の小学校，中学校及び義務教育学校」に

改める。  

第２条中「あるときは」の次に「，法第３５条第１項（法第４９条及び第４９

条の８において準用する場合を含む。）の規定により」を加え，「対して，法第３

５条第１項（第４９条において準用する場合を含む。）の規定により」を「対し」

に改める。  

第３条の見出しを「（校長の意見の具申）」に改め，同条第１項中「場合は」を

「場合には」に改め，同条第２項中「基づく」を「よる」に，「提出して行わなけ

ればならない」を「提出することにより行うものとする」に改める。  

第４条中「この場合において」を「この場合においては」に，「は，十分に」を

「を十分に」に改める。  

第５条第１項中「第４９条」を「法第４９条及び第４９条の８」に，「事務局」

を「教育委員会事務局」に改め，同条第２項中「前項の」を削り，同項ただし書

中「場合には，当該保護者の」を「場合は，当該保護者に対してその」に改める。  

第６条中「場合は」を「場合には」に改める。  

第７条第２項中「場合は」を「場合には」に，「職員の意見」を「職員に対し，

意見」に改める。  

第８条を次のように改める。  

（出席停止の命令）  

第８条  教育委員会は，出席停止を命ずる場合には，出席停止通知書（様式第１

号）により，その旨を出席停止対象児童等の保護者に通知しなければならない。  

第９条第１項中「，関係機関」を「及び関係機関」に改め，同条第２項中「説

明をし」を「説明し」に，「もとに」を「下に」に改める。  



第１０条第１項中「期間」を「期間中」に改め，同条第２項を次のように改め

る。  

２  教育委員会は，前項の規定により出席停止を解除する場合には，出席停止解

除通知書（様式第２号）により，その旨を出席停止児童等の保護者に通知する

ものとする。  

第１１条中「期間終了後」を「期間の終了後においては」に，「保護者」を「，

保護者」に改める。  

第１２条を次のように改める。  

（補則）  

第１２条  この規則に定めるもののほか，この規則の施行に関し必要な事項は，

教育長が別に定める。  

様式第１号及び様式第２号を次のように改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第８条関係）  

出席停止通知書  

発第    号  

年   月   日  

            殿  

 

ひたちなか市教育委員会  印  

 

学校教育法第３５条第１項の規定により，下記のとおり出席停止を命じます。  

 

記  

 

１  児童・生徒氏名  

（生年月日：     年   月   日生） 

２  住所  

 

３  学校名  

 

４  学年及び組  

 

５  保護者氏名  

（続柄：      ）  

６  出席停止期間       年   月   日から     年   月   日まで  

 

７  出席停止の理由  

 

 

８  出席停止期間中の指導計画  

 

 

 

 

 

注  「第３５条第１項」を，中学校の生徒の場合は「第４９条において準用する同

法第３５条第１項」と，義務教育学校の後期課程の生徒の場合は「第４９条の８

において準用する同法第３５条第１項」とする  



様式第２号（第１０条関係）  

出席停止解除通知書  

発第    号  

年   月   日  

            殿  

 

ひたちなか市教育委員会  印  

 

下記の理由により，出席停止の解除を通知します。  

 

記  

 

１  児童・生徒氏名  

（生年月日：     年   月   日生） 

２  住所  

 

３  学校名  

 

４  学年及び組  

 

５  保護者氏名  

（続柄：      ）  

６  出席停止解除日      年   月   日  

 

７  出席停止期間       年   月   日から     年   月   日まで  

 

８  出席停止解除の理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ひたちなか市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める規

則の一部改正）  

第６条  ひたちなか市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る規則（平成２６年教委規則第１２号）の一部を次のように改正する。  

第１５条中「小学校」の次に「又は義務教育学校」を加える。  

第１７条中「小学校」に次に「，義務教育学校」を加える。  

（ひたちなか市入学前就学援助費交付規則の一部改正）  

第７条  ひたちなか市入学前就学援助費交付規則（平成２９年教委規則第８号）の

一部を次のように改正する。  

第１条中「市内の公立の小学校又は中学校」を「公立の小学校，中学校，義務

教育学校の前期課程若しくは後期課程又は中等教育学校の前期課程」に，「市内の

公立学校等」を「公立学校等」に改め，「及び市外の公立の小学校，中学校，義務

教育学校の前期課程若しくは後期課程又は中等教育学校の前期課程（以下「市外

の公立学校等」という。）」を削る。  

第３条，第７条及び第８条第１項第１号中「市内の公立学校等又は市外の公立

学校等」を「公立学校等」に改める。  

様式第１号及び様式第２号を次のように改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第５条関係）  

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会 教育長      殿 

 

申請者（保護者）  

住所 

氏名 

電話番号  

 

入学前就学援助費受給申請書  

 

年度の入学前就学援助費の支給を受けたいので，下記のとおり，申請しま

す。 

記 

１ 該当児童生徒氏名（学校名                入学予定）  

氏名 性別 生年月日  備考 

  男・女     

 男・女   

 男・女   

２ 申請事由（該当する番号に〇を付けてください。）  

１ 市民税が非課税であり，又は減免されている。  

２ 個人の事業税・固定資産税及び国民年金の掛金が減免されている。  

３ 国民健康保険税の減免又は徴収の猶予を受けている。  

４ 児童扶養手当の支給を受けている。  

５ 生活福祉資金の貸付けを受けている。  

６  失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者で

ある。 

７ その他（生活困窮の状況や援助を必要とする事由を具体的に記入してください。） 

 

 

 

３ 支給先口座（金融機関の口座番号が明記してある通帳等の写しを添付してくださ

い。） 

銀行名 

 

支店名 種目 口座名義（カタカナ）  

コード     コード    普・当  口座番号         



様式第２号（第５条関係） 

 

ひたちなか市教育委員会 教育長      殿 

 

次の内容について，入学前就学援助費の認定のため必要があるときは，ひたちなか市教

育委員会が公簿等により確認・調査をすることに同意します。また，生活概況等について，

必要があるときは，民生委員が確認・調査をすることに同意します。 

 

年  月  日 

申請者（保護者） 

住所 

氏名 

（署名又は記名押印をしてください。） 

電話番号 

 

入学前就学援助費認定調書 

該当児童生徒氏名（学校名               入学予定） 

氏名 性別 氏名 性別 

 男・女  男・女 

 男・女  男・女 

認定申請事由（生活困窮の状況，家庭状況，援助を必要とする事由などを詳しく具体的に

記入してください。） 

 

 

 

 

 

 

家計の状況等を記入してください。（該当の項目を記入してください。） 

家
計
の
状
況
等 

内容 有無 
平均月額 

（有の場合） 
内容 有無 

平均月額 

（有の場合） 

児童手当 有・無 円 失業給付金 有・無 円 

児童扶養手当 有・無 円 養育費・仕送り等 有・無 円 

障害年金・（  ）年金 有・無 円 
その他の収入（給与

を除く。） 
有・無 円 

遺族年金 有・無 円 家賃（借家） 有・無 円 

傷病手当 有・無 円 持家 有・無 円 



世帯構成者（同居者全員を記入してください。同一敷地内の別棟も含みます。） 

※家族状況・家計内容は申請時の状況を，学年・年齢は    年１月１日現在で記入し

てください。 

氏名 続柄 性別 生年月日 

収入種別等／勤務先・学校名学年 

※収入種別等を○で囲み，【】内に

勤務先学校名等を記入 

月収入金額（平均月

額）及び年額 

    男・女 
年 月 日 

（  歳） 

給与収入・事業収入・年金・ 

学生・その他 

【            】 

月額      円 

年額      円 

    男・女 
年 月 日 

（  歳） 

給与収入・事業収入・年金・ 

学生・その他 

【            】 

月額      円 

年額      円 

    男・女 
年 月 日 

（  歳） 

給与収入・事業収入・年金・ 

学生・その他 

【            】 

月額      円 

年額      円 

    男・女 
年 月 日 

（  歳） 

給与収入・事業収入・年金・ 

学生・その他 

【            】 

月額      円 

年額      円 

    男・女 
年 月 日 

（  歳） 

給与収入・事業収入・年金・ 

学生・その他 

【            】 

月額      円 

年額      円 

    男・女 
年 月 日 

（  歳） 

給与収入・事業収入・年金・ 

学生・その他 

【            】 

月額      円 

年額      円 

    男・女 
年 月 日 

（  歳） 

給与収入・事業収入・年金・ 

学生・その他 

【            】 

月額      円 

年額      円 

    男・女 
年 月 日 

（  歳） 

給与収入・事業収入・年金・ 

学生・その他 

【            】 

月額      円 

年額      円 

    男・女 
年 月 日 

（  歳） 

給与収入・事業収入・年金・ 

学生・その他 

【            】 

月額      円 

年額      円 

※ひとり親家庭の場合は，ご記入ください。 

時期     年  月から 

理由（※該当項目番号を○で囲み，３の場合は，内容を記入してください。） 

１ 離婚 ２ 死別 ３ その他（                   ） 



付  則  

（施行期日）  

１  この規則は，令和３年４月１日から施行する。  

（ひたちなか市児童生徒等の就学等に関する規則の一部改正に伴う経過措置）  

２  この規則の施行の際現にある第３条の規定による改正前のひたちなか市児童生

徒等の就学等に関する規則の規定による様式（以下「旧様式」という。）により使

用されている書類は，改正後のひたちなか市児童生徒等の就学等に関する規則の

規定による様式によるものとみなす。  

３  この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については，当分の間，所要の

補正をした上，なお使用することができる。  



議案第９号関係 

議案第９号 ひたちなか市立学校管理規則等の一部を改正する規則制定について 

 

新旧対照表 

 

 

１ ひたちなか市立学校管理規則新旧対照表（第１条関係） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ページ 

 

２ ひたちなか市立学校等の市費支弁職員の職務に関する規則新旧対照表（第２条関係） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ページ 

 

３ ひたちなか市児童生徒等の就学等に関する規則新旧対照表（第３条関係） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８ページ 

 

４ ひたちなか市教育支援委員会条例施行規則新旧対照表（第４条関係） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０ページ 

 

５ ひたちなか市立学校児童又は生徒の問題行動に対する出席停止の手続に関する規則

新旧対照表（第５条関係） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１ページ 

 

６ ひたちなか市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める規則新

旧対照表（第６条関係） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６ページ 

 

７ ひたちなか市入学前就学援助費交付規則新旧対照表（第７条関係） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４７ページ 



ひたちなか市立学校管理規則新旧対照表（第１条関係）                     Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 学年，学期及び休業日（第２条―第５条の２） 

第３章 教育活動（第６条―第９条の２） 

第４章 教材の取扱い（第１０条―第１３条） 

第５章 組織編成（第１４条―第２５条） 

第６章 校長及び職員の服務（第２６条―第３１条） 

第７章 施設，設備の管理（第３２条―第３５条） 

第８章 補則（第３６条―第４０条） 

付則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年

法律第１６２号）第３３条第１項の規定に基づき，ひたちなか市立小学校及

び中学校（以下「学校」という。）の管理及び運営に関し，基本的事項を定

めるものとする。 

 

（教育課程の編成） 

第６条 略 

２ 校長は，翌年度において実施する教育課程を，教育課程編成書（小学校に

あっては様式第３号，中学校にあっては様式第４号）により，毎年３月３１

日までに教育長に届け出なければならない。 

 

３ 校長は，当該年度の教育課程の実施状況を，教育課程実施状況報告書（小

学校にあっては様式第５号，中学校にあっては様式第６号）により，翌年度

の４月３０日までに教育長に報告しなければならない。 

 

 

（児童，生徒の原学年留置） 

第８条 校長は，児童，生徒の平素の成績を評価した結果，各学年の課程の修

了又は卒業を認めることができないと判定したときは，当該児童，生徒の原

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 学年，学期及び休業日（第２条―第５条の２） 

第３章 教育活動（第６条―第９条の２） 

第４章 教材の取扱い（第１０条―第１３条） 

第５章 組織編成（第１４条―第２５条） 

第６章 校長及び職員の服務（第２６条―第３１条） 

第７章 施設及び設備の管理（第３２条―第３５条） 

第８章 雑則（第３６条―第４０条） 

付則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年

法律第１６２号）第３３条第１項の規定に基づき，ひたちなか市立の小学校

及び中学校並びに義務教育学校（以下「学校」という。）の管理及び運営に

関し，基本的事項を定めるものとする。 

 

（教育課程の編成） 

第６条 略 

２ 校長は，翌年度において実施する教育課程を，教育課程編成書（小学校及

び義務教育学校の前期課程にあっては様式第３号，中学校及び義務教育学校

の後期課程にあっては様式第４号）により，毎年３月３１日までに教育長に

届け出なければならない。 

３ 校長は，当該年度の教育課程の実施状況を，教育課程実施状況報告書（小

学校及び義務教育学校の前期課程にあっては様式第５号，中学校及び義務教

育学校の後期課程にあっては様式第６号）により，翌年度の４月３０日まで

に教育長に報告しなければならない。 

 

（児童又は生徒の原学年留置） 

第８条 校長は，児童又は生徒の平素の成績を評価した結果，各学年の課程の

修了又は卒業を認めることができないと判定したときは，当該児童又は生徒

 

参考資料 



Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

学年に留め置くことができる。 

２ 略 

 

（感染症による出席停止） 

第９条 校長は，感染症にかかっており，かかっている疑いがあり，又はかか

るおそれのある児童，生徒があるときは，その保護者に対し，当該児童，生

徒の出席停止を指示することができる。 

２ 略 

 

（性行不良による校長の報告） 

第９条の２ 校長は，性行不良であって他の児童，生徒の教育に妨げがあると

認める児童，生徒があるときは，教育委員会に報告しなければならない。 

 

 

（教材の使用等） 

第１１条 校長は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第３４条第２項及

び第３項（これらの規定を同法第４９条及び附則第９条第２項において準用

する場合を含む。以下この項において同じ。）の定めるところにより，教科

書に代えて同法第３４条第２項に規定する教材（以下「教科書代替教材」と

いう。）を使用することができる。 

２ 略 

３ 校長は，教科書代替教材又は補助教材の選定に当たっては，児童・生徒の

保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。 

 

（教材の承認） 

第１２条 校長は，次の教材を使用する場合は，あらかじめ教育長の承認を受

けなければならない。 

（１）・（２） 略 

２ 略 

 

（職員） 

第１４条 学校に校長，教頭，教諭及び養護教諭並びに事務職員を置く。 

の原学年に留め置くことができる。 

２ 略 

 

（感染症による出席停止） 

第９条 校長は，感染症にかかっており，かかっている疑いがあり，又はかか

るおそれのある児童又は生徒があるときは，その保護者に対し，当該児童又

は生徒の出席停止を指示することができる。 

２ 略 

 

（性行不良による校長の報告） 

第９条の２ 校長は，性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがある

と認める児童又は生徒があるときは，教育委員会に報告しなければならな

い。 

 

（教材の使用等） 

第１１条 校長は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第３４条第２項及

び第３項（これらの規定を同法第４９条，第４９条の８及び附則第９条第２

項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の定めるとこ

ろにより，教科書に代えて同法第３４条第２項に規定する教材（以下「教科

書代替教材」という。）を使用することができる。 

２ 略 

３ 校長は，教科書代替教材又は補助教材の選定に当たっては，児童又は生徒

の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。 

 

（教材の承認） 

第１２条 校長は，次の教材を使用する場合には，あらかじめ教育長の承認を

受けなければならない。 

（１）・（２） 略 

２ 略 

 

（職員） 

第１４条 学校に，校長，教頭，教諭及び養護教諭並びに事務職員を置く。 



Ｎｏ．３  

旧 新 備考 

２ 前項に規定するもののほか，学校に副校長，栄養教諭，学校栄養職員その

他必要な職員を置くことができる。 

 

（教務主任等） 

第１５条 学校に教務主任，学年主任，生徒指導主事及び保健主事を置く。た

だし，特別の事情のあるときは，この限りでない。 

２ 教務主任は，校長の監督を受け，教育計画の立案その他の教務に関する事

項について，連絡調整及び指導・助言に当たる。 

３ 学年主任は，校長の監督を受け，当該学年の教育活動に関する事項につい

て，連絡調整及び指導・助言に当たる。 

４ 生徒指導主事は，校長の監督を受け，生徒指導に関する事項をつかさど

り，当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。 

５ 保健主事は，校長の監督を受け，学校における保健及び安全に関する事項

をつかさどり，当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。 

６ 第１項に規定する主任等のうち，教務主任，学年主任及び生徒指導主事

は，当該学校の教諭の中から，保健主事は，当該学校の教諭又は養護教諭の

中から，教育長の承認を得て，校長が命ずる。 

第１６条 中学校に，進路指導主事を置く。ただし，特別の事情のあるとき

は，この限りでない。 

２ 進路指導主事は，校長の監督を受け，生徒の職業選択の指導その他の進路

の指導に関する事項をつかさどり，当該事項について連絡調整及び指導・助

言に当たる。 

３ 進路指導主事は，当該学校の教諭のうちから教育長の承認を得て校長が命

ずる。 

第１７条 略 

２ 略 

３ 事務主任は，当該学校の事務職員のうちから校長の意見を聴いて教育長が

命ずる。 

第１８条 学校においては，この規則に規定するもののほか必要に応じ，校務

を分担する主任等を置くことができる。 

２ 前項の主任等は，校長が命じ，教育長に報告しなければならない。 

 

２ 前項に規定するもののほか，学校に，副校長，栄養教諭，学校栄養職員そ

の他必要な職員を置くことができる。 

 

（教務主任等） 

第１５条 学校に，教務主任，学年主任，生徒指導主事及び保健主事を置く。

ただし，特別の事情があるときは，この限りでない。 

２ 教務主任は，校長の監督を受け，教育計画の立案その他の教務に関する事

項について，連絡調整並びに指導及び助言に当たる。 

３ 学年主任は，校長の監督を受け，当該学年の教育活動に関する事項につい

て，連絡調整並びに指導及び助言に当たる。 

４ 生徒指導主事は，校長の監督を受け，生徒指導に関する事項をつかさど

り，当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。 

５ 保健主事は，校長の監督を受け，学校における保健及び安全に関する事項

をつかさどり，当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。 

６ 第１項に規定する主任等のうち，教務主任，学年主任及び生徒指導主事は

当該学校の教諭の中から，保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭の中か

ら，教育長の承認を得て，校長が命ずる。 

第１６条 中学校及び義務教育学校の後期課程に，進路指導主事を置く。ただ

し，特別の事情があるときは，この限りでない。 

２ 進路指導主事は，校長の監督を受け，生徒の職業選択の指導その他の進路

の指導に関する事項をつかさどり，当該事項について連絡調整並びに指導及

び助言に当たる。 

３ 進路指導主事は，当該学校の教諭のうちから，教育長の承認を得て，校長

が命ずる。 

第１７条 略 

２ 略 

３ 事務主任は，当該学校の事務職員のうちから，校長の意見を聴いて，教育

長が命ずる。 

第１８条 この規則に定めるもののほか，学校に，必要に応じて，校務を分担

する主任等を置くことができる。 

２ 前項の主任等は，校長が命ずる。この場合においては，校長は，教育長に

報告しなければならない。 
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（司書教諭） 

第１９条 略 

２ 略 

３ 司書教諭は，当該学校の教諭のうちから，教育長の承認を得て校長が命ず

る。 

 

（学校主査，係長及び副主査） 

第２０条 学校に，必要に応じ学校主査，係長及び副主査を置く。 

２～５ 略 

 

（主任栄養係長及び栄養係長） 

第２１条 学校に，必要に応じ主任栄養係長及び栄養係長を置く。 

２～４ 略 

 

（主査，主任，主事及び技師等） 

第２２条 略 

２ 前項の職のうち，主任は事務職員又は学校栄養職員を，主事及び主事補は

事務職員を，技師及び技師補は学校栄養職員を，その他の職は学校教育法第

３７条第２項（同法第４９条において準用する場合を含む。）に規定するそ

の他の職員をもってこれに充てる。 

３ 略 

 

（職員会議） 

第２３条 略 

２・３ 略 

４ 前３項に掲げるもののほか，職員会議の組織及び運営について必要な事項

は，校長が定める。 

 

（学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱） 

第２４条 学校医，学校歯科医及び学校薬剤師は，教育委員会が，校長の意見

を聴いて，これを委嘱する。 

 

（司書教諭） 

第１９条 略 

２ 略 

３ 司書教諭は，当該学校の教諭のうちから，教育長の承認を得て，校長が命

ずる。 

 

（学校主査，係長及び副主査） 

第２０条 学校に，必要に応じて，学校主査，係長及び副主査を置く。 

２～５ 略 

 

（主任栄養係長及び栄養係長） 

第２１条 学校に，必要に応じて，主任栄養係長及び栄養係長を置く。 

２～４ 略 

 

（主査，主任及び主事並びに技師等） 

第２２条 略 

２ 前項の職のうち，主任は事務職員又は学校栄養職員を，主事及び主事補は

事務職員を，技師及び技師補は学校栄養職員を，その他の職は学校教育法第

３７条第２項（同法第４９条及び第４９条の８において準用する場合を含

む。）に規定するその他の職員をもってこれに充てる。 

３ 略 

 

（職員会議） 

第２３条 略 

２・３ 略 

４ 前３項に規定するもののほか，職員会議の組織及び運営について必要な事

項は，校長が定める。 

 

（学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱） 

第２４条 学校医，学校歯科医及び学校薬剤師は，校長の意見を聴いて，教育

委員会が委嘱する。 
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（赴任） 

第２９条 職員は，新たに職員となり，又は学校を異にする勤務を命ぜられた

ときは，発令の通知を受けた日から７日以内に赴任しなければならない。 

 

第７章 施設，設備の管理 

（施設，設備の管理） 

第３２条 校長は，学校の施設，設備（備品を含む。以下同じ。）を管理し，

その整備に努めなければならない。 

２ 職員は，校長の定めるところにより，学校の施設，設備の管理を分担す

る。 

 

（貸与） 

第３３条 校長は，学校の施設，設備を社会教育その他公共のために利用させ

ることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず，異例の利用の場合には，あらかじめ教育長の指

示を受けなければならない。 

 

（学校財産の損傷） 

第３４条 校長は，学校財産の一部又は全部が損傷又は亡失したときは，速や

かに教育長に報告し，その指示を受けなければならない。 

 

（消防及び警備） 

第３５条 防火管理者は，教育長が校長の意見を聴いて当該学校の校長又は職

員のうちからこれを命ずる。 

２ 略 

３ 校長は，毎年度初め学校の警備及び消防計画を教育長に提出しなければな

らない。 

 

第８章 補則 

（学校保健安全計画の提出） 

第３６条 校長は，毎年２月末日までに，翌年度に係る児童，生徒及び職員の

保健又は安全に関する事項について計画を立て，学校保健安全計画書を教育

（赴任） 

第２９条 新たに職員となった者又は学校を異にする勤務を命ぜられた職員

は，発令の通知を受けた日から７日以内に赴任しなければならない。 

 

第７章 施設及び設備の管理 

（施設及び設備の管理） 

第３２条 校長は，学校の施設及び設備（備品を含む。以下同じ。）を管理

し，その整備に努めなければならない。 

２ 職員は，校長の定めるところにより，学校の施設及び設備の管理を分担す

る。 

 

（貸与） 

第３３条 校長は，学校の施設及び設備を，社会教育その他公共のために利用

させることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず，異例の利用の場合は，あらかじめ教育長の指示

を受けなければならない。 

 

（学校財産の損傷） 

第３４条 校長は，学校財産の全部又は一部が損傷し，又は亡失したときは，

速やかに教育長に報告し，その指示を受けなければならない。 

 

（消防及び警備） 

第３５条 防火管理者は，当該学校の校長又は職員のうちから，校長の意見を

聴いて，教育長が命ずる。 

２ 略 

３ 校長は，毎年度初め，学校の警備及び消防計画を教育長に提出しなければ

ならない。 

 

第８章 雑則 

（学校保健安全計画の提出） 

第３６条 校長は，毎年２月末日までに，翌年度に係る児童又は生徒及び職員

の保健又は安全に関する事項について計画を立て，学校保健安全計画書を教
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長に提出しなければならない。 

 

（事故の報告） 

第３７条 校長は，職員，児童及び生徒に関する事故が発生した場合は，直ち

にその事情を教育長に報告しなければならない。 

 

（必要表簿） 

第３８条 学校に備えなければならない表簿は，法令その他に別に定めのある

もののほか，おおむね次のとおりとする。 

（１）～（７） 略 

２ 略 

 

（補則） 

第４０条 この規則実施のために必要な事項は，教育長が定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

育長に提出しなければならない。 

 

（事故の報告） 

第３７条 校長は，職員，児童及び生徒に関する事故が発生した場合には，直

ちに，その事情を教育長に報告しなければならない。 

 

（必要表簿） 

第３８条 学校に備えなければならない表簿は，法令その他別に定めのあるも

ののほか，おおむね次のとおりとする。 

（１）～（７） 略 

２ 略 

 

（補則） 

第４０条 この規則に定めるもののほか，この規則の施行に関し必要な事項

は，教育長が別に定める。 
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様式第１号（第３条関係） 

発第    号 

年  月  日 

教育委員会教育長 殿 

〇〇学校長 氏    名 印 

 

授業日変更承認申請書 

 

下記のとおり授業日を変更したいので，承認願いたく申請します。 

 

記 

１ 変更月日 

２ 理由 

３ 変更後の処置 

４ その他の参考事項 

 

 

 

 

様式第２号（第５条関係） 

発第    号 

年  月  日 

教育委員会教育長 殿 

〇〇学校長 氏    名 印 

 

授 業 停 止 報 告 書 

 

下記のとおり授業を停止しましたので報告します。 

 

記 

１ 期日（期間） 

２ 非常変災その他の急迫事情の概要 

３ その他参考事項 

 

 

様式第１号（第３条関係） 

発第   号 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長 殿 

（学校名） 校長      印 

 

授業日変更承認申請書 

 

下記のとおり授業日を変更したいので，承認願いたく申請します。 

 

記 

１ 変更月日 

２ 理由 

３ 変更後の処置 

４ その他参考事項 

 

 

 

 

様式第２号（第５条関係） 

発第   号 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長 殿 

（学校名） 校長      印 

 

授業停止報告書 

 

下記のとおり授業を停止しましたので報告します。 

 

記 

１ 期日（期間） 

２ 非常変災その他の急迫事情の概要 

３ その他参考事項 
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様式第２号の２（第５条の２関係） 

発第    号 

年  月  日 

教育委員会教育長    殿 

 

〇〇学校長 氏    名 印 

 

休業日授業実施承認申請書 

 

下記のとおり休業日に授業を実施したいので承認願いたく申請します。 

 

記 

１ 授業を実施する期日（期間） 

 

２ 対象とする学年 

 

３ 授業を実施する理由 

 

４ 配慮事項等 

（１） 児童生徒及び保護者への周知について 

 

（２） 教職員の勤務の振替について 

 

（３） その他参考事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号の２（第５条の２関係） 

発第   号 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長 殿 

 

（学校名） 校長      印 

 

休業日授業実施承認申請書 

 

下記のとおり休業日に授業を実施したいので承認願いたく申請します。 

 

記 

１ 授業を実施する期日（期間） 

 

２ 対象とする学年 

 

３ 授業を実施する理由 

 

４ 配慮事項等 

（１） 児童生徒及び保護者への周知について 

 

（２） 教職員の勤務の振替について 

 

（３） その他参考事項 
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様式第３号（第６条関係） 

発第    号 

年  月  日 

教育委員会教育長    殿 

〇〇学校長 氏    名 印 

 

教 育 課 程 編 成 書 

 

次のとおり  年度の教育課程を編成しましたのでお届けします。 

 

１ 学校の教育目標 

（１） 教育目標 

（２） 重点目標又は努力目標 

 

２ 教育課程編成の方針 

（１） 教育課程編成の基本方針 

（２） 学校教育活動全体を通じて行う道徳教育の取扱い 

（３） 学校教育活動全体を通じて行う体育及び健康に関する指導の取扱い 

（４） 総合的な学習の時間の取扱い 

（５） 特に必要があって加える指導内容の取扱い 

（６） その他必要な事項 

 

３ 授業時数及び時数の運用 

（１） 年間授業日数 

学期  学年 第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 

第 １ 学 期             

第 ２ 学 期             

第 ３ 学 期             

計             

 （２） 略 

略 

 

 

 

 

様式第３号（第６条関係） 

発第   号 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長 殿 

（学校名） 校長      印 

 

教育課程編成書 

 

次のとおり    年度の教育課程を編成しましたのでお届けします。 

 

１ 学校の教育目標 

（１） 教育目標 

（２） 重点目標又は努力目標 

 

２ 教育課程編成の方針 

（１） 教育課程編成の基本方針 

（２） 学校教育活動全体を通じて行う道徳教育の取扱い 

（３） 学校教育活動全体を通じて行う体育及び健康に関する指導の取扱い 

（４） 総合的な学習の時間の取扱い 

（５） 特に必要があって加える指導内容の取扱い 

（６） その他必要な事項 

 

３ 授業時数及び時数の運用 

（１） 年間授業日数 

学期  学年 第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 

第１学期             

第２学期             

第３学期             

計             

 （２） 略 

略 
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様式第４号（第６条関係） 

第     号 

年  月  日 

教育委員会教育長    殿 

○○学校長 氏      名 印 

 

教 育 課 程 編 成 書 

 

次のとおり  年度の教育課程を編成しましたのでお届けします。 

 

１ 学校の教育目標 

（１）教育目標 

（２）重点目標又は努力目標 

 

２ 教育課程編成の方針 

（１）教育課程編成の基本方針 

（２）学校教育活動全体を通じて行う道徳教育の取扱い 

（３）学校教育活動全体を通じて行う体育及び健康に関する指導の取扱い 

（４）選択教育課程の取扱い 

（５）総合的な学習の時間の取扱い 

（６）特に必要があって加える指導内容の取扱い 

（７）その他必要な事項 

 

３ 授業時数及び時数の運用 

 （１）年間授業日数 

学期   学年 
第１学年 

 

第２学年 

 

第３学年 

 

第 １ 学 期       

第 ２ 学 期       

第 ３ 学 期       

計       

 

（２） 年間授業時数 

年間週数（  週） 

学年 １ ２ ３ 

区分 年間授業時数 年間授業時数 年間授業時数 

略 

 

略 

 

様式第４号（第６条関係） 

発第   号 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長 殿 

（学校名） 校長      印 

 

教育課程編成書 

 

次のとおり    年度の教育課程を編成しましたのでお届けします。 

 

１ 学校の教育目標 

（１） 教育目標 

（２） 重点目標又は努力目標 

 

２ 教育課程編成の方針 

（１） 教育課程編成の基本方針 

（２） 学校教育活動全体を通じて行う道徳教育の取扱い 

（３） 学校教育活動全体を通じて行う体育及び健康に関する指導の取扱い 

（４） 選択教育課程の取扱い 

（５） 総合的な学習の時間の取扱い 

（６） 特に必要があって加える指導内容の取扱い 

（７） その他必要な事項 

 

３ 授業時数及び時数の運用 

 （１） 年間授業日数 

学年 

学期 

第１学年 

（７年生） 

第２学年 

（８年生） 

第３学年 

（９年生） 

第１学期       

第２学期       

第３学期       

計       

 

（２） 年間授業時数 

年間週数（  週） 

学年 １（７） ２（８） ３（９） 

区分 年間授業時数 年間授業時数 年間授業時数 

略 

 

略 
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様式第５号（第６条関係） 

第     号 

年  月  日 

教育委員会教育長    殿 

○○学校長 氏      名 印 

 

教 育 課 程 実 施 状 況 報 告 書 

 

次のとおり  年度の教育課程の実施状況を報告します。 

 

１ 実施の状況 

 

２ 授業時数 

各学年において実施した年間授業時数は，次のとおりです。 

略 

注 予定授業時数及び実施授業時数は，それぞれの年間の合計時数を記入すること。 

 

 

 

様式第６号（第６条関係） 

第     号 

年  月  日 

 教育委員会教育長    殿 

○○学校長 氏      名 印 

 

教 育 課 程 実 施 状 況 報 告 書 

 

次のとおり  年度の教育課程の実施状況を報告します。 

 

１ 実施の状況 

 

２ 授業時数 

各学年において実施した年間授業時数は，次のとおりです。 

年間週数（  週） 

学年 

 

区分 

１ ２ ３ 

予定授業 

時数 

実施授業 

時数 

予定授業 

時数 

実施授業 

時数 

予定授業 

時数 

実施授業 

時数 

略 

注 予定授業時数及び実施授業時数は，それぞれの年間の合計時数を記入すること。 

 

様式第５号（第６条関係） 

発第   号 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長 殿 

（学校名） 校長      印 

 

教育課程実施状況報告書 

 

次のとおり    年度の教育課程の実施状況を報告します。 

 

１ 実施の状況 

 

２ 授業時数 

各学年において実施した年間授業時数は，次のとおりです。 

略 

注 予定授業時数及び実施授業時数は，それぞれの年間の合計時数を記入すること。 

 

 

 

様式第６号（第６条関係） 

発第   号 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長 殿 

（学校名） 校長      印 

 

教育課程実施状況報告書 

 

次のとおり    年度の教育課程の実施状況を報告します。 

 

１ 実施の状況 

 

２ 授業時数 

各学年において実施した年間授業時数は，次のとおりです。 

年間週数（  週） 

学年 

 

区分 

１（７） ２（８） ３（９） 

予定授業 

時数 

実施授業 

時数 

予定授業 

時数 

実施授業 

時数 

予定授業 

時数 

実施授業 

時数 

略 

注 予定授業時数及び実施授業時数は，それぞれの年間の合計時数を記入すること。 

 



Ｎｏ．１２  

旧 新 備考 

様式第７号（第７条関係） 
発第    号 

年  月  日 

教育委員会教育長    殿 

〇〇学校長 氏    名 印 

 

学校行事等実施承認申請書 

 

次のとおり，学校行事等を実施したいので，承認下さるよう申請します。 

記 

１ 行事等の名称 

２ 実施期日 

３ 実施場所 

４ 実施方法 

（１） 参加予定人員    年     組     名 

（２） 出発帰校時刻 

（３） 児童生徒１人当たりの経費 

（４） 利用する交通機関名 

（５） その他の参考事項 

 

 

 

様式第８号（第８条関係） 

発第    号 

年  月  日 

教育委員会教育長    殿 

〇〇学校長 氏    名 印 

 

原学年留置報告書 

 

次のとおり，原学年留置の処置をとりましたので報告します。 

記 

１ 留め置かれた者の氏名    年    組 

 

２ 留め置いた理由 

 

３ その他参考事項 

 

 

 

様式第７号（第７条関係） 
発第   号 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長 殿 

（学校名） 校長      印 

 

学校行事等実施承認申請書 

 

次のとおり，学校行事等を実施したいので，承認くださるよう申請します。 

記 

１ 行事等の名称 

２ 実施期日 

３ 実施場所 

４ 実施方法 

（１） 参加予定人員      年   組    名 

（２） 出発帰校時刻 

（３） 児童生徒１人当たりの経費 

（４） 利用する交通機関名 

（５） その他参考事項 

 

 

 

様式第８号（第８条関係） 

発第   号 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長 殿 

（学校名） 校長      印 

 

原学年留置報告書 

 

次のとおり，原学年留置の処置をとりましたので報告します。 

記 

１ 留め置かれた者の氏名    年  組 

 

２ 留め置いた理由 

 

３ その他参考事項 

 

 

 



Ｎｏ．１３  

旧 新 備考 

様式第９号（第９条関係） 

発第    号 

年  月  日 

教育委員会教育長    殿 

〇〇学校長 氏    名 印 

 

出席停止報告書 

 

次のとおり，出席停止の処置をとりましたので報告します。 

 

記 

  
No. 学年・学級 児童生徒名 停止理由 停止期間 指示年月日 

その他参考

事項 

  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第９号（第９条関係） 

発第   号 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長 殿 

（学校名） 校長      印 

 

出席停止報告書 

 

次のとおり，出席停止の処置をとりましたので報告します。 

 

記 

  
No. 学年・学級 児童生徒名 停止理由 停止期間 指示年月日 

その他参考

事項 

  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｎｏ．１４  

旧 新 備考 

様式第１０号（第１２条関係） 

発第    号 

年  月  日 

教育委員会教育長    殿 

 

〇〇学校長 氏    名 印 

 

教材使用承認申請書 

 

次の教材を 教科書代替教材・準教科書 として使用したいので承認願いたく申請

します。 

 

記 

 １ 教材名 

 ２ 著者名 

 ３ 発行所 

 ４ 価格 

 ５ 使用目的及び方法 

 

 

 

様式第１１号（第１３条関係） 

発第    号 

年  月  日 

教育委員会教育長    殿 

 

〇〇学校長 氏    名 印 

 

教材届出書 

 

次の教材を補助教材として使用したいので，お届けします。 

 

記 

１ 教材の名称 

２ 著者名 

３ 発行所 

４ 価 格 

５ 使用目的及び方法 

 

 

様式第１０号（第１２条関係） 

発第   号 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長 殿 

 

（学校名） 校長      印 

 

教材使用承認申請書 

 

次の教材を 教科書代替教材・準教科書 として使用したいので承認願いたく申請

します。 

 

記 

１ 教材名 

２ 著者名 

３ 発行所 

４ 価格 

５ 使用目的及び方法 

 

 

 

様式第１１号（第１３条関係） 

発第   号 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長 殿 

 

（学校名） 校長      印 

 

教材届出書 

 

次の教材を補助教材として使用したいので，お届けします。 

 

記 

１ 教材の名称 

２ 著者名 

３ 発行所 

４ 価格 

５ 使用目的及び方法 

 

 



Ｎｏ．１５  

旧 新 備考 

様式第１２号（第２６条関係） 

発第    号 

年  月  日 

教育委員会教育長    殿 

〇〇学校長 氏    名 印 

 

休 暇 報 告 書 

 

次のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 休暇の種類及び理由 

 

２ 職氏名 

 

３ 休暇の期間      年 月 日から  年 月 日まで  日間 

 

４ 休暇が継続する場合  年 月 日から  年 月 日まで  日間 

 

５ 今回の前の休暇期間  年 月 日から  年 月 日まで  日間 

 

 （注意事項） 

１ 年次休暇の場合，理由は書かないこと。 

２ 給与が減額される有給の特別休暇で，同一介護対象者について，継続しないで

既に承認した期間がある場合には，５に記入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

様式第１２号（第２６条関係） 

発第   号 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長 殿 

（学校名） 校長      印 

 

休暇報告書 

 

次のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 休暇の種類及び理由 

 

２ 職氏名 

 

３ 休暇の期間        年 月 日から   年 月 日まで  日間 

 

４ 休暇が継続する場合    年 月 日から   年 月 日まで  日間 

 

５ 今回の前の休暇期間    年 月 日から   年 月 日まで  日間 

 

（注意事項） 

１ 年次休暇の場合，理由は書かないこと。 

２ 給与が減額される有給の特別休暇で，同一介護対象者について，継続しないで既

に承認した期間がある場合には，５に記入すること。 

 



ひたちなか市立学校等の市費支弁職員の職務に関する規則新旧対照表（第２条関係）                Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

（趣旨） 

第１条 この規則は，別に定めるもののほか，ひたちなか市立学校又は幼稚園

（以下「学校等」という。）に勤務する市費支弁職員（以下「職員」とい

う。）の職務に関して必要な事項を定めるものとする。 

 

 

（服務の基本） 

第２条 職員は，校長又は園長の監督のもとに，教職員及び職員相互の意志の

疎通を図って，能率的に職務を遂行し，学校等の管理運営の機能を十分に発

揮できるよう努めなければならない。 

 

（勤務時間等） 

第３条 職員の勤務時間の割り振りは，ひたちなか市職員の勤務時間，休暇等

に関する条例（平成１４年条例第４５号）及びひたちなか市職員の勤務時

間，休暇等に関する規則（平成１４年規則第４４号）の規定にかかわらず，

別に定める。ただし，学校調理員の勤務時間は，次条に定めるとおりとす

る。 

 

（職務の内容） 

第５条 職員は，第２条の規定に基づき上司の命を受け，次の各号に掲げる職

務に従事するものとする。 

（１）～（３） 略 

 

（休業日における職務） 

第６条 学校等の休業日の期間中における職員の職務内容は，各職員の職務分

担にかかわらず，校長又は園長の指示に基づいて実施するものとする。 

 

（遵守事項） 

第７条 職員は，幼児・児童及び生徒の影響を考慮し，常に容儀を正し，何人

に対しても敬けんな態度で接し，野卑，粗暴の行為をしてはならない。 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，別に定めるもののほか，ひたちなか市立の小学校，中学

校及び義務教育学校並びに幼稚園（以下「学校等」という。）に勤務する市

費支弁職員（以下「職員」という。）の職務に関して必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（服務の基本） 

第２条 職員は，校長又は園長の監督の下に，教職員及び職員相互の意志の疎

通を図って能率的に職務を遂行し，学校等の管理運営の機能を十分に発揮で

きるよう努めなければならない。 

 

（勤務時間等） 

第３条 職員の勤務時間の割り振りは，ひたちなか市職員の勤務時間，休暇等

に関する条例（平成１４年条例第４５号）第４条及びひたちなか市職員の勤

務時間，休暇等に関する規則（平成１４年規則第４４号）第３条の規定によ

り，別に定める。ただし，学校調理員の勤務時間は，次条に定めるとおりと

する。 

 

（職務の内容） 

第５条 職員は，第２条の規定に基づき上司の命を受け，次に掲げる職務に従

事するものとする。 

（１）～（３） 略 

 

（休業日における職務） 

第６条 学校等の休業日における職員の職務の内容は，各職員の職務分担にか

かわらず，校長又は園長の指示に基づいて実施するものとする。 

 

（遵守事項） 

第７条 職員は，幼児・児童及び生徒の影響を考慮し，常に容儀を正し，何人

に対しても敬けんな態度で接し，野卑又は粗暴の行為をしてはならない。 

 

 



Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

（補則） 

第８条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は教育長と協議のうえ，校

長又は園長が定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（補則） 

第８条 この規則に定めるもののほか，職員の職務に関し必要な事項は，教育

長と協議の上，校長又は園長が別に定める。 

 



ひたちなか市児童生徒等の就学等に関する規則新旧対照表（第３条関係）                 Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

（学齢簿の編製） 

第２条 略 

２ 委員会は，毎年１０月１日現在において市内に住所を有する者で前学年の

初めから終わりまでの間に満６歳に達するもの（以下「小学校就学予定者」

という。）を調査して，あらかじめ，１０月末日までに学齢簿を作成しなけ

ればならない。 

３ 委員会は，前項の規定により学齢簿を作成した後，小学校就学予定者が市

内に転入したときは，速やかに，その学齢簿を作成するものとする。 

 

４ 委員会は，保護者から学齢児童及び学齢生徒並びに小学校就学予定者（以

下「児童生徒等」という。）の身分その他異動について申出があったとき

は，学齢簿の加除又は訂正を行い，常に整備しておかなければならない。 

 

 

（学校の指定） 

第４条 委員会が指定する就学すべき学校（以下「指定学校」という。）は，

前条の規定により委員会が認定した現住所を通学区域とする小学校又は中学

校とする。 

２ 略 

 

（ひたちなか市立小学校への就学） 

第５条 委員会は，小学校就学予定者の保護者に対し，小学校就学通知書（様

式第２号）により，指定学校及び就学期日を１月末日までに通知しなければ

ならない。 

２ 小学校就学予定者の保護者は，前項の規定による通知を受けたときは，委

員会が指定した期日に小学校就学届（様式第２号の２）を委員会に届け出な

ければならない。 

３ 委員会は，小学校長に対し，小学校就学予定者名簿（様式第３号）を１月

末日までに送付しなければならない。 

 

（ひたちなか市立中学校への就学） 

（学齢簿の編製） 

第２条 略 

２ 委員会は，毎年１０月１日現在において市内に住所を有する者で前学年の

初めから終わりまでの間に満６歳に達するもの（以下「小学校等就学予定

者」という。）を調査して，あらかじめ，１０月末日までに学齢簿を作成し

なければならない。 

３ 委員会は，前項の規定により学齢簿を作成した後，同項に規定する年齢に

達する者が市内に転入したときは，速やかに，その学齢簿を作成するものと

する。 

４ 委員会は，保護者から学齢児童及び学齢生徒並びに小学校等就学予定者

（以下「児童生徒等」という。）の身分その他異動について申出があったと

きは，学齢簿の加除又は訂正を行い，常に学齢簿を整備しておかなければな

らない。 

 

（学校の指定） 

第４条 委員会が指定する就学すべき学校（以下「指定学校」という。）は，

前条の規定により委員会が認定した現住所を通学区域とする小学校，中学校

又は義務教育学校とする。 

２ 略 

 

（ひたちなか市立の小学校又は義務教育学校の前期課程への就学） 

第５条 委員会は，小学校等就学予定者の保護者に対し，小学校・義務教育学

校就学通知書（様式第２号）により，指定学校及び就学期日を１月末日まで

に通知しなければならない。 

２ 小学校等就学予定者の保護者は，前項の規定による通知を受けたときは，

委員会が指定した期日に，小学校・義務教育学校就学届（様式第２号の２）

を委員会に提出しなければならない。 

３ 委員会は，小学校又は義務教育学校の校長に対し，小学校等就学予定者名

簿（様式第３号）を１月末日までに送付しなければならない。 

 

（ひたちなか市立の中学校への就学） 

 



Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

第６条 委員会は，毎年２月１日現在において市内に住所を有する者で前学年

の初めから終わりまでの間に満１２歳に達するもの（以下「中学校就学予定

者」という。）を調査して，中学校就学予定者名簿（様式第６号）を作成し

なければならない。 

２ 略 

３ 中学校就学予定者の保護者は，前項の規定による通知を受けたときは，委

員会が指定した期日に中学校就学届（様式第５号の２）を委員会に届け出な

ければならない。 

４ 委員会は，中学校長に対し，中学校就学予定者名簿を２月末日までに送付

しなければならない。 

 

（転学） 

第７条 市内に転入した学齢児童及び学齢生徒の保護者は，住民基本台帳法に

基づく転入届をするとともに，転学届（様式第７号）により転学を委員会に

届け出なければならない。 

２ 市内において他の通学区域に住所を変更した学齢児童及び学齢生徒の保護

者は，住民基本台帳法に基づく転居届をするとともに，転学届により転学を

委員会に届け出なければならない。 

３ 委員会は，前２項の規定による届出を受けたときは，学齢児童及び学齢生

徒の指定学校を指定し，転学通知書（様式第７号の２）により当該指定学校

の校長に通知しなければならない。 

４・５ 略 

 

（指定学校の変更） 

第８条 指定学校以外の学校に児童生徒等を就学させようとする保護者は，指

定学校変更許可申請書（様式第８号）に変更する理由を証する書類を添え

て，委員会に申請しなければならない。 

２ 委員会は，前項の規定による申請があった場合において，次の各号のいず

れかに該当すると認めるときは，期限を付して指定学校の変更を許可するも

のとする。 

（１） 小学校６年生及び中学校３年生で住所が他の学校の通学区域に異動

した場合 

第６条 委員会は，毎年２月１日現在において市内に住所（義務教育学校の通

学区域内の住所を除く。）を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に

満１２歳に達するもの（以下「中学校就学予定者」という。）を調査して，

中学校就学予定者名簿（様式第６号）を作成しなければならない。 

２ 略 

３ 中学校就学予定者の保護者は，前項の規定による通知を受けたときは，委

員会が指定した期日に，中学校就学届（様式第５号の２）を委員会に提出し

なければならない。 

４ 委員会は，中学校の校長に対し，中学校就学予定者名簿を２月末日までに

送付しなければならない。 

 

（転学） 

第７条 市内に転入した学齢児童及び学齢生徒の保護者は，住民基本台帳法に

基づく転入届をするとともに，転学届（様式第７号）により，転学を委員会

に届け出なければならない。 

２ 市内において他の通学区域に住所を変更した学齢児童及び学齢生徒の保護

者は，住民基本台帳法に基づく転居届をするとともに，転学届により，転学

を委員会に届け出なければならない。 

３ 委員会は，前２項の規定による届出を受けたときは，学齢児童及び学齢生

徒の指定学校を指定するとともに，転学通知書（様式第７号の２）により当

該指定学校の校長に通知しなければならない。 

４・５ 略 

 

（指定学校の変更） 

第８条 指定学校以外の学校に児童生徒等を就学させようとする保護者は，指

定学校変更許可申請書（様式第８号）に変更する理由を証する書類を添え

て，これを委員会に提出しなければならない。 

２ 委員会は，前項の規定による申請があった場合において，次の各号のいず

れかに該当すると認めるときは，期限を付して指定学校の変更を許可するも

のとする。 

（１） 当該児童生徒等が小学校６年生若しくは義務教育学校の前期課程６

年生又は中学校３年生若しくは義務教育学校の後期課程９年生で，そ
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（２） 小学校６年生以下の者で，保護者の勤務の関係において，帰宅後の

児童の監護の必要上から，保護者の勤務箇所に近い学校又は保護者に

代わって監護する者の住居に近い学校への通学を希望する場合 

 

（３） 通院中の児童生徒等が病院に近い学校への通学を希望する場合 

 

（４） 特別支援学級該当児で指定学校に同学級がない場合 

 

（５） 前各号に定めるもののほか，委員会が特殊な事情があると委員会が

認める場合 

３ 委員会は，前項の規定により指定学校の変更を許可したときは，速やか

に，指定学校変更許可（通知）書（様式第９号）を当該保護者並びに指定学

校及び変更後の学校の校長にそれぞれ交付するものとする。 

４ 委員会は，第１項の規定による申請があった指定学校の変更を許可しない

ものと決定したときは，指定学校変更不許可通知書（様式第９号の２）によ

り当該保護者に通知するものとする。 

 

（ひたちなか市立学校以外の学校への就学） 

第９条 委員会は，ひたちなか市立以外の小学校，中学校，義務教育学校の前

期課程若しくは後期課程又は中等教育学校の前期課程に就学が決定した小学

校就学予定者又は中学校就学予定者の報告を就学先の校長から受けたとき

は，その旨を指定学校の校長に通知しなければならない。 

２ 前項の規定による通知を受けた指定学校の校長は，当該通知に基づき，第

５条第３項又は第６条第４項の規定により送付された就学予定者名簿から当

該小学校就学予定者又は中学校就学予定者を抹消するものとする。 

 

（区域外就学） 

第１０条 市内に住所を有しない児童生徒等についてひたちなか市立の小学校

又は中学校への就学（以下「区域外就学」という。）をさせようとする保護

者は，区域外就学許可申請書（様式第１０号）に区域外就学の理由を証する

書類を添えて，委員会に申請しなければならない。 

の住所が他の学校の通学区域内に異動した場合 

（２） 当該児童生徒等が小学校６年生又は義務教育学校の前期課程６年生

以下の者で，保護者の勤務の関係において，帰宅後の児童の監護の必

要上から，保護者の勤務箇所に近い学校又は保護者に代わって監護す

る者の住居に近い学校への通学を希望する場合 

（３） 当該児童生徒等が通院中で，病院に近い学校への通学を希望する場

合 

（４） 当該児童生徒等が特別の支援を必要とする児童生徒等である場合

で，指定学校に特別支援学級が設置されていない場合 

（５） 前各号に定めるもののほか，特殊な事情により指定学校を変更する

必要があると委員会が認める場合 

３ 委員会は，前項の規定により指定学校の変更を許可したときは，速やか

に，その旨を指定学校変更許可（通知）書（様式第９号）により当該保護者

並びに指定学校及び変更後の学校の校長にそれぞれ通知するものとする。 

４ 委員会は，第１項の規定による申請があった指定学校の変更を許可しない

ものと決定したときは，その旨を指定学校変更不許可通知書（様式第９号の

２）により当該保護者に通知するものとする。 

 

（ひたちなか市立の学校以外の学校への就学） 

第９条 委員会は，ひたちなか市立の学校以外の小学校，中学校，義務教育学

校の前期課程若しくは後期課程又は中等教育学校の前期課程に就学が決定し

た小学校等就学予定者又は中学校就学予定者の報告を就学先の学校の校長か

ら受けたときは，その旨を指定学校の校長に通知しなければならない。 

２ 前項の規定による通知を受けた指定学校の校長は，当該通知に基づき，第

５条第３項又は第６条第４項の規定により送付された名簿から当該小学校等

就学予定者又は中学校就学予定者を抹消するものとする。 

 

（区域外就学） 

第１０条 市内に住所を有しない学齢児童及び学齢生徒並びに第２条第２項に

規定する年齢に達する者についてひたちなか市立の小学校若しくは中学校又

は義務教育学校の前期課程若しくは後期課程への就学（以下「区域外就学」

という。）をさせようとする保護者は，区域外就学許可申請書（様式第１０
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２ 略 

３ 委員会は，前項の規定により区域外就学を許可しようとする場合には，区

域外就学協議書（様式第１１号）により当該児童生徒等の住所の存する市町

村の教育委員会と速やかに協議し，その同意を得たときは，速やかに，区域

外就学許可書（様式第１２号）により当該保護者及び区域外就学の学校の校

長に通知するものとする。 

 

（許可期間満了に伴う督促） 

第１１条 委員会は，第８条第２項又は前条第２項の規定により指定学校を変

更し，又は区域外就学を許可したときは，その許可期間が満了する前に，当

該保護者及び在籍学校の校長に対し，指定学校変更・区域外就学許可期間満

了通知書（様式第１３号）により期限を付して当該許可を受ける前の指定学

校へ転学の手続，指定学校の変更の手続又は区域外就学の手続（以下この条

において単に「手続」という。）をするよう通知するものとする。 

２ 委員会は，前項の期限までに手続がされない場合には，当該保護者に対

し，当該手続をするよう指導するとともに，許可を受ける前の指定学校へ転

学するときにあっては転学通知書を交付し，その旨を在籍学校の校長に通知

するものとする。 

 

（特別支援学校への就学） 

第１２条 委員会は，小学校就学予定者及び中学校就学予定者のうち特別支援

学校に就学すべき者があるときは，毎年１２月末日までに茨城県教育委員会

（以下「県委員会」という。）に通知し，及び学齢簿の謄本を送付するもの

とする。 

２ 小学校就学予定者及び中学校就学予定者を県委員会の指定する特別支援学

校以外の特別支援学校に就学させようとする保護者は，委員会を経て，県委

員会に届け出なければならない。 

 

（特別支援学校への転学） 

第１３条 校長は，その学校に在籍する学齢児童及び学齢生徒について，特別

号）に区域外就学の理由を証する書類を添えて，これを委員会に提出しなけ

ればならない。 

２ 略 

３ 委員会は，前項の規定により区域外就学を許可しようとする場合には，区

域外就学協議書（様式第１１号）により当該児童生徒等の住所の存する市町

村（特別区を含む。）の教育委員会と速やかに協議し，その同意を得たとき

は，速やかに，区域外就学許可書（様式第１２号）により当該保護者及び区

域外就学の学校の校長に通知するものとする。 

 

（許可期間満了に伴う督促） 

第１１条 委員会は，第８条第２項又は前条第２項の規定により指定学校を変

更し，又は区域外就学を許可したときは，その許可の期間が満了する前に，

当該保護者及び在籍学校の校長に対し，指定学校変更・区域外就学許可期間

満了通知書（様式第１３号）により期限を付して当該許可を受ける前の指定

学校へ転学の手続，指定学校の変更の手続又は区域外就学の手続（以下この

条において単に「手続」という。）をするよう通知するものとする。 

２ 委員会は，前項の期限までに手続がされない場合には，当該保護者に対

し，手続をするよう指導するとともに，当該許可を受ける前の指定学校へ転

学するときにあっては転学通知書を交付し，その旨を在籍学校の校長に通知

するものとする。 

 

（特別支援学校への就学） 

第１２条 委員会は，小学校等就学予定者及び中学校就学予定者のうち特別支

援学校に就学すべき者があるときは，毎年１２月末日までに，茨城県教育委

員会（以下「県委員会」という。）にその旨を通知し，及び学齢簿の謄本を

送付するものとする。 

２ 小学校等就学予定者及び中学校就学予定者を県委員会の指定する特別支援

学校以外の特別支援学校に就学させようとする保護者は，委員会を経て，県

委員会に届け出なければならない。 

 

（特別支援学校への転学） 

第１３条 校長は，その学校に在籍する学齢児童及び学齢生徒について，特別
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支援学校に就学させる理由が発生したときは，速やかに委員会に報告しなけ

ればならない。 

２ 委員会は，前項の規定による報告を受けたとき，又は市内に転入してきた

児童生徒等のうちに視覚障害者，聴覚障害者，知的障害者，肢体不自由者又

は病弱者があるときは，速やかに県委員会に通知し，及び学齢簿の謄本を送

付するものとする。 

 

（就学及び出席の督促） 

第１４条 校長は，委員会から第５条又は第６条の規定による送付を受けた児

童生徒等のうち就学しない者がいる場合又は第７条，第８条若しくは第１０

条の規定による通知を受けた児童生徒等のうち休業日を除き引き続き７日間

出席しない者その他その出席状況が良好でない者がいる場合において，その

就学又は出席をさせないことについて保護者に正当な理由がないと認められ

るときは，速やかに，その旨を不就学・欠席状況報告書（様式第１７号）に

より委員会に報告しなければならない。 

２ 委員会は，前項の規定による報告を受けたときは，保護者に対し，就学・

出席督促通知書（様式第１８号）により当該児童生徒等の就学又は出席を督

促するものとする。 

 

（就学猶予又は就学免除） 

第１５条 保護者は，児童生徒等の疾病その他の理由により，就学させる義務

について猶予（以下「就学猶予」という。）又は免除（以下「就学免除」と

いう。）を受けようとするときは，就学猶予・就学免除許可申請書（様式第

１９号）に，医師の診断書又はその理由を証する書類を添えて，委員会に申

請しなければならない。 

２・３ 略 

４ 就学猶予の期間は，年度の初日から末日まで（年度の中途から就学猶予を

申請した場合にあっては，当該就学猶予が許可された日から当該年度の末日

まで）とする。 

 

（全課程終了者の報告） 

第１６条 校長は，毎学年の終了後，速やかに卒業生名簿（様式第２２号）を

支援学校に就学させる理由が発生したときは，速やかに，その旨を委員会に

報告しなければならない。 

２ 委員会は，前項の規定による報告を受けたとき，又は市内に転入し児童生

徒等となった者のうちに視覚障害者，聴覚障害者，知的障害者，肢体不自由

者若しくは病弱者があるときは，速やかにその旨を県委員会に通知し，及び

学齢簿の謄本を送付するものとする。 

 

（就学及び出席の督促） 

第１４条 校長は，委員会から第５条若しくは第６条の規定による送付を受け

た児童生徒等のうち就学しない者がいる場合又は第７条，第８条若しくは第

１０条の規定による通知を受けた児童生徒等のうち休業日を除き引き続き７

日間出席しない者その他その出席状況が良好でない者がいる場合において，

その就学又は出席をさせないことについて保護者に正当な理由がないと認め

られるときは，速やかに，その旨を不就学・欠席状況報告書（様式第１７

号）により委員会に報告しなければならない。 

２ 委員会は，前項の規定による報告を受けたときは，保護者に対し，就学・

出席督促通知書（様式第１８号）により，当該児童生徒等の就学又は出席を

督促するものとする。 

 

（就学猶予又は就学免除） 

第１５条 保護者は，児童生徒等の疾病その他の理由により，就学させる義務

について猶予（以下「就学猶予」という。）又は免除（以下「就学免除」と

いう。）を受けようとするときは，就学猶予・就学免除許可申請書（様式第

１９号）に医師の診断書又はその理由を証する書類を添えて，これを委員会

に提出しなければならない。 

２・３ 略 

４ 就学猶予の期間は，年度の初日から末日まで（年度の中途において就学猶

予を申請した場合にあっては，当該就学猶予が許可された日から当該年度の

末日まで）とする。 

 

（全課程終了者の報告） 

第１６条 校長は，毎学年の終了後，速やかに，卒業生名簿（様式第２２号）
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委員会に提出しなければならない。 

 

別図第１（第４条関係） 

 
 

を委員会に提出しなければならない。 

 

別図第１（第４条関係） 
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別図第２（第４条関係） 

 
 

別図第２（第４条関係） 
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様式第２号（第５条関係） 

郵 便 は が き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様 

の保護者様 

 

小学校就学について（お知らせ） 

 

 

新入学児童氏名                       

 

上記の者は４月１日で就学義務が生じますので４月 日（ ） 

ひたちなか市立                小学校へ入学させ 

てください。 

 

ひたちなか市教育委員会事務局学務課 

〒３１２－８５０１ 

ひたちなか市東石川２丁目１０番１号 

電話 029-273-0111 (内線) 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号（第５条関係） 

郵 便 は が き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様 

の保護者様 

 

   就学について（お知らせ） 

 

 

新入学児童氏名 

 

上記の者は４月１日で就学義務が生じますので４月 日（ ） 

ひたちなか市立                   へ入学させ 

てください。 

 

ひたちなか市教育委員会事務局学務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料金後納 

郵 便 

 
料金後納 

郵 便 

小 学 校 

義務教育学校 
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様式第２号の２（第５条関係） 

 

                        No.     

小 学 校 就 学 届 

 

現住所 

 

ひたちなか市 

ふりがな 

新 入 学 

児童氏名 

 

 

 

年  月  日生 

保護者との関係 

「子」のように書 

く 

（      ） 

 

上記の者が４月  日ひたちなか市立        小学校 

に入学します。 

年  月  日 

保護者 

 

ひたちなか市教育委員会 殿 

 

注 意 事 項 

１ 就学届はボールペンで書いてください。 

２ この就学届は入学説明会当日に入学する小学校に提出してくださ

い。 

３ 入学式の時間等については入学する小学校でご確認ください。 

４ 入学指定校の変更については，保護者の申立てにより教育委員会で

相当と認める場合に変更できます。 

５ 入学指定校以外の小学校に入学される方は，入学指定校と教育委員

会事務局学務課へご連絡ください。 

６ 就学時健康診断を受けた学校が入学指定校ではないときは健康診断

を受けた学校へ連絡してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号の２（第５条関係） 

 

                        No.     

小学校・義務教育学校就学届 

 

現住所 

ひたちなか市 

 

ふりがな 

新入学 

児童氏名 

 

 

 

年  月  日生 

保護者との関係 

「子」のように書 

く 

（      ） 

 

上記の者が４月  日ひたちなか市立 

に入学します。 

年  月  日 

保護者氏名 

 

ひたちなか市教育委員会 殿 

 

注意事項 

１ 就学届は，ボールペンで書いてください。 

２ この就学届は，入学説明会当日に入学する学校に提出してくださ

い。 

３ 入学式の時間等については，入学する学校にご確認ください。 

４ 入学指定校の変更については，保護者の申立てにより教育委員会で

相当と認める場合に限ります。 

５ 入学指定校以外の学校に入学される方は，入学指定校と教育委員会

事務局学務課へご連絡ください。 

６ 就学時健康診断を受けた後に入学する学校が変更となったときは，

健康診断を受けた学校へ連絡してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｎｏ．１０  

旧 新 備考 

様式第３号（第５条関係） 

 

小学校就学予定者名簿（  年度） 

小学校 

番 号 児 童 氏 名 生年月日 性別 現 住 所 保 護 者 氏 名 

  

 

          

  

 

          

  

 

          

  

 

          

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第３号（第５条関係） 

 

小学校等就学予定者名簿（    年度） 

学校名 

番号 児童氏名 生年月日 性別 現住所 保護者氏名 

  

 

          

  

 

          

  

 

          

  

 

          

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｎｏ．１１  

旧 新 備考 

様式第５号（第６条関係） 

郵 便 は が き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様 

の保護者様 

 

中学校就学について（お知らせ） 

 

 

中学校入学生徒氏名 

 

上記の者は４月 日（ ）ひたちなか市立       中学校へ 

入学させてください。 

 

 

ひたちなか市教育委員会事務局学務課 

〒３１２－８５０１ 

ひたちなか市東石川２丁目１０番１号 

電話 029-273-0111 (内線) 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第５号（第６条関係） 

郵 便 は が き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様 

の保護者様 

 

   中学校就学について（お知らせ） 

 

 

新入学生徒氏名 

 

上記の者を４月 日（ ）ひたちなか市立        中学校 

へ入学させてください。 

 

 

ひたちなか市教育委員会事務局学務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料金後納 

郵 便 

料金後納 

郵 便 

  



Ｎｏ．１２  

旧 新 備考 

様式第５号の２（第６条関係） 

 

                        No.     

中 学 校 就 学 届 

 

現住所 

 

ひたちなか市 

ふりがな 

新 入 学 

生徒氏名 

 

 

 

年  月  日生 

保護者との関係 

「子」のように書 

く 

（      ） 

 

上記の者が４月  日ひたちなか市立          中学校 

に入学します。 

年  月  日 

保護者 

 

ひたちなか市教育委員会 殿 

 

 

注 意 事 項 

１ 就学届はボールペンで書いてください。 

２ この就学届は入学式当日に入学する中学校に提出してください。 

３ 入学式の時間等については入学する中学校にご確認ください。 

４ 入学指定校の変更については，保護者の申立てにより教育委員会で

相当と認める場合に変更できます。 

５ 入学指定校以外の中学校に入学される方は，入学指定校と教育委員

会事務局学務課へご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第５号の２（第６条関係） 

 

                        No.     

中学校就学届 

 

現住所 

ひたちなか市 

 

ふりがな 

新入学 

生徒氏名 

 

 

 

年  月  日生 

保護者との関係 

「子」のように書 

く 

（      ） 

 

上記の者が４月  日ひたちなか市立           中学校 

に入学します。 

年  月  日 

保護者氏名 

 

ひたちなか市教育委員会 殿 

 

 

注 意 事 項 

１ 就学届は，ボールペンで書いてください。 

２ この就学届は，入学式当日に入学する中学校に提出してください。 

３ 入学式の時間等については，入学する中学校にご確認ください。 

４ 入学指定校の変更については，保護者の申立てにより教育委員会で

相当と認める場合に限ります。 

５ 入学指定校以外の中学校に入学される方は，入学指定校と教育委員

会事務局学務課へご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｎｏ．１３  

旧 新 備考 

様式第７号の２（第７条関係） 

 

転 学 通 知 書 

 

前住所 
  

 

新住所 
前在籍校 

（     学校） 

保護者 
  

 

学年 転学者氏名 生年月日 保護者との続柄 

    年 月 日 生 
  

 

 

上記の者は，    年  月  日     学校に転学しましたので通

知します。 

 

年  月  日 

 

学校長    殿 

 

ひたちなか市教育委員会 印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第７号の２（第７条関係） 

 

転学通知書 

 

前住所 
  

 

新住所 
前在籍校 

（       ） 

保護者 
  

 

学年 転学者氏名 生年月日 保護者との続柄 

    年 月 日生 
  

 

 

上記の者は，    年  月  日          に転学しました

ので通知します。 

 

年  月  日 

 

（学校名） 校長 殿 

 

ひたちなか市教育委員会 印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｎｏ．１４  

旧 新 備考 

様式第８号（第８条関係） 

指定学校変更許可申請書 

児童生徒 

ふ り が な 

氏 名 
  

生 年 月 日 年  月  日生 

保 護 者 

住 民 登 録 地 ひたちなか市 

旧 ・ 新 住 所 ひたちなか市 

氏 名 
続柄（  ）     

  （  ）     

学 校 
指定学校学年  ひたちなか市立          学校    学年 

申請学校学年  ひたちなか市立          学校    学年 

申請期間 年  月  日～    年  月  日（事由解消） 

理 由 

（ 該 当 事

由 番 号 を

○ で 囲 ん

で く だ さ

い。） 

１ 転居したが，最終学年であるため卒業まで申請学校に通学させたい。 

２ 保護者の勤務の関係において，帰宅後の児童の監護の必要上から，保

護者の勤務箇所に近い申請学校に通学させたい。 

３ 保護者の勤務の関係において，帰宅後の児童の監護の必要上から，保

護者に代わって監護する者の住居に近い申請学校に通学させたい。 

４ 通院中のため，病院の近くの学校に通学させたい。 

５ 指定学校に特別支援学級がないため，申請学校に通学させたい。 

６ 指定学校変更許可区域のため，申請学校に通学させたい。 

７ 転居したが，学期末（学年末）まで申請学校に通学させたい。 

８ 住宅の新築又は転居予定のため，事前に転居先の申請学校に通学させ

たい。 

９ 住宅の増改築等による一時転居のため，そのまま申請学校に通学させ

たい。 

１０ その他（具体的な理由を記入してください。） 

 

 

通学登下校における事故等の責任は一切保護者が負担します。 

 

年  月  日 

 

ひたちなか市教育委員会 殿 

保護者        ㊞ 

 

様式第８号（第８条関係） 

指定学校変更許可申請書 

児童生徒 

ふりがな 

氏名 
  

生年月日 年   月   日生 

保護者 

住民登録地 ひたちなか市 

旧・新住所 ひたちなか市 

氏名 
続柄（    ） 

電話番号    （   ）     

学校 
指定学校学年 ひたちなか市立                 学年 

申請学校学年 ひたちなか市立                 学年 

申請期間 年  月  日から    年  月  日まで（事由解消） 

理由 

（ 該 当 事

由 番 号 を

○ で 囲 ん

で く だ さ

い。） 

１ 転居したが，最終学年であるため卒業まで申請学校に通学させたい。 

２ 保護者の勤務の関係において，帰宅後の児童の監護の必要上から，保

護者の勤務箇所に近い申請学校に通学させたい。 

３ 保護者の勤務の関係において，帰宅後の児童の監護の必要上から，保

護者に代わって監護する者の住居に近い申請学校に通学させたい。 

４ 通院中のため，病院の近くの学校に通学させたい。 

５ 指定学校に特別支援学級がないため，申請学校に通学させたい。 

６ 指定学校変更許可区域のため，申請学校に通学させたい。 

７ 転居したが，学期末（学年末）まで申請学校に通学させたい。 

８ 住宅の新築又は転居予定のため，事前に転居先の申請学校に通学させ

たい。 

９ 住宅の増改築等による一時転居のため，そのまま申請学校に通学させ

たい。 

１０ その他（具体的な理由を記入してください。） 

 

 

通学登下校における事故等の責任は，一切保護者が負担します。 

 

年  月  日 

 

ひたちなか市教育委員会 殿 

保護者 

（署名又は記名押印をしてください。） 



Ｎｏ．１５  

旧 新 備考 

様式第９号（第８条関係） 

 

指定学校変更許可（通知）書 

 

児 童 生 徒 

氏  名   

生 年 月 日 年  月  日生 

住 民 登 録 地   

保 護 者 氏 名 
続柄（  ） 

 （  ）      

許 可 学 校 学 年 ひたちなか市立     学校    学年 

許 可 期 間 年  月  日～   年  月  日 

（許可条件等） 

 

 

 

年  月  日 

 

保護者 

         殿 

学校長 

ひたちなか市教育委員会 印 

 

（教示） 

１ この処分に不服がある場合には，この通知を受け取った日の翌日から起算して６０

日以内に，教育委員会に対して審査請求をすることができます。ただし，この通知を

受け取った日の翌日から起算して６０日以内であっても，この処分の日の翌日から起

算して１年を経過したときは，審査請求をすることができなくなります。 

２ この処分の取消しの訴えは，この通知を受け取った日の翌日から起算して６か月以

内（上記の審査請求をした場合にあっては，その審査請求に対する裁決の送達を受け

た日の翌日から起算して６か月以内。以下同じ。）にひたちなか市を被告として（教

育委員会が被告の代表者となります。）提起することができます。ただし，この通知

を受け取った日の翌日から起算して６か月以内であっても，この処分の日の翌日から

起算して１年を経過したとき（上記の審査請求をした場合にあっては，その審査請求

に対する裁決の日の翌日から起算して１年を経過したとき）は，処分の取消しの訴え

を提起することができなくなります。 

様式第９号（第８条関係） 

 

指定学校変更許可（通知）書 

 

児童生徒 

氏名   

生年月日 年   月   日生 

住民登録地   

保護者氏名 
続柄（    ） 

電話番号   （   ）     

許可学校学年 ひたちなか市立                 学年 

許可期間 年  月  日から    年  月  日まで 

（許可条件等） 

 

 

 

年  月  日 

 

（保護者） 

           殿 

（学校名） 校長 

ひたちなか市教育委員会 印 

 

（教示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｎｏ．１６  

旧 新 備考 

様式第９号の２（第８条関係） 

 

指定学校変更不許可通知書 

 

児童生徒 

氏  名   

生年月日 年  月  日生 

住民登録地   

保 護 者 氏 名   

申請した希望学校 ひたちなか市立    学校 

不許可となった理由 

 

 

 

 

年  月  日 

 

保護者    殿 

 

ひたちなか市教育委員会 印 

 

（教示） 

１ この処分に不服がある場合には，この通知を受け取った日の翌日から起算して６０

日以内に，教育委員会に対して審査請求をすることができます。ただし，この通知を

受け取った日の翌日から起算して６０日以内であっても，この処分の日の翌日から起

算して１年を経過したときは，審査請求をすることができなくなります。 

２ この処分の取消しの訴えは，この通知を受け取った日の翌日から起算して６か月以

内（上記の審査請求をした場合にあっては，その審査請求に対する裁決の送達を受け

た日の翌日から起算して６か月以内。以下同じ。）にひたちなか市を被告として（教

育委員会が被告の代表者となります。）提起することができます。ただし，この通知

を受け取った日の翌日から起算して６か月以内であっても，この処分の日の翌日から

起算して１年を経過したとき（上記の審査請求をした場合にあっては，その審査請求

に対する裁決の日の翌日から起算して１年を経過したとき）は，処分の取消しの訴え

を提起することができなくなります。 

 

 

 

様式第９号の２（第８条関係） 

 

指定学校変更不許可通知書 

 

児童生徒 

氏名   

生年月日 年   月   日生 

住民登録地   

保護者氏名   

申請した希望学校 ひたちなか市立 

不許可となった理由 

 

 

 

 

年  月  日 

 

（保護者）     殿 

 

ひたちなか市教育委員会 印 

 

（教示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｎｏ．１７  

旧 新 備考 

様式第１０号（第１０条関係） 

区域外就学許可申請書 

児童生徒 

ふ り が な 

氏 名 
  

生 年 月 日 年  月  日生 

保 護 者 

住 民 登 録 地   

旧 ・ 新 住 所   

氏 名 
続柄（  ）     

  （  ）     

学 校 

在 籍 す べ き

学 校 学 年 

市 

町 

村 

立 
小 

中 
学校    学年 

申請学校学年 ひたちなか市立 
小 

中 
学校    学年 

申請期間 年  月  日～    年  月  日（事由解消）  

理 由 

（該当事由番号

を○で囲んで

ください。） 

１ 転居したが，最終学年であるため卒業まで申請学校に通学させたい。 

２ 保護者の勤務の関係において，帰宅後の児童の監護の必要上から，保

護者の勤務箇所に近い申請学校に通学させたい。 

３ 保護者の勤務の関係において，帰宅後の児童の監護の必要上から，保

護者に代わって監護する者の住居に近い申請学校に通学させたい。 

４ 転居したが，学期末（学年末）まで申請学校に通学させたい。 

５ 住宅の新築又は転居予定のため，事前に転居先の申請学校に通学させ

たい。 

６ 住宅の増改築等による一時転居のため，そのまま申請学校に通学させ

たい。 

７ その他（具体的な理由を記入してください。） 

 

 

通学登下校における事故等の責任は一切保護者が負担します。 

 

年  月  日 

 

ひたちなか市教育委員会 殿 

保護者        ㊞ 

 

様式第１０号（第１０条関係） 

区域外就学許可申請書 

児童生徒 

ふりがな 

氏名 
  

生年月日 年   月   日生 

保護者 

住民登録地   

旧・新住所   

氏名 
続柄（    ） 

電話番号   （   ）     

学校 

在籍すべき学校

学年 

 

学年 

 

申請学校学年 
ひたちなか市立                 学年 

 

申請期間 年  月  日から    年  月  日まで（事由解消） 

理由 

（ 該 当 事

由 番 号 を

○ で 囲 ん

で く だ さ

い。） 

１ 転居したが，最終学年であるため卒業まで申請学校に通学させたい。 

２ 保護者の勤務の関係において，帰宅後の児童の監護の必要上から，保

護者の勤務箇所に近い申請学校に通学させたい。 

３ 保護者の勤務の関係において，帰宅後の児童の監護の必要上から，保

護者に代わって監護する者の住居に近い申請学校に通学させたい。 

４ 転居したが，学期末（学年末）まで申請学校に通学させたい。 

５ 住宅の新築又は転居予定のため，事前に転居先の申請学校に通学させ

たい。 

６ 住宅の増改築等による一時転居のため，そのまま申請学校に通学させ

たい。 

７ その他（具体的な理由を記入してください。） 

 

 

通学登下校における事故等の責任は，一切保護者が負担します。 

 

年  月  日 

 

ひたちなか市教育委員会 殿 

保護者              

（署名又は記名押印をしてください。） 



Ｎｏ．１８  

旧 新 備考 

様式第１１号（第１０条関係） 

 

区域外就学協議書 

 

児童生徒 

氏 名 
  

 

生 年 月 日 年  月  日生 

住 民 登 録 地 
  

 

保 護 者 氏 名 
  

 

在学すべき学校学年 学校     学年   

申 請 学 校 学 年 学校     学年   

期 間 年  月  日～    年  月  日 

 

学校教育法施行令第９条第２項により協議します。 

 

年  月  日 

 

教育委員会 殿 

 

ひたちなか市教育委員会 印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１１号（第１０条関係） 

 

区域外就学協議書 

 

児童生徒 

氏名 
  

 

生年月日 年   月   日生 

住民登録地 
  

 

保護者氏名 
  

 

在学すべき学校学年 学年 

申請学校学年 学年 

期間 年  月  日から   年  月  日まで 

 

学校教育法施行令第９条第２項により協議します。 

 

年  月  日 

 

（教育委員会名） 殿 

 

ひたちなか市教育委員会 印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｎｏ．１９  

旧 新 備考 

様式第１２号（第１０条関係） 

 

区域外就学許可書 

 

児童生徒 

氏 名   

生 年 月 日   

住 民 登 録 地   

保 護 者 氏 名   

許 可 学 校 学 年 学校     学年  

許 可 期 間 年  月  日～    年  月  日  

（許可条件等） 

 

 

 

年  月  日 

 

保護者 

         殿 

学校長 

 

ひたちなか市教育委員会 印 

 

（教示） 

１ この処分に不服がある場合には，この通知を受け取った日の翌日から起算して６０

日以内に，教育委員会に対して審査請求をすることができます。ただし，この通知を

受け取った日の翌日から起算して６０日以内であっても，この処分の日の翌日から起

算して１年を経過したときは，審査請求をすることができなくなります。 

２ この処分の取消しの訴えは，この通知を受け取った日の翌日から起算して６か月以

内（上記の審査請求をした場合にあっては，その審査請求に対する裁決の送達を受け

た日の翌日から起算して６か月以内。以下同じ。）にひたちなか市を被告として（教

育委員会が被告の代表者となります。）提起することができます。ただし，この通知

を受け取った日の翌日から起算して６か月以内であっても，この処分の日の翌日から

起算して１年を経過したとき（上記の審査請求をした場合にあっては，その審査請求

に対する裁決の日の翌日から起算して１年を経過したとき）は，処分の取消しの訴え

を提起することができなくなります。 

様式第１２号（第１０条関係） 

 

区域外就学許可書 

 

児童生徒 

氏名   

生年月日   

住民登録地   

保護者氏名   

許可学校学年 学年 

許可期間 年  月  日から    年  月  日まで 

（許可条件等） 

 

 

 

年  月  日 

 

（保護者） 

           殿 

（学校名） 校長 

 

ひたちなか市教育委員会 印 

 

（教示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｎｏ．２０  
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様式第１３号（第１１条関係） 

 

指定学校変更 

区域外就学 
許可期間満了通知書 

 

児童生徒 

氏 名   

生 年 月 日   

住 民 登 録 地   

保 護 者 氏 名   

在 籍 学 校 学 年 学校     学年  

指 定 学 校 学 年 学校     学年  

 

年  月  日～    年  月  日の許可期間が満了にな

りますので  月  日までに指定学校へ転学の手続，指定学校の変更の手続 

又は区域外就学の手続を 
するよう 

させるよう 
通知します。 

 

年  月  日 

 

保護者 

         殿 

学校長 

 

 

 

ひたちなか市教育委員会 印 

 

 

 

 

 

 

様式第１３号（第１１条関係） 

 

指定学校変更 

区域外就学 
許可期間満了通知書 

 

児童生徒 

氏名   

生年月日   

住民登録地   

保護者氏名   

在籍学校学年 学年 

指定学校学年 学年 

 

年  月  日から    年  月  日までの許可期間が満

了になりますので，    年  月  日までに指定学校へ転学の手続，指 

定学校の変更の手続又は区域外就学の手続を 
するよう 

させるよう 
通知します。 

 

年  月  日 

 

（保護者） 

           殿 

（学校名） 校長 

 

 

 

ひたちなか市教育委員会 印 

 

 

 

 

 

 



Ｎｏ．２１  

旧 新 備考 

様式第１７号（第１４条関係） 

 

不就学 

欠席 
状況報告書 

 

児童生徒 
氏 名   

学 年  

保 護 者 

氏 名 
児童生徒

との続柄 
（    ） 

住 所   

職 業   

不 就 学 ・ 欠 席 の 理 由 
  

 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会 殿 

小 

中 
学校長        印   

 

 

 

 

様式第２１号（第１５条関係） 

就学 
猶予 

免除 
許可通知書 

氏名 生年月日 学齢年度 猶予期間 保護者 続柄 現住所 理由 

      月 日         
～ 

月 日 

                

                

                

                

                

                

年  月  日 

  小 

  中 
学校長    殿 

ひたちなか市教育委員会 印 

 

様式第１７号（第１４条関係） 

 

不就学 

欠席 
状況報告書 

 

児童生徒 
氏名   

学年  

保護者 

氏名 
児童生徒

との続柄 
（     ） 

住所   

職業   

不就学・欠席の理由 
  

 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会 殿 

 

 
（学校名） 校長      印 

 

 

 

 

様式第２１号（第１５条関係） 

就学猶予 

就学免除 
許可通知書 

氏名 生年月日 学齢年度 猶予期間 保護者 続柄 現住所 理由 

      月 日         
～ 

月 日 

                

                

                

                

                

                

年  月  日 

（学校名） 校長 殿  
 

 

ひたちなか市教育委員会 印 

 



Ｎｏ．２２  

旧 新 備考 

様式第２２号（第１６条関係） 

（表） 

 

 

 

卒 業 生 名 簿（    年度） 

 

 

 

    男 女 計   

在 籍 地 
  

 

    

卒業生数 
  

 

    
市立          学校 

  

 

（裏） 

番号 児童生徒氏名 生年月日 保護者名 続柄 現  住  所 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

   

様式第２２号（第１６条関係） 

 

 

 

 

卒業生名簿（    年度） 

 

 

 

    男 女 計   

在籍地 
  

 

    

卒業生数 
  

 

    
ひたちなか市立 

  

 

 

番号 児童生徒氏名 生年月日 保護者名 続柄 現住所 進学先 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

              

 

  
 



ひたちなか市教育支援委員会条例施行規則新旧対照表（第４条関係） 

旧 新 備考 

（会議録） 

第３条 会議の次第は，会議録に記載しなければならない。 

２ 会議録には，次に掲げる事項を記載するものとする。 

（１） 開会及び閉会の日時 

（２） 出席した委員及び欠席した委員の氏名 

（３） 委員以外の出席者の氏名 

（４） 会議に付した議題及び内容 

（５） 議決事項及びその要否 

（６） 関係機関への答申事項 

（７） その他委員会において必要な事項 

 

（調査員） 

第４条 条例第７条第２項に規定する教育委員会規則で定める者は，市立の幼

稚園，小学校及び中学校の特別支援学級を担当する教職員並びに学識経験を

有する者とする。 

２ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（会議録） 

第３条 会議の次第は，会議録に記載しなければならない。 

２ 会議録には，次に掲げる事項を記載するものとする。 

（１） 開会及び閉会の日時 

（２） 出席した委員及び欠席した委員の氏名 

（３） 委員を除くほか，会議に出席した者の氏名 

（４） 会議に付した議題及びその内容 

（５） 議決事項及びその要旨 

（６） 関係機関への答申事項 

（７） その他委員会において必要と認める事項 

 

（調査員） 

第４条 条例第７条第２項に規定する教育委員会規則で定める者は，市立の幼

稚園，小学校，中学校及び義務教育学校の特別支援学級を担当する教職員並

びに学識経験を有する者とする。 

２ 略 

 

 



ひたちなか市立学校児童又は生徒の問題行動に対する出席停止の手続に関する規則新旧対照表（第５条関係）         Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

（趣旨） 

第１条 この規則は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号。以下「法」とい

う。）第３５条第３項（第４９条において準用する場合を含む。）の規定に

基づき，ひたちなか市立小学校及び中学校の児童又は生徒の問題行動に対す

る出席停止の手続に関し，必要な事項を定めるものとする。 

 

 

（出席停止の要件） 

第２条 ひたちなか市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は，次に掲

げる行為の１又は２以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生

徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒（以下「出席停止対象児童等」

という。）があるときは，その保護者に対して，法第３５条第１項（第４９

条において準用する場合を含む。）の規定により，出席停止対象児童等の出

席停止を命ずることができる。 

（１）～（４） 略 

 

（性行不良による校長の意見具申） 

第３条 校長は，出席停止対象児童等があり，出席停止の措置を講ずる必要が

あると認める場合は，教育委員会に意見の具申をしなければならない。 

２ 前項の規定に基づく意見の具申は，次に掲げる事項を記載した意見書を教

育委員会へ提出して行わなければならない。 

（１）～（７） 略 

 

（校長の意見の聴取） 

第４条 教育委員会は，出席停止を命ずる場合には，出席停止対象児童等が在

籍する学校の校長の意見を聴取しなければならない。この場合において，校

長の意見は，十分に尊重するものとする。 

 

（保護者の意見の聴取） 

第５条 法第３５条第２項（第４９条において準用する場合を含む。）の規定

による保護者の意見の聴取（以下この条において「意見聴取」という。）

（趣旨） 

第１条 この規則は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号。以下「法」とい

う。）第３５条第３項（法第４９条及び第４９条の８において準用する場合

を含む。）の規定に基づき，ひたちなか市立の小学校，中学校及び義務教育

学校の児童又は生徒の問題行動に対する出席停止の手続に関し，必要な事項

を定めるものとする。 

 

（出席停止の要件） 

第２条 ひたちなか市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は，次に掲

げる行為の１又は２以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生

徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒（以下「出席停止対象児童等」

という。）があるときは，法第３５条第１項（法第４９条及び第４９条の８

において準用する場合を含む。）の規定により，その保護者に対し，出席停

止対象児童等の出席停止を命ずることができる。 

（１）～（４） 略 

 

（校長の意見の具申） 

第３条 校長は，出席停止対象児童等があり，出席停止の措置を講ずる必要が

あると認める場合には，教育委員会に意見の具申をしなければならない。 

２ 前項の規定による意見の具申は，次に掲げる事項を記載した意見書を教育

委員会へ提出することにより行うものとする。 

（１）～（７） 略 

 

（校長の意見の聴取） 

第４条 教育委員会は，出席停止を命ずる場合には，出席停止対象児童等が在

籍する学校の校長の意見を聴取しなければならない。この場合においては，

校長の意見を十分に尊重するものとする。 

 

（保護者の意見の聴取） 

第５条 法第３５条第２項（法第４９条及び第４９条の８において準用する場

合を含む。）の規定による保護者の意見の聴取（以下この条において「意見
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旧 新 備考 

は，ひたちなか市教育委員会教育長（以下「教育長」という。）の指名する

事務局の職員又は出席停止対象児童等が在籍する学校の校長が行うものとす

る。 

２ 前項の意見聴取は，保護者と面接して行わなければならない。ただし，緊

急の必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合には，当該保護者の

意見を記載した書面の提出を求めることにより行うことができる。 

 

（出席停止対象児童等からの意見聴取） 

第６条 教育委員会は，出席停止を命じようとする場合は，出席停止対象児童

等から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。 

 

（関係者からの事情聴取等） 

第７条 略 

２ 教育委員会は，出席停止を命じようとする場合は，出席停止対象児童等の

指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。 

 

（出席停止の命令） 

第８条 教育委員会は，出席停止を命ずる場合には，出席停止対象児童等の保

護者に対し，出席停止通知書（様式第１号）を交付しなければならない。 

 

 

（指導計画の作成等） 

第９条 教育委員会は，出席停止を命ずる場合には，学校，関係機関と協議を

行い，出席停止対象児童等に対する指導計画を作成するものとする。 

２ 教育委員会は，出席停止の命令に係る児童又は生徒（以下「出席停止児童

等」という。）の保護者に対し，指導計画についてあらかじめ説明をし，保

護者の監護義務に基づく理解と協力のもとに，出席停止児童等の出席停止の

期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとす

る。 

 

（出席停止の解除） 

第１０条 教育委員会は，出席停止の期間に出席停止児童等を出席させること

聴取」という。）は，ひたちなか市教育委員会教育長（以下「教育長」とい

う。）の指名する教育委員会事務局の職員又は出席停止対象児童等が在籍す

る学校の校長が行うものとする。 

２ 意見聴取は，保護者と面接して行わなければならない。ただし，緊急の必

要がある場合その他やむを得ない事情がある場合は，当該保護者に対してそ

の意見を記載した書面の提出を求めることにより行うことができる。 

 

（出席停止対象児童等からの意見聴取） 

第６条 教育委員会は，出席停止を命じようとする場合には，出席停止対象児

童等から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。 

 

（関係者からの事情聴取等） 

第７条 略 

２ 教育委員会は，出席停止を命じようとする場合には，出席停止対象児童等

の指導に関与した関係機関の職員に対し，意見を求めることができる。 

 

（出席停止の命令） 

第８条 教育委員会は，出席停止を命ずる場合には，出席停止通知書（様式第

１号）により，その旨を出席停止対象児童等の保護者に通知しなければなら

ない。 

 

（指導計画の作成等） 

第９条 教育委員会は，出席停止を命ずる場合には，学校及び関係機関と協議

を行い，出席停止対象児童等に対する指導計画を作成するものとする。 

２ 教育委員会は，出席停止の命令に係る児童又は生徒（以下「出席停止児童

等」という。）の保護者に対し，指導計画についてあらかじめ説明し，保護

者の監護義務に基づく理解と協力の下に，出席停止児童等の出席停止の期間

における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。 

 

 

（出席停止の解除） 

第１０条 教育委員会は，出席停止の期間中に出席停止児童等を出席させるこ
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が適当であると判断した場合には，出席停止を解除することができる。 

２ 教育委員会は，前項の規定に基づき出席停止を解除する場合には，出席停

止児童等の保護者に対し出席停止解除通知書（様式第２号）を交付するもの

とする。 

 

（学校復帰後の指導） 

第１１条 出席停止の期間終了後，学校は保護者及び関係機関と連携し，適切

な指導を継続しなければならない。 

 

（委任） 

第１２条 この規則の施行に関して必要な事項は，教育長が定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とが適当であると判断した場合には，出席停止を解除することができる。 

２ 教育委員会は，前項の規定により出席停止を解除する場合には，出席停止

解除通知書（様式第２号）により，その旨を出席停止児童等の保護者に通知

するものとする。 

 

（学校復帰後の指導） 

第１１条 出席停止の期間の終了後においては，学校は，保護者及び関係機関

と連携し，適切な指導を継続しなければならない。 

 

（補則） 

第１２条 この規則に定めるもののほか，この規則の施行に関し必要な事項

は，教育長が別に定める。 
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様式第１号（第８条関係） 

出 席 停 止 通 知 書 

 

発  第     号 

年  月  日 

 

        殿 

 

ひたちなか市教育委員会        印 

 

学校教育法第３５条第１項の規定により，下記のとおり出席停止を命じます。 

 

記 

 

１ 児童・生徒氏名 

                    （生年月日：  年  月  日生） 

２ 住   所 

 

３ 学 校 名 

 

４ 学年及び組 

 

５ 保護者氏名 

                    （続柄：     ） 

６ 出席停止期間    年  月  日～  年  月  日 

 

７ 出席停止の理由 

 

８ 出席停止期間中の指導計画 

 

 

 

 

 

 

注 中学校の生徒の場合は，「第３５条」を「第４９条において準用する同法第３５

条」とする。 

 

 

 

様式第１号（第８条関係） 

出席停止通知書 

 

発第   号 

年  月  日 

 

            殿 

 

ひたちなか市教育委員会 印 

 

学校教育法第３５条第１項の規定により，下記のとおり出席停止を命じます。 

 

記 

 

１ 児童・生徒氏名 

（生年月日：    年  月  日生） 

２ 住所 

 

３ 学校名 

 

４ 学年及び組 

 

５ 保護者氏名 

（続柄：     ） 

６ 出席停止期間      年  月  日から    年  月  日まで 

 

７ 出席停止の理由 

 

８ 出席停止期間中の指導計画 

 

 

 

 

 

 

注 「第３５条第１項」を，中学校の生徒の場合は「第４９条において準用する同法第

３５条第１項」と，義務教育学校の後期課程の生徒の場合は「第４９条の８において

準用する同法第３５条第１項」とする。 

 

 



Ｎｏ．５  

旧 新 備考 

様式第２号（第１０条関係） 

出 席 停 止 解 除 通 知 書 

 

発  第     号 

年  月  日 

 

        殿 

 

ひたちなか市教育委員会        印 

 

下記の理由により，出席停止の解除を通知します。 

 

記 

 

１ 児童・生徒氏名 

                    （生年月日：  年  月  日生） 

２ 住   所 

 

３ 学 校 名 

 

４ 学年及び組 

 

５ 保護者氏名 

                    （続柄：     ） 

６ 出席停止解除日    年  月  日 

 

７ 出席停止期間     年  月  日～  年  月  日 

 

８ 出席停止解除の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

様式第２号（第１０条関係） 

出席停止解除通知書 

 

発第   号 

年  月  日 

 

            殿 

 

ひたちなか市教育委員会 印 

 

下記の理由により，出席停止の解除を通知します。 

 

記 

 

１ 児童・生徒氏名 

（生年月日：    年  月  日生） 

２ 住所 

 

３ 学校名 

 

４ 学年及び組 

 

５ 保護者氏名 

（続柄：     ） 

６ 出席停止解除日     年  月  日 

 

７ 出席停止期間      年  月  日から    年  月  日まで 

 

８ 出席停止解除の理由 

 

 

 

 

 

 

  

 



ひたちなか市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める規則新旧対照表（第６条関係） 

旧 新 備考 

（開所時間及び日数） 

第１５条 放課後児童健全育成事業者は，放課後児童健全育成事業所を開所す

る時間について，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定める

時間以上を原則として，児童の保護者の労働時間，小学校の授業の終了の時

刻その他の状況等を考慮して，当該放課後児童健全育成事業所ごとに定め

る。 

（１） 小学校の授業の休業日に行う放課後児童健全育成事業 １日につき

８時間 

（２） 小学校の授業の休業日以外の日に行う放課後児童健全育成事業 １

日につき３時間 

２ 放課後児童健全育成事業者は，放課後児童健全育成事業所を開所する日数

について，１年につき２５０日以上を原則として，児童の保護者の就労日

数，小学校の授業の休業日その他の状況等を考慮して，当該放課後児童健全

育成事業所ごとに定める。 

 

（関係機関との連携） 

第１７条 放課後児童健全育成事業者は，市，児童福祉施設，利用者の通学す

る小学校その他の関係機関と密接に連携して利用者の支援に当たらなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（開所時間及び日数） 

第１５条 放課後児童健全育成事業者は，放課後児童健全育成事業所を開所す

る時間について，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定める

時間以上を原則として，児童の保護者の労働時間，小学校又は義務教育学校

の授業の終了の時刻その他の状況等を考慮して，当該放課後児童健全育成事

業所ごとに定める。 

（１） 小学校又は義務教育学校の授業の休業日に行う放課後児童健全育成

事業 １日につき８時間 

（２） 小学校又は義務教育学校の授業の休業日以外の日に行う放課後児童

健全育成事業 １日につき３時間 

２ 放課後児童健全育成事業者は，放課後児童健全育成事業所を開所する日数

について，１年につき２５０日以上を原則として，児童の保護者の就労日

数，小学校又は義務教育学校の授業の休業日その他の状況等を考慮して，当

該放課後児童健全育成事業所ごとに定める。 

 

（関係機関との連携） 

第１７条 放課後児童健全育成事業者は，市，児童福祉施設，利用者の通学す

る小学校，義務教育学校その他の関係機関と密接に連携して利用者の支援に

当たらなければならない。 

 

 



ひたちなか市入学前就学援助費交付規則新旧対照表（第７条関係）                    Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

（趣旨） 

第１条 この規則は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１９条の規定

に基づき，市内の公立の小学校又は中学校（以下「市内の公立学校等」とい

う。）及び市外の公立の小学校，中学校，義務教育学校の前期課程若しくは

後期課程又は中等教育学校の前期課程（以下「市外の公立学校等」とい

う。）への入学（義務教育学校の後期課程にあっては，入学又は進級。以下

同じ。）に際し必要な費用の支弁が経済的理由により困難と認められる者に

対して入学前就学援助費を交付することに関し，必要な事項を定めるものと

する。 

 

（対象経費） 

第３条 入学前就学援助費の交付の対象となる経費は，新たに市内の公立学校

等又は市外の公立学校等に入学する児童又は生徒の当該入学に際し，通常必

要と認められる学用品又は通学用品を購入する費用とする。ただし，準要保

護者が生活保護法第１２条の規定に基づく生活扶助（臨時的最低生活費のう

ち市内の公立学校等又は市外の公立学校等の入学に際し特に必要であるとし

て支弁されるものに限る。）を受けたときは，入学前就学援助費は，交付し

ない。 

 

（入学前就学援助費の交付） 

第７条 入学前就学援助費は，準要保護者の児童又は生徒が市内の公立学校等

又は市外の公立学校等に入学する年度の前年度に交付するものとする。 

 

（交付の決定の取消し等） 

第８条 教育委員会は，第６条の規定による入学前就学援助費の交付の決定

（以下「交付決定」という。）を受けた者又は入学前就学援助費の交付を受

けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には，当該交付決定を取り消す

ことができる。 

（１） 交付決定に係る児童又は生徒が市内の公立学校等又は市外の公立学

校等へ入学する前に市外に転出した場合 

（２） 略 

（趣旨） 

第１条 この規則は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１９条の規定

に基づき，公立の小学校，中学校，義務教育学校の前期課程若しくは後期課

程又は中等教育学校の前期課程（以下「公立学校等」という。）への入学

（義務教育学校の後期課程にあっては，入学又は進級。以下同じ。）に際し

必要な費用の支弁が経済的理由により困難と認められる者に対して入学前就

学援助費を交付することに関し，必要な事項を定めるものとする。 

 

 

 

（対象経費） 

第３条 入学前就学援助費の交付の対象となる経費は，新たに公立学校等に入

学する児童又は生徒の当該入学に際し，通常必要と認められる学用品又は通

学用品を購入する費用とする。ただし，準要保護者が生活保護法第１２条の

規定に基づく生活扶助（臨時的最低生活費のうち公立学校等の入学に際し特

に必要であるとして支弁されるものに限る。）を受けたときは，入学前就学

援助費は，交付しない。 

 

 

（入学前就学援助費の交付） 

第７条 入学前就学援助費は，準要保護者の児童又は生徒が公立学校等に入学

する年度の前年度に交付するものとする。 

 

（交付の決定の取消し等） 

第８条 教育委員会は，第６条の規定による入学前就学援助費の交付の決定

（以下「交付決定」という。）を受けた者又は入学前就学援助費の交付を受

けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には，当該交付決定を取り消す

ことができる。 

（１） 交付決定に係る児童又は生徒が公立学校等へ入学する前に市外に転

出した場合 

（２） 略 

 



Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

２ 略 

 

 

様式第１号（第５条関係） 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会 教育長      殿 

 

申請者（保護者） 

住所 

氏名              ㊞ 

電話番号               

 

入学前就学援助費受給申請書 

 

年度の入学前就学援助費の支給を受けたいので，下記のとおり，申

請します。 

記 

１ 該当児童生徒氏名（            学校入学予定） 

氏名 性別 生年月日 備考 

  男・女     

  男・女     

 男・女   

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 略 

 

 

様式第１号（第５条関係） 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会 教育長      殿 

 

申請者（保護者） 

住所 

氏名 

電話番号               

 

入学前就学援助費受給申請書 

 

年度の入学前就学援助費の支給を受けたいので，下記のとおり，申

請します。 

記 

１ 該当児童生徒氏名（学校名               入学予定） 

氏名 性別 生年月日 備考 

  男・女     

  男・女     

 男・女   

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｎｏ．３  

旧 新 備考 

様式第２号（第５条関係） 

 

ひたちなか市教育委員会 教育長      殿 

 

次の内容について，入学前就学援助費の認定のため必要があるときは，ひた

ちなか市教育委員会が公簿等により確認・調査をすることに同意します。ま

た，生活概況等について，必要があるときは，民生委員が確認・調査をするこ

とに同意します。 

 

年  月  日 

 

申請者（保護者） 

住所 

氏名              ㊞ 

 

電話番号               

 

入学前就学援助費認定調書 

該当児童生徒氏名（            学校入学予定） 

氏名 性別 氏名 性別 

 男・女  男・女 

 男・女  男・女 

認定申請事由（生活困窮の状況，家庭状況，援助を必要とする事由などを詳し

く具体的に記入してください。 

略 

 

 

 

 

 

 

   

様式第２号（第５条関係） 

 

ひたちなか市教育委員会 教育長      殿 

 

次の内容について，入学前就学援助費の認定のため必要があるときは，ひた

ちなか市教育委員会が公簿等により確認・調査をすることに同意します。ま

た，生活概況等について，必要があるときは，民生委員が確認・調査をするこ

とに同意します。 

 

年  月  日 

 

申請者（保護者） 

住所 

氏名 

（署名又は記名押印をしてください。） 

電話番号               

 

入学前就学援助費認定調書 

該当児童生徒氏名（学校名               入学予定） 

氏名 性別 氏名 性別 

 男・女  男・女 

 男・女  男・女 

認定申請事由（生活困窮の状況，家庭状況，援助を必要とする事由などを詳し

く具体的に記入してください。） 

略 

 



ひたちなか市教育委員会告示第   号  

 

 

ひたちなか市放課後子ども教室事業実施要綱及びひたちなか市いじめ問題対策連

絡協議会設置要綱の一部を改正する告示を別紙のとおり公表する。  

 

 

 

令和   年   月   日  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  野  沢  恵  子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第１０号  

 

 

ひたちなか市放課後子ども教室事業実施要綱及びひたちなか市いじ

め問題対策連絡協議会設置要綱の一部を改正する告示制定について  

 

 

ひたちなか市放課後子ども教室事業実施要綱及びひたちなか市いじめ問題対策連

絡協議会設置要綱の一部を改正する告示を別紙のとおり制定する。  

 

 

令和３年  ３月２９日  提出  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  野  沢  恵  子  

 

 

令和  年   月   日  議決  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ひたちなか市教育委員会告示第   号  

 

 

ひたちなか市放課後子ども教室事業実施要綱及びひたちなか市いじ

め問題対策連絡協議会設置要綱の一部を改正する告示  

 

 

（ひたちなか市放課後子ども教室事業実施要綱の一部改正）  

第１条  ひたちなか市放課後子ども教室事業実施要綱（平成２４年教委告示第２号）

の一部を次のように改正する。  

第１条中「小学校」の次に「義務教育学校」を加える。  

第２条第２項を次のように改める。  

２  教育委員会は，適切な事業の運営を確保することができると認められる子育

て支援団体，社会教育団体等に対し，事業の全部又は一部を委託することがで

きるものとする。  

第３条の見出しを「（事業の内容）」に改める。  

第４条及び第５条中「市立小学校」を「市立の小学校又は義務教育学校」に改

める。  

第６条中「子ども教室には」を「子ども教室に」に，「次の」を「必要があると

きは，次の」に改める。  

第７条第１項中「次の各号に」の次に「掲げる子ども教室の開設日に応じて当

該各号に」を加え，同項第２号中「前号に」の次に「掲げる日に」を，「金曜日ま

で」の次に「の日」を加え，同条第２項中「教育長が特別の」を「教育長は，特

別の」に，「開設時間」を「同項に定める開設時間」に改める。  

第８条の見出しを「（入会の申込み）」に改め，同条中「及び」を「又は」に改

める。  

第１０条第１項各号を次のように改める。  

（１）  教材費（子ども教室において使用する物品等で，その帰属先が当該物

品等を利用する児童であるものの購入に係る費用をいう。）  

（２）  保険料（傷害保険，賠償保険等の保険料をいう。）  

（３）  その他子ども教室の運営上，保護者等が負担することが適当と認める

費用  

第１０条第２項中「原則還付しない」を「，原則として返還しない」に改める。  

（ひたちなか市いじめ問題対策連絡協議会設置要綱の一部改正）  

第２条  ひたちなか市いじめ問題対策連絡協議会設置要綱（平成２９年教委告示第

１号）の一部を次のように改正する。  



第４条第１号を次のように改める。  

（１）  ひたちなか市立の小学校，中学校又は義務教育学校の職員  

第５条第１項中「選出する」を「選任する」に改める。  

 

 

付  則  

この告示は，令和３年４月１日から施行する。  

 



ひたちなか市放課後子ども教室事業実施要綱新旧対照表（第１条関係）                 Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，授業の終了後等に小学校の施設等を活用し，子どもたち

が地域住民の参画を得てスポーツ，文化活動及び地域住民との交流を行う放

課後子ども教室事業（以下「事業」という。）の実施に関し，必要な事項を

定めるものとする。 

 

（実施主体） 

第２条 略 

２ 教育委員会は，事業の全部又は一部を適当と認められる子育て支援団体，

社会教育団体等に委託することができるものとする。 

 

 

（事業内容） 

第３条 略 

 

（実施箇所） 

第４条 事業を行うために放課後子ども教室（以下「子ども教室」という。）

を置き，その実施箇所は，市立小学校の施設等とする。 

 

（対象者） 

第５条 子ども教室に入会することができる者は，市立小学校に就学中の児童

であって教育長が認めたものとする。 

 

（運営体制） 

第６条 子ども教室には，その目的を達成するため次の人員を置くことができ

る。 

（１）～（３） 略 

 

（開設時間） 

第７条 子ども教室の開設時間は，次の各号に定める時間帯で，概ね３時間以

内とする。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，授業の終了後等に小学校又は義務教育学校の施設等を活

用し，子どもたちが地域住民の参画を得てスポーツ，文化活動及び地域住民

との交流を行う放課後子ども教室事業（以下「事業」という。）の実施に関

し，必要な事項を定めるものとする。 

 

（実施主体） 

第２条 略 

２ 教育委員会は，適切な事業の運営を確保することができると認められる子

育て支援団体，社会教育団体等に対し，事業の全部又は一部を委託すること

ができるものとする。 

 

（事業の内容） 

第３条 略 

 

（実施箇所） 

第４条 事業を行うために放課後子ども教室（以下「子ども教室」という。）

を置き，その実施箇所は，市立の小学校又は義務教育学校の施設等とする。 

 

（対象者） 

第５条 子ども教室に入会することができる者は，市立の小学校又は義務教育

学校に就学中の児童であって教育長が認めたものとする。 

 

（運営体制） 

第６条 子ども教室に，その目的を達成するため必要があるときは，次の人員

を置くことができる。 

（１）～（３） 略 

 

（開設時間） 

第７条 子ども教室の開設時間は，次の各号に掲げる子ども教室の開設日に応

じて当該各号に定める時間帯で，概ね３時間以内とする。 

 

参考資料 



Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

（１） ひたちなか市立学校管理規則（平成６年教委規則第１０号）第３条

第１号に規定する休業日 原則として午前９時から午後５時まで 

（２） 前号に該当しない月曜日から金曜日まで 原則として放課後から午

後５時まで 

２ 前項の規定にかかわらず，教育長が特別の理由があると認めるときは，開

設時間を変更することができる。 

 

（入会申込み） 

第８条 子ども教室に児童を入会させようとする保護者及びこれに準ずる者

（以下「保護者等」という。）は，子ども教室が定める参加申込書を教育委

員会に提出しなければならない。 

 

（費用の負担） 

第１０条 保護者等は，教育長が特に必要と認めるときは，次に掲げる費用の

実費を負担するものとする。 

（１） 教材費 子ども教室において使用する物品等で，その帰属先が当該

物品等を利用する児童であるものの購入に係る費用 

（２） 保険料 傷害保険，賠償保険等の保険料 

（３） その他 子ども教室の運営上，児童等が負担することが適当と認め

る費用 

２ 既納の費用の実費については，利用しなかった場合においても原則還付し

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（１） ひたちなか市立学校管理規則（平成６年教委規則第１０号）第３条

第１号に規定する休業日 原則として午前９時から午後５時まで 

（２） 前号に掲げる日に該当しない月曜日から金曜日までの日 原則とし

て放課後から午後５時まで 

２ 前項の規定にかかわらず，教育長は，特別の理由があると認めるときは，

同項に定める開設時間を変更することができる。 

 

（入会の申込み） 

第８条 子ども教室に児童を入会させようとする保護者又はこれに準ずる者

（以下「保護者等」という。）は，子ども教室が定める参加申込書を教育委

員会に提出しなければならない。 

 

（費用の負担） 

第１０条 保護者等は，教育長が特に必要と認めるときは，次に掲げる費用の

実費を負担するものとする。 

（１） 教材費（子ども教室において使用する物品等で，その帰属先が当該

物品等を利用する児童であるものの購入に係る費用をいう。） 

（２） 保険料（傷害保険，賠償保険等の保険料をいう。） 

（３） その他子ども教室の運営上，保護者等が負担することが適当と認め

る費用 

２ 既納の費用の実費については，利用しなかった場合においても，原則とし

て返還しない。 

 



ひたちなか市いじめ問題対策連絡協議会設置要綱新旧対照表（第２条関係） 

旧 新 備考 

（委員） 

第４条 委員は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

（１） ひたちなか市立小中学校の職員 

（２）～（１１） 略 

 

（会長及び副会長） 

第５条 連絡協議会に，会長及び副会長を置き，委員の互選により選出する。 

２・３ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（委員） 

第４条 委員は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

（１） ひたちなか市立の小学校，中学校又は義務教育学校の職員 

（２）～（１１） 略 

 

（会長及び副会長） 

第５条 連絡協議会に，会長及び副会長を置き，委員の互選により選任する。 

２・３ 略 

 

 

 

 



ひたちなか市教育委員会訓令第   号  

 

 

ひたちなか市立学校職員服務規程等の一部を改正する訓令を別紙のとおり公表す

る。  

 

 

 

令和   年   月   日  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  野  沢  恵  子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第１１号  

 

 

ひたちなか市立学校職員服務規程等の一部を改正する訓令制定につ

いて  

 

 

ひたちなか市立学校職員服務規程等の一部を改正する訓令を別紙のとおり制定す

る。  

 

 

令和３年  ３月２９日  提出  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  野  沢  恵  子  

 

 

令和  年   月   日  議決  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ひたちなか市教育委員会訓令第   号  

 

 

ひたちなか市立学校職員服務規程等の一部を改正する訓令  

 

 

（ひたちなか市立学校職員服務規程の一部改正）  

第１条  ひたちなか市立学校職員服務規程（平成６年教委訓令第５号）の一部を次

のように改正する。  

第２条中「この規程で」を「この規程において」に改める。  

第３条中「，この規程」を「この規程」に，「すべて」を「全て」に改める。  

第５条第１項中「様式第２号）（以下」を「様式第２号。以下」に改め，同条第

２項中「前項の」の次に「規定により提出された」を加え，同条第３項中「作成

して必要に応じ加除整理するものとし」を「作成し，必要に応じて加除整理をし

て」に改める。  

第６条第２項中「戸籍記載事項」の次に「の追加等の場合」を，「資格等の」の

次に「追加等の」を加え，「，その」を「その」に改める。  

第１１条中「出張復命書」を「，出張復命書」に改め，同条ただし書中「軽易

なものは口頭」を「軽易なものについては，口頭」に改める。  

第１２条第１項中「出勤できないとき」を「出勤することができないとき」に

改め，同条第２項中「とれないとき」を「とることができないとき」に，「校長に

あっては」を「，校長にあっては」に改める。  

第１４条中「を受理した場合」を「があった場合には」に，「すでに」を「既に」

に改める。  

第１５条の見出し中「，事務」を「及び事務」に改め，同条中「場合は」を「場

合には」に，「あらかじめ」を「，あらかじめ」に，「校長にあっては」を「，校

長にあっては」に改める。  

第１９条中「場合は」を「場合には」に改める。  

第２１条第２項中「日から」の次に「起算して」を加え，同条第５項中「場合

は」を「場合には」に改め，同条第６項中「場合に身分証明書」を「場合には，

身分証明書」に改め，同項ただし書中「場合には校長において」を「場合におい

ては，校長が」に改める。  

第２３条中「担当校務」を「，担当校務」に，「教育長」を「，教育長」に改め

る。  

第２４条第１項中「すべて」を「全て」に改める。  

様式第１号を次のように改める。  



様式第１号（第４条関係）  

 

年   月   日  

 

ひたちなか市教育委員会教育長  殿  

 

（学校名）  

職氏名  

 

着任届  

 

年   月   日に採用（転勤）発令通知を受領し，   年   月   日

に着任しました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注  同一内容の場合は，連名で届け出ること。  

様式第３号を次のように改める。  



様式第３号（第６条関係）  

履歴事項追加（訂正）届  

年   月   日  

 

ひたちなか市教育委員会教育長  殿  

 

（学校名）  

職氏名  

 

 

 

年月日  

 

 

 

 

 

 

新事項  

 

 

 

 

 

 

 

 

旧事項  

 

 

 

 

注  

１  履歴事項とは，氏名，本籍，住所，学歴，資格，免許等である。  

２  氏名，本籍又は現住所が変更した場合は，身分証明書を添付すること。  

様式第５号及び様式第６号を次のように改める。  



様式第５号（第８条関係）  

欠勤届  

年   月   日  

 

校長       殿  

 

（学校名）  

職氏名  

 

期間  

 

月   日  

 

前  

 

後  

時   分から   月   日  

前  

 

後  

時   分まで  

（   日   時間   分）  

理由  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



様式第６号（第１０条関係）  

職務専念義務免除願  

年   月   日  

ひたちなか市教育委員会教育長  

（学校名）  校長  
殿  

 

（学校名）  

職氏名  

 

次のとおり職務に専念する義務の免除を承認願います。  

 

職務専念義務

免除の内容  
（１） 

研修を受ける

場合  
（２） 

厚生に関する計画の

実施に参加する場合  
（３） 

市 長 が 定 め

る場合  

期間  

  

 

 

理由  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考  

  

 

 

 

 

注  

１  「職務専念義務免除の内容」欄は，該当する数字を〇で囲むこと。  

２  宛先は，いずれか一方を消すこと。  

様式第９号から様式第１５号までを次のように改める。  



様式第９号（第１１条関係）  

年   月   日  

ひたちなか市教育委員会教育長  

（学校名）  校長  
殿  

 

（学校名）  

職氏名  

 

出張復命書  

 

旅行年月日      年   月   日から   月   日まで   日間  

 

目的地及び用務先  

 

 

用務  

 

 

上記の命令のとおり出張してきましたので，次のとおり復命します。  

 

記  

１  

 

 

 

２  

 

 

 

 

 

 

 

注  

１  命令の内容が同一の場合は，連名で復命することができる。  

２  宛先は，いずれか一方を消すこと。  



様式第１０号（第１４条関係）  

第    号  

年   月   日  

 

ひたちなか市教育委員会教育長  殿  

 

（学校名）  校長       印  

 

出勤届出書  

 

本校（職名）（氏名）の休暇については，ひたちなか市立学校管理規則第２６条第

２項の規定により，既に   月   日付け第   号で報告済みでありますが，次の

とおり休暇期間中に出勤しましたのでお届けします。  

 

記  

１  休暇期間  

 

 

２  出勤した期日  

 

 

３  理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注  「療養休暇」「特別休暇」については，「３  理由」を書くこと。  



様式第１１号（第１６条関係）  

営利企業等従事許可願  

年   月   日  

ひたちなか市教育委員会教育長  殿  

 

（学校名）  

職氏名  

 

従事しようとする団体名  

 

団体の所在地  

 

団体の事業内容  

 

団体の経営形態  

 

従事しようとする職名  

 

勤務の態様  

 

 

受けるべき報酬  

 

勤務時間  

 

その他参考事項  

 

 

学校長の意見  

 

 

 

（学校名）  校長  

（署名又は記名押印）  

 



様式第１２号（第１７条関係）  

兼職（兼務）承認願  

年   月   日  

ひたちなか市教育委員会教育長  殿  

 

（学校名）  

職氏名  

 

従事しようとする団体名  

 

団体の所在地  

 

団体の事業内容  

 

団体の経営形態  

 

従事しようとする職名  

 

勤務の態様  

 

 

受けるべき報酬  

 

勤務時間  

 

その他参考事項  

 

 

学校長の意見  

 

 

 

（学校名）  校長  

（署名又は記名押印）  

 



様式第１３号（第１８条関係）  

年   月   日  

 

ひたちなか市教育委員会教育長  殿  

 

（学校名）  

職氏名  

 

営利企業兼職（兼務）等離職届  

 

年   月   日ひたちなか市教育委員会教育長訓第   号で，許可（承

認）された下記従事の業務を    年   月   日に離職しましたのでお届けしま

す。  

 

記  

１  従事していた団体名  

 

 

２  従事していた職名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１４号（第１９条関係）  

年   月   日  

 

ひたちなか市教育委員会教育長  殿  

 

（学校名）  

職氏名  

 

団体等  
兼  

（離）  
職届  

次のとおり，団体業務を兼（離）職しましたのでお届けします。  

 

記  

１  団体の名称  

 

 

２  団体の所在地  

 

 

３  兼（離）職の期日  

 

 

４  兼職期間  

 

 

５  職名  

 

 

６  兼（離）職の理由  

 

 

 

 

 

 

 



様式第１５号（第２１条関係）  

（表面）  

  

（裏面）  

 

第   号  

 

身  分  証  明  書  

 

本籍地  

現住所  

勤務校  

氏  名  

年   月   日生  

 

年   月   日発行  

 

ひたちなか市立（学校名）校長  

氏名          印  

 

 

注  意  事  項  

 

１  この証明書は他人に貸与しては

ならない。  

２  記載事項を変更する理由が生じ

たとき，又は損傷したときは，速や

かに発行者の訂正又は再交付を求

めなければならない。  

３  この証明書は，退職その他の理由

により不用になったときは，直ちに

発行者に返さなければならない。  

４  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１７号を次のように改める。  



様式第１７号（第２３条関係）  

 

年   月   日  

ひたちなか市教育委員会教育長  

（学校名）  校長  
殿  

 

事務引継者  職  氏名  

 

事務引受者  職  氏名  

 

事  務  引  継  書  

 

次のとおり事務引継を完了しました。  

 

記  

 

１  担任事務の経過及び現状  

 

 

２  特に注意を要する事項  

 

 

３  懸案事項  

 

 

４  将来の構想  

 

 

５  その他  

 

 

 

 

 

 

 



（ひたちなか市学校介助員設置要綱の一部改正）  

第２条  ひたちなか市学校介助員設置要綱（平成１６年教委訓令第２号）の一部を

次のように改正する。  

第１条中「ひたちなか市立小中学校」を「ひたちなか市立の小学校，中学校及

び義務教育学校」に，「「小中学校」」を「「小中学校等」」に改める。  

第２条第１項中「学校長」を「小中学校等の校長（以下「学校長」という。）」

に改め，同項第１号中「小中学校」を「小中学校等」に改める。  

第３条中「所属する」の次に「小中学校等の」を加え，同条第５号中「，学校

長」を「学校長」に改める。  

（ひたちなか市教育課題検討会設置要綱の一部改正）  

第３条  ひたちなか市教育課題検討会設置要綱（平成２３年教委訓令第２号）の一

部を次のように改正する。  

第３条第３項第８号から第１１号までを次のように改める。  

（８）  市立の小学校の校長  

（９）  市立の中学校の校長  

（１０）  市立の義務教育学校の校長  

（１１）  市立の学校の副校長及び教頭  

第３条第３項に次の１号を加える。  

（１２）  市立の幼稚園の園長及び教諭  

 

 

付  則  

（施行期日）  

１  この訓令は，令和３年４月１日から施行する。  

（ひたちなか市立学校職員服務規程の一部改正に伴う経過措置）  

２  この訓令の施行の日前に第１条の規定による改正前のひたちなか市立学校職員

服務規程第２１条第１項の規定により交付された身分証明書は，第１条の規定に

よる改正後のひたちなか市立学校職員服務規程第２１条第１項の規定により交付

された身分証明書とみなす。  

 



ひたちなか市立学校職員服務規程新旧対照表（第１条関係）                    Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

（定義） 

第２条 この規程で「職員」とは，ひたちなか市立学校管理規則（平成６年教

委規則第１０号。以下「管理規則」という。）第１４条に規定する職員をい

う。 

 

（願，届，報告書等の提出手続） 

第３条 職員が，この規程に基づいて提出する願，届，報告書等は，特別の定

めがあるもののほか，すべて校長を経由して教育長に提出しなければならな

い。 

 

（履歴書等の作成及び管理） 

第５条 新たに県費負担教職員となった職員は，その着任後７日以内に，履歴

書記載事項報告書（様式第２号）（以下「報告書」という。）を３部作成

し，校長に提出しなければならない。 

２ 校長は，前項の報告書のうち，２部を教育長に送付し，他の１部は当該学

校に保管するものとする。 

３ 校長は，第１項の規定により提出された報告書を基に履歴書（様式第２号

の２及び様式第２号の３）を２部作成して必要に応じ加除整理するものと

し，１部を教育長に送付するものとする。 

４ 略 

 

（履歴事項の追加訂正届） 

第６条 略 

２ 前項の規定による届出には，戸籍記載事項については戸籍抄本又は戸籍の

個人事項証明書を，学歴，資格等の場合については，その証明書を添付しな

ければならない。 

 

（出張の復命） 

第１１条 職員は，出張したときは，帰校後速やかに出張復命書（様式第９

号）を旅行命令者に提出しなければならない。ただし，軽易なものは口頭で

復命することができる。 

（定義） 

第２条 この規程において「職員」とは，ひたちなか市立学校管理規則（平成

６年教委規則第１０号。以下「管理規則」という。）第１４条に規定する職

員をいう。 

 

（願，届，報告書等の提出手続） 

第３条 職員がこの規程に基づいて提出する願，届，報告書等は，特別の定め

があるもののほか，全て校長を経由して教育長に提出しなければならない。 

 

 

（履歴書等の作成及び管理） 

第５条 新たに県費負担教職員となった職員は，その着任後７日以内に，履歴

書記載事項報告書（様式第２号。以下「報告書」という。）を３部作成し，

校長に提出しなければならない。 

２ 校長は，前項の規定により提出された報告書のうち，２部を教育長に送付

し，他の１部は当該学校に保管するものとする。 

３ 校長は，第１項の規定により提出された報告書を基に履歴書（様式第２号

の２及び様式第２号の３）を２部作成し，必要に応じて加除整理をして，１

部を教育長に送付するものとする。 

４ 略 

 

（履歴事項の追加訂正届） 

第６条 略 

２ 前項の規定による届出には，戸籍記載事項の追加等の場合については戸籍

抄本又は戸籍の個人事項証明書を，学歴，資格等の追加等の場合については

その証明書を添付しなければならない。 

 

（出張の復命） 

第１１条 職員は，出張したときは，帰校後速やかに，出張復命書（様式第９

号）を旅行命令者に提出しなければならない。ただし，軽易なものについて

は，口頭で復命することができる。 

 

参考資料 
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（休暇の取扱い） 

第１２条 職員は，疾病その他の理由により定められた出勤時刻までに出勤で

きないとき，又は勤務時間中に早退しようとするときは，事前に休暇の手続

をとらなければならない。 

２ 職員は，疾病，災害その他やむを得ない理由により事前に休暇の手続をと

れないときは，速やかに電話，電報，伝言等により校長にあっては教育長

に，その他の職員にあっては校長に連絡しなければならない。 

 

（出勤届書の提出） 

第１４条 校長は，前条の規定による届出を受理した場合，管理規則第２６条

第２項の規定により，すでに教育委員会に届出済みであるものについては，

速やかに出勤届出書（様式第１０号）を提出するものとする。 

 

（不在中の授業，事務の処理） 

第１５条 職員は，出張，研修，休暇等の場合は，その期間担当する授業その

他事務に遅滞又は支障を生じないようあらかじめ必要な事項を校長にあって

は教頭（副校長を置く学校にあっては，副校長）に，その他の職員にあって

は校長又は校長の指定する職員に連絡しなければならない。 

 

（団体等兼離職の手続） 

第１９条 職員は，第１６条及び第１７条に規定する手続を必要としない国家

公務員，地方公務員及び各種団体の職を兼職する場合又はその兼職を離職し

た場合は，団体等兼（離）職届（様式第１４号）を提出しなければならな

い。 

 

（身分証明書） 

第２１条 略 

２ 身分証明書の有効期間は，発行の日から２年間とする。 

３・４ 略 

５ 職員は，身分証明書を忘失した場合は，速やかに届け出なければならな

い。 

６ 職員は，退職する場合に身分証明書を返納しなければならない。ただし，

（休暇の取扱い） 

第１２条 職員は，疾病その他の理由により定められた出勤時刻までに出勤す

ることができないとき，又は勤務時間中に早退しようとするときは，事前に

休暇の手続をとらなければならない。 

２ 職員は，疾病，災害その他やむを得ない理由により事前に休暇の手続をと

ることができないときは，速やかに電話，電報，伝言等により，校長にあっ

ては教育長に，その他の職員にあっては校長に連絡しなければならない。 

 

（出勤届書の提出） 

第１４条 校長は，前条の規定による届出があった場合には，管理規則第２６

条第２項の規定により，既に教育委員会に届出済みであるものについては，

速やかに出勤届出書（様式第１０号）を提出するものとする。 

 

（不在中の授業及び事務の処理） 

第１５条 職員は，出張，研修，休暇等の場合には，その期間担当する授業そ

の他事務に遅滞又は支障を生じないよう，あらかじめ必要な事項を，校長に

あっては教頭（副校長を置く学校にあっては，副校長）に，その他の職員に

あっては校長又は校長の指定する職員に連絡しなければならない。 

 

（団体等兼離職の手続） 

第１９条 職員は，第１６条及び第１７条に規定する手続を必要としない国家

公務員，地方公務員及び各種団体の職を兼職する場合又はその兼職を離職し

た場合には，団体等兼（離）職届（様式第１４号）を提出しなければならな

い。 

 

（身分証明書） 

第２１条 略 

２ 身分証明書の有効期間は，発行の日から起算して２年間とする。 

３・４ 略 

５ 職員は，身分証明書を忘失した場合には，速やかに届け出なければならな

い。 

６ 職員は，退職する場合には，身分証明書を返納しなければならない。ただ



Ｎｏ．３  

旧 新 備考 

死亡の場合には校長において返納の手続をとるものとする。 

 

（事後引継） 

第２３条 職員は，退職するときは退職の日に，休職又は転勤を命ぜられたと

きはその日から５日以内に担当校務についての書類帳簿等を付した事務引継

書（様式第１７号）を作成し，校長（校長にあっては教育長）の指定する職

員に引き継ぎ，その確認を受けなければならない。 

 

（事故等の報告） 

第２４条 職員は，重大な事故（交通事故にあっては，すべての事故）が生じ

たとき又は重大な交通違反をしたときは，直ちにその事情を校長に報告しな

ければならない。 

２ 略 

 

 

 

様式第１号（第４条関係） 

 

年  月  日 

 

ひたちなか市教育委員会教育長 殿 

 

〇〇学校 

職氏名          ㊞ 

 

着   任   届 

 

年  月  日に採用（転勤）発令通知を受領し，  年  月  日に

着任しました。 

 

注 同一内容の場合は，連名で届け出ること。 

 

 

 

し，死亡の場合においては，校長が返納の手続をとるものとする。 

 

（事後引継） 

第２３条 職員は，退職するときは退職の日に，休職又は転勤を命ぜられたと

きはその日から５日以内に，担当校務についての書類帳簿等を付した事務引

継書（様式第１７号）を作成し，校長（校長にあっては，教育長）の指定す

る職員に引き継ぎ，その確認を受けなければならない。 

 

（事故等の報告） 

第２４条 職員は，重大な事故（交通事故にあっては，全ての事故）が生じた

とき又は重大な交通違反をしたときは，直ちにその事情を校長に報告しなけ

ればならない。 

２ 略 

 

 

 

様式第１号（第４条関係） 

 

年  月  日 

 

ひたちなか市教育委員会教育長 殿 

 

（学校名） 

職氏名 

 

着任届 

 

年  月  日に採用（転勤）発令通知を受領し，    年  月  

日に着任しました。 

 

注 同一内容の場合は，連名で届け出ること。 
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様式第３号（第６条関係） 

履歴事項追加（訂正）届 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長 殿 

 

〇〇学校 

職氏名          ㊞ 

 

年 月 日 

 

 

新 事 項 

 

 

旧 事 項 

 

 

１ 履歴事項とは，氏名，本籍，住所，学歴，資格，免許等である。 

２ 氏名，本籍，現住所が変更した場合は，身分証明書を添付すること。 

 

 

 

様式第５号（第８条関係） 

欠   勤   届 
年  月  日 

学校長    殿 

学校 

職氏名          ㊞ 

 

期 間 

 

月  日 

 

前 

 

後 

時  分から  月  日 

前 

 

後 

  時  分まで 

（  日  時間  分） 

理 由 

  

  

   

 

 

 

様式第３号（第６条関係） 

履歴事項追加（訂正）届 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長 殿 

 

（学校名） 

職氏名 

 

年月日 

 

 

新事項 

 

 

旧事項 

 

注 

１ 履歴事項とは，氏名，本籍，住所，学歴，資格，免許等である。 

２ 氏名，本籍又は現住所が変更した場合は，身分証明書を添付すること。 

 

 

 

様式第５号（第８条関係） 

欠勤届 
年  月  日 

校長      殿 

（学校名） 

職氏名 

 

期間 

 

月  日 

 

前 

 

後 

時  分から  月  日 

前 

 

後 

時  分まで 

（  日  時間  分） 

理由 
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様式第６号（第１０条関係） 

職 務 専 念 義 務 免 除 願 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長 

ひたちなか市立〇〇小（中）学校長 
殿 

〇〇学校 

職氏名          ㊞ 

 

  次のとおり職務に専念する義務の免除を承認願います。 

職務専念義務

免除の内容 
（１） 

研修を受け

る場合 
（２） 

厚生に関する計画の

実施に参加する場合 
（３） 

市長が定め

る場合 

期 間   

理 由   

備 考   

 

注 １ 「職務専念義務免除の内容」欄は，該当する数字を〇で囲むこと。 

２ あて先は，いずれか一方を消すこと。 

 

 

 

様式第９号（第１１条関係） 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長 

ひたちなか市立〇〇小（中）学校長 
殿 

〇〇学校 

職氏名          ㊞ 

 

出 張 復 命 書 

旅行年月日  年  月  日から  月  日まで  日間 

目的地及び用務先 

用  務 

上記の命令のとおり出張してきましたので，次のとおり復命します。 

記 

 １ 

 

 ２ 

 

 

注 １ 命令の内容が同一の場合は，連名で復命することができる。 

２ あて先は，いずれか一方を消すこと。 

様式第６号（第１０条関係） 

職務専念義務免除願 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長 

（学校名） 校長 
殿 

（学校名） 

職氏名 

 

次のとおり職務に専念する義務の免除を承認願います。 

職務専念義務

免除の内容 
（１） 

研修を受け

る場合 
（２） 

厚生に関する計画の

実施に参加する場合 
（３） 

市長が定め

る場合 

期間   

理由   

備考   

注 

１ 「職務専念義務免除の内容」欄は，該当する数字を〇で囲むこと。 

２ 宛先は，いずれか一方を消すこと。 

 

 

 

様式第９号（第１１条関係） 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長 

（学校名） 校長 
殿 

（学校名） 

職氏名 

 

出張復命書 

旅行年月日     年  月  日から  月  日まで  日間 

目的地及び用務先 

用務 

上記の命令のとおり出張してきましたので，次のとおり復命します。 

記 

１ 

 

２ 

 

注 

１ 命令の内容が同一の場合は，連名で復命することができる。 

２ 宛先は，いずれか一方を消すこと。 
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様式第１０号（第１４条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

ひたちなか市教育委員会教育長  殿 

〇〇学校長 氏 名 印 

 

出 勤 届 出 書 

 

本校職 名 氏   名の休暇については，ひたちなか市立学校管理規則第２６条

第２項の規定により，すでに  月  日付け第  号で報告済みでありますが，

次のとおり休暇期間中に出勤しましたのでお届けします。 

 

記 

 

１ 休 暇 期 間 

 

 

 

２ 出勤した期日 

 

 

 

３ 理 由 

 

 

 

 

 

注 「療養休暇」「特別休暇」については，「３理由」を書くこと。 

 

 

 

 

 

様式第１０号（第１４条関係） 

第   号 

年  月  日 

 

ひたちなか市教育委員会教育長 殿 

（学校名） 校長      印 

 

出勤届出書 

 

本校（職名）（氏名）の休暇については，ひたちなか市立学校管理規則第２６条

第２項の規定により，既に  月  日付け第  号で報告済みでありますが，次の

とおり休暇期間中に出勤しましたのでお届けします。 

 

記 

 

１ 休暇期間 

 

 

 

２ 出勤した期日 

 

 

 

３ 理由 

 

 

 

 

 

注 「療養休暇」「特別休暇」については，「３ 理由」を書くこと。 
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様式第１１号（第１６条関係） 

営利企業等従事許可願 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長  殿 

 

〇〇学校 

職氏名          ㊞ 

従事しようとする団体名 

団体の所在地 

団体の事業内容 

団体の経営形態 

従事しようとする職名 

勤務の態様 

受けるべき報酬 

勤務時間 

その他参考事項 

学校長の意見           学校長 氏名          ㊞ 

 

 

 

様式第１２号（第１７条関係） 

兼職（兼務）承認願 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長  殿 

 

〇〇学校 

職氏名          ㊞ 

従事しようとする団体名 

団体の所在地 

団体の事業内容 

団体の経営形態 

従事しようとする職名 

勤務の態様 

受けるべき報酬 

勤務時間 

その他参考事項 

学校長の意見           学校長 氏名          ㊞ 

 

 

様式第１１号（第１６条関係） 

営利企業等従事許可願 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長 殿 

 

（学校名） 

職氏名 

従事しようとする団体名 

団体の所在地 

団体の事業内容 

団体の経営形態 

従事しようとする職名 

勤務の態様 

受けるべき報酬 

勤務時間 

その他参考事項 

学校長の意見         （学校名） 校長 

（署名又は記名押印） 

 

 

様式第１２号（第１７条関係） 

兼職（兼務）承認願 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長 殿 

 

（学校名） 

職氏名 

従事しようとする団体名 

団体の所在地 

団体の事業内容 

団体の経営形態 

従事しようとする職名 

勤務の態様 

受けるべき報酬 

勤務時間 

その他参考事項 

学校長の意見         （学校名） 校長 

（署名又は記名押印） 
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様式第１３号（第１８条関係） 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長  殿 

〇〇学校 

職氏名          ㊞ 

 

営利企業 

兼職（兼務） 
等離職届 

 

年  月  日ひたちなか市教育委員会教育長訓第  号で，許可（承

認）された下記従事の業務を   年  月  日に離職しましたのでお届けしま

す。 

記 

１ 従事していた団体名 

 

２ 従事していた職名 

 

 

 

様式第１４号（第１９条関係） 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長  殿 

〇〇学校 

職氏名          ㊞ 

 

団 体 等 
兼 

（離） 
職 届 

 

次のとおり，団体業務を兼（離）職しましたのでお届けします。 

 

記 

１ 団体の名称 

２ 団体の所在地 

３ 兼（離）職の期日 

４ 兼職期間 

５ 職名 

６ 兼（離）職の理由 

 

 

 

様式第１３号（第１８条関係） 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長 殿 

（学校名） 

職氏名 

 

営利企業兼職（兼務）等離職届 

 

 

年  月  日ひたちなか市教育委員会教育長訓第  号で，許可（承

認）された下記従事の業務を   年  月  日に離職しましたのでお届けしま

す。 

記 

１ 従事していた団体名 

 

２ 従事していた職名 

 

 

 

様式第１４号（第１９条関係） 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長 殿 

（学校名） 

職氏名 

 

団体等 
兼 

（離） 
職届 

 

次のとおり，団体業務を兼（離）職しましたのでお届けします。 

 

記 

１ 団体の名称 

２ 団体の所在地 

３ 兼（離）職の期日 

４ 兼職期間 

５ 職名 

６ 兼（離）職の理由 
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様式第１５号（第２１条関係） 

表 

  

裏 

第  号 

 

身 分 証 明 書 

 

本籍地 

現住所 

勤務校 

氏 名 

年 月 日生 

 

年  月  日発行 

 

ひたちなか市立〇〇学校長 

氏名         印 

 

 注 意 事 項  

 

１ この証明書は他人に貸与して

はならない。 

２ 記載事項を変更する理由が生

じたとき，又は損傷したとき

は，速やかに発行者の訂正又は

再交付を求めなければならな

い。 

３ この証明書は，退職その他の

理由により不用になったとき

は，直ちに発行者に返さなけれ

ばならない。 

４ 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１５号（第２１条関係） 

（表面） 

  

（裏面） 

第  号 

 

身 分 証 明 書 

 

本籍地 

現住所 

勤務校 

氏 名 

年  月  日生 

 

年  月  日発行 

 

ひたちなか市立（学校名）校長 

氏名         印 

 

 注 意 事 項  

 

１ この証明書は他人に貸与して

はならない。 

２ 記載事項を変更する理由が生

じたとき，又は損傷したとき

は，速やかに発行者の訂正又は

再交付を求めなければならな

い。 

３ この証明書は，退職その他の

理由により不用になったとき

は，直ちに発行者に返さなけれ

ばならない。 

４ 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｎｏ．１０  

旧 新 備考 

様式第１７号（第２３条関係） 

 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長 

ひたちなか市立〇〇小（中）学校長 
殿 

 

事務引継者 職 氏名           ㊞ 

 

事務引受者 職 氏名           ㊞ 

 

事 務 引 継 書 

 

次のとおり事務引継を完了しました。 

 

記 

 

１ 担任事務の経過及び現状 

 

 

２ 特に注意を要する事項 

 

 

３ 懸案事項 

 

 

４ 将来の構想 

 

 

５ その他 

 

 

 

 

 

  

様式第１７号（第２３条関係） 

 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会教育長 

（学校名） 校長 
殿 

 

事務引継者 職 氏名 

 

事務引受者 職 氏名 

 

事 務 引 継 書 

 

次のとおり事務引継を完了しました。 

 

記 

 

１ 担任事務の経過及び現状 

 

 

２ 特に注意を要する事項 

 

 

３ 懸案事項 

 

 

４ 将来の構想 

 

 

５ その他 

 

 

  

 



ひたちなか市学校介助員設置要綱新旧対照表（第２条関係） 

旧 新 備考 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，ひたちなか市立小中学校（以下「小中学校」という。）

に在籍する教育上特別の支援を必要とする児童又は生徒（以下「対象児童生

徒」という。）に対して適正な教育活動の充実を図るため，対象児童生徒を

介助する者（以下「学校介助員」という。）を置くことについて，必要な事

項を定めるものとする。 

 

（配置基準） 

第２条 教育委員会は，学校長が必要とするときは，次に掲げる対象児童生徒

の在籍する学級に学校介助員を配置するものとする。 

 

（１） ひたちなか市教育支援委員会（以下「教育支援委員会」という。）

において，特別支援学校への就学が適当であると判定を受けた対象児

童生徒のうち，保護者が小中学校に就学を希望したことにより小中学

校に在籍する対象児童生徒 

（２）・（３） 略 

２ 略 

 

（職務） 

第３条 学校介助員は，所属する学校長の指示に従い，次に掲げる職務に従事

する。 

（１）～（４） 略 

（５） その他学校運営に関し，学校長が必要と認める事項に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

  

（趣旨） 

第１条 この要綱は，ひたちなか市立の小学校，中学校及び義務教育学校（以

下「小中学校等」という。）に在籍する教育上特別の支援を必要とする児童

又は生徒（以下「対象児童生徒」という。）に対して適正な教育活動の充実

を図るため，対象児童生徒を介助する者（以下「学校介助員」という。）を

置くことについて，必要な事項を定めるものとする。 

 

（配置基準） 

第２条 教育委員会は，小中学校等の校長（以下「学校長」という。）が必要

とするときは，次に掲げる対象児童生徒の在籍する学級に学校介助員を配置

するものとする。 

（１） ひたちなか市教育支援委員会（以下「教育支援委員会」という。）

において，特別支援学校への就学が適当であると判定を受けた対象児

童生徒のうち，保護者が小中学校等に就学を希望したことにより小中

学校等に在籍する対象児童生徒 

（２）・（３） 略 

２ 略 

 

（職務） 

第３条 学校介助員は，所属する小中学校等の学校長の指示に従い，次に掲げ

る職務に従事する。 

（１）～（４） 略 

（５） その他学校運営に関し学校長が必要と認める事項に関すること。 

 

 

 



ひたちなか市教育課題検討会設置要綱新旧対照表（第３条関係） 

旧 新 備考 

（組織） 

第３条 略 

２ 略 

３ 会員は，次に掲げる者のうちから会長が任命する。 

（１）～（７） 略 

（８） 市立小学校長 

（９） 市立中学校長 

 

（１０） 市立学校副校長及び教頭 

（１１） 市立幼稚園長及び教諭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（組織） 

第３条 略 

２ 略 

３ 会員は，次に掲げる者のうちから会長が任命する。 

（１）～（７） 略 

（８） 市立の小学校の校長 

（９） 市立の中学校の校長 

（１０） 市立の義務教育学校の校長 

（１１） 市立の学校の副校長及び教頭 

（１２） 市立の幼稚園の園長及び教諭 

 

 



議案第９号，第１０号，第１１号資料 

美乃浜学園の開校（義務教育学校の設置）に伴う例規改正について  

 

教育委員会事務局総務課  

 

１  趣旨  

令和３年４月１日にひたちなか市立美乃浜学園が開校すること（義務教育学校

の設置）に伴い，関連する規則，告示，訓令をそれぞれまとめて改正するもので

す。  

 

２  改正する例規  

教育委員会規則   ７  

・ひたちなか市立学校管理規則  

・ひたちなか市立学校等の市費支弁職員の職務に関する規則  

・ひたちなか市児童生徒等の就学等に関する規則  

・ひたちなか市教育支援委員会条例施行規則  

・ひたちなか市立学校児童又は生徒の問題行動に対する出席停止の手続に

関する規則  

・ひたちなか市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める規則  

・ひたちなか市入学前就学援助費交付規則  

教育委員会告示   ２  

・ひたちなか市放課後子ども教室事業実施要綱  

・ひたちなか市いじめ問題対策連絡協議会設置要綱  

教育委員会訓令   ３  

・ひたちなか市立学校職員服務規程  

・ひたちなか市学校介助員設置要綱  

・ひたちなか市教育課題検討会設置要綱  

 

３  改正の内容  

（１）  「小学校又は中学校」など要件等への「義務教育学校」の追加（法令の

条項の追加もあり）。  

（２）  様式中の「〇〇小学校」「〇〇学校」を，「学校名」と変更又は様式から

の削除  

（３）  通学区域の図の改正（ひたちなか市児童生徒等の就学等に関する規則別

図第１・第２）  

（４）  押印の見直しによる「㊞」の削除，「署名又は記入押印」の追加  

（５）  例規上の表現の改正  

（６）  様式のレイアウトの統一  

 



ひたちなか市教育委員会規則第   号  

 

 

ひたちなか市教育委員会規則に規定する押印の特例に関する規則を別紙のとおり

公布する。  

 

 

 

令和   年   月   日  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第１２号  

 

 

ひたちなか市教育委員会規則に規定する押印の特例に関する規則制

定について  

 

 

ひたちなか市教育委員会規則に規定する押印の特例に関する規則を別紙のとおり

制定する。  

 

 

令和３年  ３月２９日  提出  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  野  沢  恵  子  

 

 

令和  年   月   日  議決  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ひたちなか市教育委員会規則第   号  

 

 

ひたちなか市教育委員会規則に規定する押印の特例に関する規則  

 

 

（趣旨）  

第１条  この規則は，行政手続の簡素化を推進することにより，市民等の負担の軽

減及び利便性の向上を図るため，ひたちなか市教育委員会規則（以下「規則」と

いう。）に規定する申請書，届出書その他の書類（以下「申請書等」という。）に

おける押印の特例に関し，必要な事項を定めるものとする。  

（押印の特例）  

第２条  申請書等のうち別表第１の左欄に掲げる規則に規定する同表の右欄に掲げ

るものに係る当該規則の規定による申請，届出等を行う者は，当該規則の規定に

かかわらず，当該申請書等に押印することを要しないものとする。  

２  申請書等のうち別表第２の左欄に掲げる規則に規定する同表の右欄に掲げるも

のに係る当該規則の規定による申請，届出等を行う者が当該申請書等に自署する

場合においては，当該申請，届出等を行う者は，当該規則の規定にかかわらず，

当該申請書等に押印することを要しないものとする。  

第３条  前条の規定は，当該申請，届出等を行う者が，当該申請書等に押印するこ

とを妨げるものではない。  

（申請書等の作成等の特例）  

第４条  この規則の施行の日以後において作成する別表第１及び別表第２のそれぞ

れの右欄に掲げる申請書等については，申請，届出等を行う者に押印を求める印

の表示を削り，これを作成することができるものとする。  

２  この規則の施行の際現にある別表第１及び別表第２のそれぞれの右欄に掲げる

申請書等の用紙については，当分の間，所要の補正をした上，なお使用すること

ができる。  

（補則）  

第５条  この規則に定めるもののほか，必要な事項は，教育長が別に定める。  

 

 

付  則  

（施行期日）  

１  この規則は，令和３年４月１日から施行する。  

（失効）  



２  この規則は，令和３年５月３１日限り，その効力を失う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第２条，第４条関係）  

規則  申請書等  

ひたちなか市立学校体育施設開

放規則（平成６年教委規則第１

６号）  

ひたちなか市立学校体育施設使用（使用許可変

更）許可申請書（様式第１号）  

ひたちなか市立学校体育施設事故等報告書（様

式第８号）  

ひたちなか市立幼稚園管理規則

（平成６年教委規則第１７号）  

幼稚園入園許可申請書（様式第１号）  

幼稚園退園届（様式第４号）  

ひたちなか市立図書館設置及び

管理条例施行規則（平成６年教

委規則第２９号）  

図書館資料寄託申込書（様式第６号）  

ひたちなか市文化財保護条例施

行規則（平成６年教委規則第３

２号）  

ひたちなか市指定有形文化財（有形民俗文化財）

指定申請書（様式第１号）  

ひたちなか市指定無形文化財（選定保存技術）指

定（選定）申請書（様式第２号）  

ひたちなか市指定無形民俗文化財指定申請書

（様式第３号）  

ひたちなか市指定史跡名勝天然記念物指定申請

書（様式第４号）  

ひたちなか市指定文化財管理費修理費補助申請

書（様式第１７号）  

現状変更許可申請書（様式第１８号）  

現状変更届（様式第１９号）  

指定文化財修理届（様式第２０号）  

ひたちなか市埋蔵文化財調査セ

ンター設置及び管理条例施行規

則（平成６年教委規則第３４号） 

センター資料利用許可申請書（様式第１号）  

センター資料館外貸出許可申請書（様式第３号） 

出版掲載等許可申請書（様式第５号）  

資料寄贈（寄託）申込書（様式第７号）  

センター施設使用許可申請書（様式第９号）  

ひたちなか市教育委員会の所管

に係る公の施設に係る指定管理

者の指定の手続等に関する条例

施行規則（平成１７年教委規則

第４号）  

指定管理者指定申請書（様式第１号）  

 



別表第２（第２条，第４条関係）  

規則  申請書等  

ひたちなか市児童生徒等の就学

等に関する規則（平成６年教委

規則第１２号）  

就学猶予・就学免除許可申請書（様式第１９号） 

ひたちなか市文化財保護条例施

行規則  

同意書（様式第５号）  

同意書（様式第１４号）  

ひたちなか市奨学資金貸与条例

施行規則（平成１０年教委規則

第５号）  

奨学生願書（様式第１号）  

誓約書（様式第４号）  

奨学資金貸与辞退届（様式第５号）  

奨学資金貸与継続願（様式第６号）  

奨学生休学届（様式第７号）  

奨学生退学届（様式第８号）  

奨学資金貸与復活願（様式第１０号）（奨学生並

びに保証人及び連帯保証人に係る部分に限る。）  

奨学資金返還猶予申請書（様式第１３号）  

奨学資金返還免除申請書（様式第１５号）  

家庭状況書（様式第１６号）  

奨学生（連帯保証人・保証人）住所（氏名）変更

届（様式第１９号）  

奨学生死亡届（様式第２０号）  

労働者災害補償保険法の適用を

受ける職員の公務災害等に伴う

休業補償等の支給に関する規則

（令和２年教委規則第６号）  

休業補償等請求書（別記様式）（所属長及び医師

に係る部分に限る。）  

  



ひたちなか市教育委員会訓令第   号  

 

 

ひたちなか市教育委員会訓令に規定する押印の特例に関する訓令を別紙のとおり

公表する。  

 

 

 

令和   年   月   日  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  野  沢  恵  子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第１４号  

 

 

ひたちなか市教育委員会訓令に規定する押印の特例に関する訓令制

定について  

 

 

ひたちなか市教育委員会訓令に規定する押印の特例に関する訓令を別紙のとおり

制定する。  

 

 

令和３年  ３月２９日  提出  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  野  沢  恵  子  

 

 

令和  年   月   日  議決  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ひたちなか市教育委員会訓令第   号  

 

 

ひたちなか市教育委員会訓令に規定する押印の特例に関する訓令  

 

 

（趣旨）  

第１条  この訓令は，教育委員会事務局及び教育委員会が所管する教育機関の事務

手続の簡素化を推進することにより，職員の負担の軽減及び業務の効率化を図る

ため，ひたちなか市教育委員会訓令（以下「訓令」という。）の規定による押印の

手続の特例に関し，必要な事項を定めるものとする。  

（押印の特例）  

第２条  別表第１の左欄に掲げる訓令の同表の右欄に掲げる規定による押印の手続

については，当該規定にかかわらず，押印することを要しないものとする。  

２  別表第２の左欄に掲げる訓令に規定する同表の右欄に掲げる報告書等に係る当

該訓令の規定による報告等を行う者は，当該訓令の規定にかかわらず，当該報告

書等に押印することを要しないものとする。  

（報告書等の作成等の特例）  

第３条  この訓令の施行の日以後において作成する別表第２の右欄に掲げる報告書

等については，押印を求める印の表示を削り，これを作成することができるもの

とする。  

２  この訓令の施行の際現にある別表第２の右欄に掲げる報告書等の用紙について

は，当分の間，所要の補正をした上，なお使用することができる。  

（補則）  

第４条  この訓令に定めるもののほか，必要な事項は，教育長が別に定める。  

 

 

付  則  

（施行期日）  

１  この訓令は，令和３年４月１日から施行する。  

（失効）  

２  この訓令は，令和３年５月３１日限り，その効力を失う。  

 

 

 

 



別表第１（第２条関係）  

訓令  規定  

ひたちな か市立学 校処務規 程

（平成６年教委訓令第４号）  

第５条第１項第２号（受領印を徴する部分に限

る。）  

第５条第１項第３号  

 

別表第２（第２条，第３条関係）  

訓令  報告書等  

ひたちなか市立学校職員服務規

程（平成６年教委訓令第５号）  

履歴書記載事項報告書（様式第２号）  

研修承認願（様式第７号）  

   



ひたちなか市教育委員会告示第   号  

 

 

ひたちなか市教育委員会告示に規定する押印の特例に関する告示を別紙のとおり

公表する。  

 

 

 

令和   年   月   日  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  野  沢  恵  子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第１３号  

 

 

ひたちなか市教育委員会告示に規定する押印の特例に関する告示制

定について  

 

 

ひたちなか市教育委員会告示に規定する押印の特例に関する告示を別紙のとおり

制定する。  

 

 

令和３年  ３月２９日  提出  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  野  沢  恵  子  

 

 

令和  年   月   日  議決  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ひたちなか市教育委員会告示第   号  

 

 

ひたちなか市教育委員会告示に規定する押印の特例に関する告示  

 

 

（趣旨）  

第１条  この告示は，行政手続の簡素化を推進することにより，市民等の負担の軽

減及び利便性の向上を図るため，ひたちなか市教育委員会告示（以下「告示」と

いう。）に規定する申請書，報告書その他の書類（以下「申請書等」という。）に

おける押印の特例に関し，必要な事項を定めるものとする。  

（押印の特例）  

第２条  申請書等のうち別表第１の左欄に掲げる告示に規定する同表の右欄に掲げ

るものに係る当該告示の規定による申請，報告等を行う者は，当該告示の規定に

かかわらず，当該申請書等に押印することを要しないものとする。  

２  申請書等のうち別表第２の左欄に掲げる告示に規定する同表の右欄に掲げるも

のに係る当該告示の規定による申請，報告等を行う者が当該申請書等に自署する

場合においては，当該申請，報告等を行う者は，当該告示の規定にかかわらず，

当該申請書等に押印することを要しないものとする。  

第３条  前条の規定は，当該申請，報告等を行う者が，当該申請書等に押印するこ

とを妨げるものではない。  

（申請書等の作成等の特例）  

第４条  この告示の施行の日以後において作成する別表第１及び別表第２のそれぞ

れの右欄に掲げる申請書等については，申請，報告等を行う者に押印を求める印

の表示を削り，これを作成することができるものとする。  

２  この告示の施行の際現にある別表第１及び別表第２のそれぞれの右欄に掲げる

申請書等の用紙については，当分の間，所要の補正をした上，なお使用すること

ができる。  

（補則）  

第５条  この告示に定めるもののほか，必要な事項は，教育長が別に定める。  

 

 

付  則  

（施行期日）  

１  この告示は，令和３年４月１日から施行する。  

（失効）  



２  この告示は，令和３年５月３１日限り，その効力を失う。  

 

 

別表第１（第２条，第４条関係）  

告示  申請書等  

ひたちなか市教育委員会共催及

び後援等名義使用取扱要綱（平

成６年教委告示第４号）  

共催・後援等申請書（様式第１号）  

事業実施報告書（様式第４号）  

ひたちなか市放課後児童健全育

成事業実施要綱（平成２７年教

委告示第１号）  

学童クラブ入会申込書（様式第１号）  

学童クラブ退会申出書（様式第６号）  

 

別表第２（第２条，第４条関係）  

告示  申請書等  

ひたちなか市放課後児童健全育

成事業実施要綱  

支援員出勤簿（様式第９号）  

ひたちなか市青少年相談事業実

施要綱（平成２９年教委告示第

２号）  

街頭指導日誌（様式第３号）  

  



議案第１２号，第１３号，第１４号資料 

押印の見直しに伴う特例の例規制定について 

 

教育委員会事務局総務課 

 

１ 背景 

行政手続の見直しの一環として，国においては「規制改革実施計画（令和２年７月１

７日閣議決定）」に基づき押印の見直しが進められるとともに「地方公共団体における押

印見直しマニュアル」が示されるなど，これまでの押印原則の見直しが進められていま

す。 

こうした状況を受けて，市民等の利便性の向上及び行政手続の効率化を図るため，教

育委員会事務局・学校・図書館における押印の見直しを行ったところ，ひたちなか市教

育委員会規則等で定める７９の手続（申請書等）のうち，７３の手続（申請書等）につ

いて押印等を求める積極的意味合いが小さいと判断されました。 

このため，可能な限り早く押印を廃止することが利便性の向上に資すると考えられる

ため，今般，改正される様式を除いた様式等について，特例の規則・告示・訓令を定め

ることにより，当該手続の押印を不要とするものです。 

 

２ 押印見直しの概要 

検討を行った手続 ８２種類（市長から教育委員会に委任等がされた事務を含む。） 

市民，事業者等が行う手続  ５８ 

教育委員会内部の手続    ２１ 

対象外（会計手続等）     ３ 

 

・市民，事業者等が行う手続（５８種類）の押印見直し結果 

見直し結果 対象手続 

押印の廃止 ５３ 

押印存続 ５ 

計 ５８ 

 

・教育委員会内部の手続（２１種類）の押印見直し結果 

見直し結果 対象手続 

押印の廃止 ２０ 

押印存続 １ 

計 ２１ 

 

※ 押印存続の理由 

 高度な本人確認のため，第三者による証明のため，口座振込に使用するため，署

名に変えると負担が増えるため 

※ この特例規則による特例により押印を要しないこととした手続等に係る規則につ

いては，５月中に改正予定。 



ひたちなか市教育委員会告示第   号  

 

 

ひたちなか市立幼稚園預かり保育事業実施要綱を別紙のとおり公表する。  

 

 

 

令和   年   月   日  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  野  沢  恵  子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第１５号  

 

 

ひたちなか市立幼稚園預かり保育事業実施要綱制定について  

 

 

ひたちなか市立幼稚園預かり保育事業実施要綱を別紙のとおり制定する。  

 

 

令和３年  ３月２９日  提出  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  野  沢  恵  子  

 

 

令和  年   月   日  議決  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ひたちなか市教育委員会告示第   号  

 

 

ひたちなか市立幼稚園預かり保育事業実施要綱  

 

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は，子育て支援の充実と幼児の心身の健全な発達を図るため，市

立の幼稚園（以下「幼稚園」という。）において，教育課程に係る教育時間の終了

後等における教育活動（以下「預かり保育」という。）の事業（以下単に「事業」

という。）の実施に関し，必要な事項を定めるものとする。  

（対象園児）  

第２条  事業の対象となる園児は，幼稚園に通園する園児のうち，その保護者が預

かり保育の利用を希望し，かつ，次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するこ

とにより当該幼稚園における預かり保育が必要と認められる園児とする。  

（１）  家事以外の就労又は就学  

（２）  通院又は家族の介護，看護若しくは通院の介助  

（３）  学校行事又は自治会等の会合への参加  

（４）  妊娠又は出産  

（５）  疾病等  

（６）  冠婚葬祭への参加  

（７）  一時的な休息  

（８）  災害又は事故  

（９）  その他事業の利用が必要であると園長が認める事由  

（実施施設）  

第３条  事業を実施する幼稚園は，全ての幼稚園とする。  

（実施日及び休業日）  

第４条  事業の実施日は，次のとおりとする。  

（１）  通常教育日（月曜日から金曜日までの日で，次号に掲げる日に該当する

日を除いた日をいう。以下同じ。）  

（２）  長期休業日（ひたちなか市立幼稚園管理規則（平成６年教委規則第１７

号）第１５条において準用するひたちなか市立学校管理規則（平成６年教

委規則第１０号）第３条第１項第５号から第８号までにそれぞれ定める幼

稚園の休業日をいう。以下同じ。）  

２  前項の規定にかかわらず，次に掲げる日においては，事業は，実施しない。  

（１）  国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日  



（２）  日曜日及び土曜日  

（３）  当該幼稚園の創立記念日  

（４）  県民の日を定める条例（昭和４３年茨城県条例第３号）に規定する県民

の日  

（５）  ８月１３日から同月１５日までの日  

（６）  １２月２９日から翌年の１月３日までの日（第１号に掲げる日を除く。） 

（７）  その他園長が指定した日  

（実施時間）  

第５条  事業の実施時間は，次に掲げるとおりとする。  

（１）  通常教育日  当該幼稚園における教育時間の終了後から午後４時まで  

（２）  長期休業日  午前９時から午後４時まで  

２  前項の規定にかかわらず，園長は，必要があると認めるときは，同項に定める

事業の実施時間を変更することができる。  

（利用の申込み）  

第６条  事業を利用しようとする保護者は，あらかじめ，預かり保育利用申込書（様

式第１号）を教育委員会に提出し，預かり保育の利用を申し込むものとする。  

２  教育委員会は，前項の規定により申込みがあった場合には，預かり保育利用決

定通知書（様式第２号）を当該保護者に交付するものとする。  

（変更の申出）  

第７条  前条第１項の規定による申込みをした保護者は，当該申込みの内容に変更

が生じたときは，その旨を教育委員会に申し出なければならない。  

（利用決定の取消し）  

第８条  教育委員会は，次の各号のいずれかに該当するときは，当該園児に係る第

６条第２項の規定による事業の利用の決定を取り消すことができる。  

（１）  園児が退園したとき。  

（２）  保護者が第２条各号に掲げる事由のいずれにも該当しなくなったと認め

られるとき。  

（３）  当該園児に対する預かり保育の実施が困難であると認められるとき。  

（４）  事業の利用が不適当であると認めるとき。  

（費用の負担）  

第９条  事業を利用した保護者は，当該利用した日が属する月の翌月の末日までに，

当該利用した日が属する月分の負担金を納付するものとする。  

２  前項の負担金の額は，別表のとおりとする。  

（補則）  

第１０条  この要綱に定めるもののほか，事業の実施に関し必要な事項は，教育長

が別に定める。  



 

 

付  則  

この告示は，令和３年４月１日から施行する。  

 

 

別表（第９条関係）  

実施日  負担金の額（１日当たり）  

通常教育日  ３００円  

長期休業日  ５００円  

備考  園児の保護者が子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３０

条の４第２号に掲げる小学校就学前子どもの保護者であるときは，同法第３０

条の１１第１項の規定による施設等利用費の支給は，同条第３項の規定により

代理受領とする。この場合において，負担金の額は，この表の規定にかかわら

ず，通常教育日にあっては０円，長期休業日にあっては５０円とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第６条関係）  

預かり保育利用申込書  

年   月   日  

ひたちなか市教育委員会  殿  

 

保護者  

住所  

氏名  

電話番号  

 

預かり保育を利用したいので，ひたちなか市立幼稚園預かり保育事業実施要綱第

６条第１項の規定に基づき，次のとおり申し込みます。  

 

１  幼稚園名  

 

 

２  園児氏名  

 

 

３  預かり保育の利用種別（該当する番号に○を付けてください。）  

（１）  長期休業日を含む預かり保育  

（２）  長期休業日を含まない預かり保育  

（３）  長期休業日のみの預かり保育  

 

４  利用希望期間（初回から年度末までの予想される期間）  

年   月   日から     年   月   日まで  

 

５  緊急時の連絡先  

氏名  

住所  

電話番号  

園児との関係  

 

 

 

 



様式第２号（第６条関係）  

年   月   日  

保護者  

住所  

氏名              様  

 

ひたちなか市教育委員会  印  

 

 

預かり保育利用決定通知書  

 

 

年   月   日付けで申込みのあった預かり保育の利用について，次の

とおり決定しましたので，ひたちなか市立幼稚園預かり保育事業実施要綱第６条第

２項の規定により通知します。  

 

１  幼稚園名  

 

 

２  園児氏名  

 

 

３  預かり保育の利用種別  

（１）  長期休業日を含む預かり保育  

（２）  長期休業日を含まない預かり保育  

（３）  長期休業日のみの預かり保育  

 

４  利用期間  

年   月   日から     年   月   日まで  

 

５  備考  

 

 



ひたちなか市教育委員会規則第   号  

 

 

ひたちなか市埋蔵文化財調査センター設置及び管理条例施行規則の一部を改正す

る規則を別紙のとおり公布する。  

 

 

 

令和   年   月   日  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第１６号  

 

 

ひたちなか市埋蔵文化財調査センター設置及び管理条例施行規則の

一部を改正する規則制定について  

 

 

ひたちなか市埋蔵文化財調査センター設置及び管理条例施行規則の一部を改正す

る規則を別紙のとおり制定する。  

 

 

令和３年  ３月２９日  提出  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  野  沢  恵  子  

 

 

令和  年   月   日  議決  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ひたちなか市教育委員会規則第   号  

 

 

ひたちなか市埋蔵文化財調査センター設置及び管理条例施行規則の

一部を改正する規則  

 

 

ひたちなか市埋蔵文化財調査センター設置及び管理条例施行規則（平成６年教委

規則第３４号）の一部を次のように改正する。  

 

第２条中「ひたちなか市埋蔵文化財調査センター（以下「センター」という。）」

を「センターの」に改め，同条第２号中「前号」を「所長」に，「受けて事務事業」

を「受け，事務事業」に改める。  

第１５条を削る。  

第１４条中「陳列室等，資料又は施設の利用者が」を「センターの施設又は資料

の利用者は」に，「資料等」を「資料」に改め，同条を第１５条とする。  

第１３条中「財団法人ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社に」を「公益財団

法人ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社にセンターの」に改め，同条を第１４

条とする。  

第１２条中「センター施設使用許可申請書（様式第９号）を所長に提出し，セン

ター施設使用許可書（様式第１０号）の交付」を「所長の許可」に改め，同条に次

の２項を加え，同条を第１３条とする。  

２  前項の許可の申請は，センター施設使用許可申請書（様式第９号）を所長に提

出することにより行うものとする。  

３  所長は，第１項の許可をしたときは，センター施設使用許可書（様式第１０号）

を交付するものとする。  

第１１条を第１２条とする。  

第１０条第３項中「センターが資料」を「教育長は，資料」に改め，「（様式第８

号）を」の次に「寄贈又は寄託の申込者に」を加え，同条第５項中「センター資料」

を「センターの資料」に改め，同項ただし書中「館外貸出し」の次に「及び前条第

１項に規定する出版物への掲載等」を加え，同条を第１１条とする。  

第９条中「出版掲載等許可申請書（様式第５号）を所長に提出し，出版掲載等許

可書（様式第６号）の交付」を「所長の許可」に改め，同条に次の２項を加え，同

条を第１０条とする。  

２  前項の許可の申請は，出版掲載等許可申請書（様式第５号）を所長に提出する

ことにより行うものとする。  



３  所長は，第１項の許可をしたときは，出版掲載等許可書（様式第６号）を申請

者に交付するものとする。  

第７条及び第８条を削る。  

第６条各号列記以外の部分中「，次の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」

に，「場合は，入室」を「場合には，その者について，陳列室等への」に改め，「又

は」の次に「陳列室等から」を加え，同条第１号，第３号及び第４号中「認めたと

き」を「認めるとき」に改め，同条を第７条とし，同条の次に次の２条を加える。  

（資料の利用）  

第８条  学術上の研究等のため，センターが収蔵する資料を，閲覧しようとする者

又は写真，映像その他これらに類するものに利用しようとする者は，所長の許可

を受けなければならない。  

２  前項の許可の申請は，センター資料利用許可申請書（様式第１号）を所長に提

出することにより行うものとする。  

３  所長は，第１項の許可をしたときは，センター資料利用許可書（様式第２号）

を申請者に交付するものとする。ただし，特に必要がないと認めるときは，当該

交付を省略することができる。  

（資料の館外貸出し）  

第９条  所長は，教育，学術又は文化の関係機関，関係団体その他適当と認められ

る者に対し，資料の保管について安全が確保できると認められ，かつ，資料の保

存管理上適当と認められる場合に限り，センターの資料を館外に貸し出すことが

できる。  

２  前項の規定による貸出し（以下「館外貸出し」という。）を受けようとする者は，

所長の許可を受けなければならない。  

３  前項の許可の申請は，センター資料館外貸出許可申請書（様式第３号）を所長

に提出することにより行うものとする。  

４  所長は，第２項の許可をしたときは，センター資料館外貸出許可書（様式第４

号）を申請者に交付するものとする。  

５  館外貸出しの期間は，３０日以内とする。ただし，所長は，特別な理由がある

と認めるときは，その期間を延長することができる。  

第５条中「次の各号に」を「次に」に，「おいて陳列室等」を「おいては，陳列室

等」に改め，同条ただし書中「が特に」を「は，特に」に，「認めたとき」を「認め

るとき」に改め，同条第１号中「月曜日（」の次に「その日が」を加え，「が月曜日」

を削り，「その」を「その日の」に改め，同条第２号及び第３号を次のように改め，

同条を第６条とする。  

（２）  １２月２８日から翌年の１月４日まで  

（３）  館内整理日として年間７日以内の日  



第４条中「（入室時間は午後４時３０分）まで」を「まで（入室は，午後４時３０

分まで）」に改め，同条ただし書中「所長が特に」を「所長は，特に」に，「認めた

とき」を「認めるとき」に改め，同条を第５条とする。  

第３条の見出しを「（公開施設）」に改め，同条中「センターの公開する部屋」を

「公開するセンターの施設」に改め，同条を第４条とし，第２条の次に次の１条を

加える。  

（準用）  

第３条  センターにおける事務の処理，帳簿の保存，職員の服務等については，こ

の規則に定めがあるもののほか，ひたちなか市教育委員会事務局処務規程（平成

６年教委訓令第２号）を準用する。  

様式第１号及び様式第２号中「第７条」を「第８条」に改める。  

様式第３号及び様式第４号中「第８条」を「第９条」に改める。  

様式第５号及び様式第６号中「第９条」を「第１０条」に改める。  

様式第７号及び様式第８号中「第１０条」を「第１１条」に改める。  

様式第９号及び様式第１０号中「第１２条」を「第１３条」に改める。  

 

 

付  則  

 この規則は，公布の日から施行する。  
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（職員の職務） 

第２条 ひたちなか市埋蔵文化財調査センター（以下「センター」という。）

職員の職務は，次のとおりとする。 

（１） 所長は，上司の命を受けてセンターの事務を掌理し，所属職員を指

揮監督する。 

（２） 前号以外の職員は，上司の命を受けて事務事業に従事する。 

 

 

 

 

 

 

（公開する部屋） 

第３条 センターの公開する部屋は，標本陳列室，大型資料収蔵庫及び特別資

料収蔵庫（以下「陳列室等」という。）とする。 

 

（陳列室等の公開時間） 

第４条 陳列室等の公開時間は，午前９時から午後５時（入室時間は午後４時

３０分）までとする。ただし，所長が特に必要があると認めたときは，これ

を臨時に変更することができる。 

 

（陳列室等の非公開日） 

第５条 次の各号に掲げる日において陳列室等は，公開しない。ただし，教育

委員会（以下「委員会」という。）が特に必要があると認めたときは，これ

を変更し，又は臨時に公開することができる。 

（１） 毎週月曜日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日が月曜日に当たるときは，その翌日） 

（２） 年末年始（１２月２８日から翌年１月４日まで） 

（３） 館内整理日（年間７日以内） 

 

（陳列室等の利用の制限） 

（職員の職務） 

第２条 センターの職員の職務は，次のとおりとする。 

 

（１） 所長は，上司の命を受けてセンターの事務を掌理し，所属職員を指

揮監督する。 

（２） 所長以外の職員は，上司の命を受け，事務事業に従事する。 

 

（準用） 

第３条 センターにおける事務の処理，帳簿の保存，職員の服務等について

は，この規則に定めがあるもののほか，ひたちなか市教育委員会事務局処務

規程（平成６年教委訓令第２号）を準用する。 

 

（公開施設） 

第４条 公開するセンターの施設は，標本陳列室，大型資料収蔵庫及び特別資

料収蔵庫（以下「陳列室等」という。）とする。 

 

（陳列室等の公開時間） 

第５条 陳列室等の公開時間は，午前９時から午後５時まで（入室は，午後４

時３０分まで）とする。ただし，所長は，特に必要があると認めるときは，

これを臨時に変更することができる。 

 

（陳列室等の非公開日） 

第６条 次に掲げる日においては，陳列室等は，公開しない。ただし，教育委

員会（以下「委員会」という。）は，特に必要があると認めるときは，これ

を変更し，又は臨時に公開することができる。 

（１） 毎週月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日に当たるときは，その日の翌日） 

（２） １２月２８日から翌年の１月４日まで 

（３） 館内整理日として年間７日以内の日 

 

（陳列室等の利用の制限） 

 

参考資料 
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第６条 委員会は，陳列室等を利用する者が，次の各号の一に該当する場合

は，入室を禁止し，又は退室させることができる。 

 

（１） 展示品等を損傷し，又は汚損するおそれがあると認めたとき。 

（２） 略 

（３） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。 

（４） その他センターの管理上支障があると認めたとき。 

 

（資料の利用） 

第７条 学術上の研究等のためセンターが収蔵する資料を，閲覧しようとする

者又は写真撮影等に利用をしようとする者は，センター資料利用許可申請書

（様式第１号）を所長に提出し，センター資料利用許可書（様式第２号）の

交付を受けなければならない。ただし，所長が必要でないと認めたときは，

許可書の交付を省略することができる。 

 

 

 

 

 

 

（資料の館外貸出） 

第８条 所長は，教育，学術若しくは文化の関係機関又は関係団体等適当と認

めた者に，センターの資料を館外に貸し出すことができる。 

 

 

２ 前項の貸出しは，資料の保管について安全が確保できると認められ，か

つ，資料の保存管理上適当と認められる場合に限り行うものとする。 

３ 資料の館外貸出しを受けようとする者は，センター資料館外貸出許可申請

書（様式第３号）を所長に提出し，センター資料館外貸出許可書（様式第４

号）の交付を受けなければならない。 

 

 

第７条 委員会は，陳列室等を利用する者が次の各号のいずれかに該当する場

合には，その者について，陳列室等への入室を禁止し，又は陳列室等から退

室させることができる。 

（１） 展示品等を損傷し，又は汚損するおそれがあると認めるとき。 

（２） 略 

（３） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。 

（４） その他センターの管理上支障があると認めるとき。 

 

（資料の利用） 

第８条 学術上の研究等のため，センターが収蔵する資料を，閲覧しようとす

る者又は写真，映像その他これらに類するものに利用しようとする者は，所

長の許可を受けなければならない。 

 

 

２ 前項の許可の申請は，センター資料利用許可申請書（様式第１号）を所長

に提出することにより行うものとする。 

３ 所長は，第１項の許可をしたときは，センター資料利用許可書（様式第２

号）を申請者に交付するものとする。ただし，特に必要がないと認めるとき

は，当該交付を省略することができる。 

 

（資料の館外貸出し） 

第９条 所長は，教育，学術又は文化の関係機関，関係団体その他適当と認め

られる者に対し，資料の保管について安全が確保できると認められ，かつ，

資料の保存管理上適当と認められる場合に限り，センターの資料を館外に貸

し出すことができる。 

 

 

２ 前項の規定による貸出し（以下「館外貸出し」という。）を受けようとす

る者は，所長の許可を受けなければならない。 

 

３ 前項の許可の申請は，センター資料館外貸出許可申請書（様式第３号）を

所長に提出することにより行うものとする。 
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４ 資料の館外貸出期間は，３０日以内とする。ただし，所長が特別な理由が

あると認めたときは，その期間を延長することができる。 

 

（出版掲載等の手続） 

第９条 資料を翻刻し，又は図版等により出版物に掲載しようとする者は，出

版掲載等許可申請書（様式第５号）を所長に提出し，出版掲載等許可書（様

式第６号）の交付を受けなければならない。 

 

 

 

 

 

（寄贈及び寄託） 

第１０条 略 

２ 資料を寄贈し，又は寄託しようとする者は，資料寄贈（寄託）申込書（様

式第７号）を教育長に提出するものとする。 

３ センターが資料の寄贈又は寄託を受けると決定したときは，資料受領（受

託）書（様式第８号）を交付するものとする。 

４ 略 

５ 寄託された資料の取扱いについては，センター資料の取扱いに準ずるもの

とする。ただし，その館外貸出しについては，寄託者の承認を得なければな

らない。 

６ 略 

 

（資料の借用） 

第１１条 略 

 

（施設の使用） 

第１２条 教育，学術又は文化に関する事業のためにセンターの施設を使用し

ようとする者は，センター施設使用許可申請書（様式第９号）を所長に提出

４ 所長は，第２項の許可をしたときは，センター資料館外貸出許可書（様式

第４号）を申請者に交付するものとする。 

５ 館外貸出しの期間は，３０日以内とする。ただし，所長は，特別な理由が

あると認めるときは，その期間を延長することができる。 

 

（出版掲載等の手続） 

第１０条 資料を翻刻し，又は図版等により出版物に掲載しようとする者は，

所長の許可を受けなければならない。 

 

２ 前項の許可の申請は，出版掲載等許可申請書（様式第５号）を所長に提出

することにより行うものとする。 

３ 所長は，第１項の許可をしたときは，出版掲載等許可書（様式第６号）を

申請者に交付するものとする。 

 

（寄贈及び寄託） 

第１１条 略 

２ 資料を寄贈し，又は寄託しようとする者は，資料寄贈（寄託）申込書（様

式第７号）を教育長に提出するものとする。 

３ 教育長は，資料の寄贈又は寄託を受けると決定したときは，資料受領（受

託）書（様式第８号）を寄贈又は寄託の申込者に交付するものとする。 

４ 略 

５ 寄託された資料の取扱いについては，センターの資料の取扱いに準ずるも

のとする。ただし，その館外貸出し及び前条第１項に規定する出版物への掲

載等については，寄託者の承認を得なければならない。 

６ 略 

 

（資料の借用） 

第１２条 略 

 

（施設の使用） 

第１３条 教育，学術又は文化に関する事業のためにセンターの施設を使用し

ようとする者は，所長の許可を受けなければならない。 
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し，センター施設使用許可書（様式第１０号）の交付を受けなければならな

い。 

 

 

 

 

 

（施設の特別使用） 

第１３条 委員会は，センターの設置目的及び事業等の推進を効果的に達成す

るため，支障のない範囲内において，財団法人ひたちなか市生活・文化・ス

ポーツ公社に施設の一部を使用させることができる。 

 

（損害賠償） 

第１４条 陳列室等，資料又は施設の利用者が，その責めに帰すべき理由によ

りセンターの施設又は資料等に損害を与えたときは，これらを原状に復し，

又はその損害を賠償しなければならない。ただし，特にやむを得ない事情が

あるときは，この限りでない。 

 

（準用規定） 

第１５条 センターにおける事務の処理，帳簿の保存，職員の服務について

は，この規則に定めがあるもののほか，ひたちなか市教育委員会事務局処務

規程（平成６年教委訓令第２号）を準用する。 

 

（補則） 

第１６条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の許可の申請は，センター施設使用許可申請書（様式第９号）を所長

に提出することにより行うものとする。 

３ 所長は，第１項の許可をしたときは，センター施設使用許可書（様式第１

０号）を交付するものとする。 

 

（施設の特別使用） 

第１４条 委員会は，センターの設置目的及び事業等の推進を効果的に達成す

るため，支障のない範囲内において，公益財団法人ひたちなか市生活・文

化・スポーツ公社にセンターの施設の一部を使用させることができる。 

 

（損害賠償） 

第１５条 センターの施設又は資料の利用者は，その責めに帰すべき理由によ

りセンターの施設又は資料に損害を与えたときは，これらを原状に復し，又

はその損害を賠償しなければならない。ただし，特にやむを得ない事情があ

るときは，この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

（補則） 

第１６条 略 
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様式第１号（第７条関係） 

センター資料利用許可申請書 

略 

 

 

様式第２号（第７条関係） 

センター資料利用許可書 

略 

 

 

様式第３号（第８条関係） 

センター資料館外貸出許可申請書 

略 

 

 

様式第４号（第８条関係） 

センター資料館外貸出許可書 

略 

 

 

様式第５号（第９条関係） 

出版掲載等許可申請書 

略 

 

 

様式第６号（第９条関係） 

出版掲載等許可書 

略 

 

 

様式第７号（第１０条関係） 

資料寄贈（寄託）申込書 

略 

 

 

様式第１号（第８条関係） 

センター資料利用許可申請書 

略 

 

 

様式第２号（第８条関係） 

センター資料利用許可書 

略 

 

 

様式第３号（第９条関係） 

センター資料館外貸出許可申請書 

略 

 

 

様式第４号（第９条関係） 

センター資料館外貸出許可書 

略 

 

 

様式第５号（第１０条関係） 

出版掲載等許可申請書 

略 

 

 

様式第６号（第１０条関係） 

出版掲載等許可書 

略 

 

 

様式第７号（第１１条関係） 

資料寄贈（寄託）申込書 

略 
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様式第８号（第１０条関係） 

資料受領（受託）書 

略 

 

 

様式第９号（第１２条関係） 

センター施設使用許可申請書 

略 

 

 

様式第１０号（第１２条関係） 

センター施設使用許可書 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

様式第８号（第１１条関係） 

資料受領（受託）書 

略 

 

 

様式第９号（第１３条関係） 

センター施設使用許可申請書 

略 

 

 

様式第１０号（第１３条関係） 

センター施設使用許可書 

略 

  

 



ひたちなか市教育委員会規則第   号  

 

 

ひたちなか市立小中学校学区審議会規則及びひたちなか市教育委員会事務局組織

規則の一部を改正する規則を別紙のとおり公布する。  

 

 

 

令和   年   月   日  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第１７号  

 

 

ひたちなか市立小中学校学区審議会規則及びひたちなか市教育委員

会事務局組織規則の一部を改正する規則制定について  

 

 

ひたちなか市立小中学校学区審議会規則及びひたちなか市教育委員会事務局組織

規則の一部を改正する規則を別紙のとおり制定する。  

 

 

令和３年  ３月２９日  提出  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  野  沢  恵  子  

 

 

令和  年   月   日  議決  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ひたちなか市教育委員会規則第   号  

 

 

ひたちなか市立小中学校学区審議会規則及びひたちなか市教育委員

会事務局組織規則の一部を改正する規則  

 

 

（ひたちなか市立小中学校学区審議会規則の一部改正）  

第１条  ひたちなか市立小中学校学区審議会規則（平成６年教委規則第１５号）の

一部を次のように改正する。  

題名を次のように改める。  

ひたちなか市立小中学校等学区審議会条例施行規則  

第１条中「ひたちなか市立小中学校学区審議会条例」を「ひたちなか市立小中

学校等学区審議会条例」に，「第８条」を「第７条」に，「条例の」を「同条例の」

に改める。  

第２条中「により専門部会」を「があると認めるときは，専門部会」に改める。  

第３条第２号中「出席委員」を「出席した委員」に改め，同条第３号を次のよ

うに改める。  

（３）  委員を除くほか，会議に出席した者の氏名  

第３条第７号中「認めた」を「認める」に改める。  

第４条を第５条とし，第３条の次に次の１条を加える。  

（庶務）  

第４条  審議会の庶務は，教育委員会事務局学務課において処理する。  

（ひたちなか市教育委員会事務局組織規則の一部改正）  

第２条  ひたちなか市教育委員会事務局組織規則（平成７年教委規則第７号）の一

部を次のように改正する。  

別表第１中「学区審議会」を「ひたちなか市立小中学校等学区審議会」に改め

る。  

 

 

付  則  

この規則は，令和３年４月１日から施行する。  



ひたちなか市立小中学校学区審議会規則新旧対照表（第１条関係） 

旧 新 備考 

ひたちなか市立小中学校学区審議会規則 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，ひたちなか市立小中学校学区審議会条例（平成６年条例

第１２４号）第８条の規定に基づき，条例の施行に関し必要な事項を定める

ものとする。 

 

（部会） 

第２条 審議会は，必要により専門部会を置くことができる。 

 

 

（会議録） 

第３条 会議録に記載する事項は，次のとおりとする。 

（１） 開会及び閉会の日時 

（２） 出席委員の氏名 

（３） 委員以外の出席者の氏名 

（４） 会議に付した議題及びその内容 

（５） 議決事項及びその要旨 

（６） 委員会への答申事項 

（７） その他会長において必要と認めた事項 

 

 

 

 

（補則） 

第４条 略 

 

 

 

    

ひたちなか市立小中学校等学区審議会条例施行規則 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，ひたちなか市立小中学校等学区審議会条例（平成６年条

例第１２４号）第７条の規定に基づき，同条例の施行に関し必要な事項を定

めるものとする。 

 

（部会） 

第２条 審議会は，必要があると認めるときは，専門部会を置くことができ

る。 

 

（会議録） 

第３条 会議録に記載する事項は，次のとおりとする。 

（１） 開会及び閉会の日時 

（２） 出席した委員の氏名 

（３） 委員を除くほか，会議に出席した者の氏名 

（４） 会議に付した議題及びその内容 

（５） 議決事項及びその要旨 

（６） 委員会への答申事項 

（７） その他会長において必要と認める事項 

 

（庶務） 

第４条 審議会の庶務は，教育委員会事務局学務課において処理する。 

 

（補則） 

第５条 略 

 

 

参考資料 



ひたちなか市教育委員会事務局組織規則新旧対照表（第２条関係） 

旧 新 備考 

別表第１（第４条関係） 

課名 分掌事務 

略 

学務課 １ 学校及び幼稚園の設置及び廃止に関すること。 

２ 通学区域の設定及び変更並びに学区審議会に関すること。 

 

３～１１ 略 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

別表第１（第４条関係） 

課名 分掌事務 

略 

学務課 １ 学校及び幼稚園の設置及び廃止に関すること。 

２ 通学区域の設定及び変更並びにひたちなか市立小中学校等学

区審議会に関すること。 

３～１１ 略 

略 
 

 

 



ひたちなか市教育委員会規則第   号  

 

 

ひたちなか市共同調理場設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則を別紙

のとおり公布する。  

 

 

 

令和   年   月   日  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第１８号  

 

 

ひたちなか市共同調理場設置及び管理条例施行規則の一部を改正す

る規則制定について  

 

 

ひたちなか市共同調理場設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則を別紙

のとおり制定する。  

 

 

令和３年  ３月２９日  提出  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  野  沢  恵  子  

 

 

令和  年   月   日  議決  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ひたちなか市教育委員会規則第   号  

 

 

ひたちなか市共同調理場設置及び管理条例施行規則の一部を改正す

る規則  

 

 

ひたちなか市共同調理場設置及び管理条例施行規則（平成６年教委規則第２２号）

の一部を次のように改正する。  

 

第２条第１項各号を次のように改める。  

（１）  学校給食センター  次項に規定する学校給食を自校で提供することがで

きない学校等  

（２）  那珂湊第三小学校共同調理場  次の学校等  

ア  那珂湊第一小学校  

イ  那珂湊第二小学校  

ウ  那珂湊第三小学校  

エ  那珂湊第一幼稚園  

オ  那珂湊第三幼稚園  

第２条第２項中「提供できないとき」を「提供することができないとき」に改め

る。  

 

 

付  則  

この規則は，令和３年４月１日から施行する。  



ひたちなか市共同調理場設置及び管理条例施行規則新旧対照表 

旧 新 備考 

（所管学校） 

第２条 共同調理場が学校給食を調理し，配送を行う学校等（市立の小学校若

しくは中学校又は幼稚園をいう。以下同じ。）は，次のとおりとする。 

（１） 学校給食センター 

 

ア 平磯小学校 

イ 磯崎小学校 

ウ 阿字ケ浦小学校 

エ 平磯中学校 

オ 阿字ケ浦中学校 

（２） 那珂湊第三小学校共同調理場 

ア 那珂湊第一小学校 

イ 那珂湊第二小学校 

ウ 那珂湊第三小学校 

エ 那珂湊第一幼稚園 

オ 那珂湊第三幼稚園 

２ 共同調理場は，単独調理場方式により学校給食を実施する学校等が自校の

給食室の改修その他の事由により学校給食を自校で提供できないときは，当

該学校等の学校給食を調理し，配送することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（所管学校） 

第２条 共同調理場が学校給食を調理し，配送を行う学校等（市立の小学校若

しくは中学校又は幼稚園をいう。以下同じ。）は，次のとおりとする。 

（１） 学校給食センター 次項に規定する学校給食を自校で提供すること

ができない学校等 

 

 

 

 

 

（２） 那珂湊第三小学校共同調理場 次の学校等 

ア 那珂湊第一小学校 

イ 那珂湊第二小学校 

ウ 那珂湊第三小学校 

エ 那珂湊第一幼稚園 

オ 那珂湊第三幼稚園 

２ 共同調理場は，単独調理場方式により学校給食を実施する学校等が自校の

給食室の改修その他の事由により学校給食を自校で提供することができない

ときは，当該学校等の学校給食を調理し，配送することができる。 

 

 

 

参考資料 



改正理由  

 

この規則は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１９条の規定による就学

援助費の交付について定めています。  

今般，要保護者への就学援助費の国庫補助対象項目として，新たにオンライン学

習費が追加されたことから，要保護者及び準要保護者に対する就学援助費の種類に，

オンライン学習通信費を追加する改正を行おうとするものです。  

あわせて，令和３年４月１日の義務教育学校の開校及び押印の見直しに伴う様式

の改正，表現の修正その他文言の整理を行おうとするものです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ひたちなか市教育委員会規則第   号  

 

 

ひたちなか市就学援助費交付規則の一部を改正する規則を別紙のとおり公布する。 

 

 

 

令和   年   月   日  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第   号  

 

 

ひたちなか市就学援助費交付規則の一部を改正する規則制定につい

て  

 

 

ひたちなか市就学援助費交付規則の一部を改正する規則を別紙のとおり制定する。 

 

 

令和  年   月   日  提出  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  野  沢  恵  子  

 

 

令和  年   月   日  議決  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ひたちなか市教育委員会規則第   号  

 

 

ひたちなか市就学援助費交付規則の一部を改正する規則  

 

 

ひたちなか市就学援助費交付規則（平成６年教委規則第１４号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 

第２条第１号中「公立小学校又は中学校」を「公立の小学校，中学校，義務教育

学校の前期課程若しくは後期課程又は中等教育学校の前期課程」に改め，同条第２

号中「公立の小学校，中学校，義務教育学校の前期課程若しくは後期課程又は中等

教育学校の前期課程」を「公立学校等」に改める。  

第３条第１項に次の１号を加える。  

（１３）  オンライン学習通信費  

第５条第１項中「児童」を「，児童」に，「在学する学校長」を「在学する学校の

長」に，「，委員会」を「委員会」に改め，同条第２項中「申請書が提出されたとき」

を「規定による申請があったとき」に改める。  

第６条第１項中「申請書を受理したときは，当該申請について」を「規定による

申請があったときは」に，「を交付するかどうか」を「の交付の適否について」に改

め，同条第２項中「規定により」の次に「援助費の」を加え，「就学援助費受給者決

定通知書」を「その旨を就学援助費受給者決定通知書」に，「，当該申請者にその旨

を」を「当該申請者に」に改める。  

第８条の見出し中「交付の」の次に「決定の」を加え，同条第１項を次のように

改める。  

委員会は，第６条の規定による援助費の交付の決定（以下「交付決定」という。）

を受けた者又は援助費の交付を受けた者が，次の各号のいずれかに該当するとき

は，当該交付決定を取り消すものとする。  

（１）  第２条に規定する援助費の交付対象者の要件に該当しなくなったとき。  

（２）  偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。  

第８条第２項中「交付を受けた」を「既に交付した」に，「を，その者から返還さ

せること」を「の返還を求めること」に改める。  

様式第１号から様式第４号までを次のように改める。  

 

 

 



様式第１号（第５条関係）  

年   月   日  

ひたちなか市教育委員会  教育長       殿  

 

申請人（保護者）  

住所  

氏名  

 

就学援助費受給申請書  

 

次のとおり     年度の就学援助費の支給を受けたいので申請します。  

 

記  

 

１  該当児童生徒氏名          （学校名              ）  

学年  氏名  性別  学年  氏名  性別  

  
  

 
男・女      男・女  

  
  

 
男・女      男・女  

２  申請理由（該当する番号に○印を付けてください。）  

１  市民税が非課税又は減免されている。  

２  個人の事業税・固定資産税及び国民年金の掛金が減免されている。  

３  国民健康保険税（国民健康保険料）の減免又は徴収の猶予を受けている。  

４  児童扶養手当の支給を受けている。  

５  生活福祉資金の貸付けを受けている。  

６  失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働

者である。  

７  その他（申請理由を具体的に記入してください。）  

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第５条関係） 

要保護及び準要保護児童生徒に係る世帯票 

整理番号   児童生徒氏名   保護者氏名   
教育扶助受

給の有無 
  

（
保
護
者
本
人
を
含
む
） 

家
庭
の
状
況 

続柄 生年月日 職業 
自宅居住

の有無 

病気・療養の有無

（期間） 
住宅の形態 家庭状況の変動 

          

（１） 持家 

（２） 借家 

    借間 

  

就学援助を必要と認める者についての校長の意見（該当するものの番号を〇で囲む。） 

（１） 保護者の職業が不安定で，生活状態が悪いと認められる。（２） 生活状態が悪いため，学校

納付金を減免している。（３） 生活状態が悪く，学校納付金が滞りがちである。（４） 昼食，被服

が著しく悪く，また，学用品・通学用品等に不自由している。（５） 経済的理由による欠席日数が多

い。（６） その他（具体的に記載のこと） 

 

上記の者を就学援助を必要とする児童生徒として報告します。 

年  月  日 

               校長 ㊞  

ひたちなか市教育委員会 殿 

  
継続報告 

小学校及び義務教育学校（前期課程） 
中学校，義務教育学校（後期課程）

及び中等教育学校（前期課程） 

  
２学年 ３学年 ４学年 ５学年 ６学年 

１学年 

（７学年） 

２学年 

（８学年） 

３学年 

（９学年） 

報告年月日 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

  

  
世帯についての福祉事務所の長又は民生

委員の所見 
教育委員会の認定の理由（変更の理由） 

認定の場合 

  

 

 

  

 

 

認定しない場合又

は取消しの場合 

  

 

 

  

 

 

上記の者を 
要保護 

準要保護 
児童生徒として認定 

します。 

しません。 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会 印 

               校長 殿  

  
継続認定 

小学校及び義務教育学校（前期課程） 
中学校，義務教育学校（後期課程）

及び中等教育学校（前期課程） 

  
２学年 ３学年 ４学年 ５学年 ６学年 

１学年 

（７学年） 

２学年 

（８学年） 

３学年 

（９学年） 

認定年月日 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

  



様式第３号（第６条関係）  

年   月   日  

保護者  

            殿  

ひたちなか市教育委員会  

教育長       印  

 

就学援助費受給者決定通知書  

 

さきに申請のありました就学援助費は，下記のとおり支給することに決定しまし

たので通知します。  

記  

 

学校名  

 

学
年 

児童生徒氏名  

支給対象費目  

学用品・

通 学 用

品・校外

活動費  

新 入 学

児 童 生

徒 学 用

品費等  

修 学 旅

行費  

宿 泊 を

伴 う 校

外 活 動

費  

学 校 給

食費  
医療費   

                  

                  

                  

                  

備考  ○印が支給対象費目です。ただし，医療費は，病気にかかった場合のみ対象

となります。  

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第７条関係）  

 

委任状  

 

私は，              の校長              を代理人

と定め，     年度就学援助費の請求及び受領についての一切を委任します。  

 

 

年   月   日  

 

ひたちなか市教育委員会  教育長       殿  

 

保護者  

住所  

氏名              ㊞  

 

児童・生徒  

学年  氏名  学年  氏名  

  

 
      

  

 
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



付  則  

（施行期日）  

１  この規則は，令和３年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この規則の施行の際現にある改正前のひたちなか市就学援助費交付規則の規定

による様式により使用されている書類は，改正後のひたちなか市就学援助費交付

規則の規定による様式によるものとみなす。  



ひたちなか市就学援助費交付規則新旧対照表                       Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

（交付の対象者） 

第２条 援助費の交付を受けることができる者は，次の各号のいずれかに該当

する者であって，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下「法」とい

う。）第６条第２項に規定する要保護者であるもの（以下「要保護者」とい

う。）及び要保護者に準ずる程度に困窮しているもの（以下「準要保護者」

という。）とする。 

（１） 市内に住所を有し，市内の公立小学校又は中学校（以下「公立学校

等」という。）に在学する児童及び生徒の保護者 

 

（２） 市内に住所を有し，市外の公立の小学校，中学校，義務教育学校の

前期課程若しくは後期課程又は中等教育学校の前期課程に在学する児

童及び生徒の保護者であって，当該学校の所在する市町村（特別区を

含む。以下同じ。）から学校教育法第１９条の規定による就学援助の

支給を受けていないもの 

（３） 略 

 

（援助費の種類） 

第３条 援助費の種類は，次に掲げるとおりとする。ただし，要保護者が法第

１３条の規定により教育扶助を受けているときは，当該援助費は，交付しな

い。 

（１） 学用品費，通学用品費，校外活動費 

（２） 新入学児童生徒学用品費等 

（３） クラブ活動費 

（４） 体育実技用具費 

（５） 修学旅行費 

（６） 宿泊を伴う校外活動費 

（７） 通学費 

（８） 学校給食費 

（９） 医療費 

（１０） 児童生徒会費 

（１１） ＰＴＡ会費 

（交付の対象者） 

第２条 援助費の交付を受けることができる者は，次の各号のいずれかに該当

する者であって，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下「法」とい

う。）第６条第２項に規定する要保護者であるもの（以下「要保護者」とい

う。）及び要保護者に準ずる程度に困窮しているもの（以下「準要保護者」

という。）とする。 

（１） 市内に住所を有し，市内の公立の小学校，中学校，義務教育学校の

前期課程若しくは後期課程又は中等教育学校の前期課程（以下「公立

学校等」という。）に在学する児童及び生徒の保護者 

（２） 市内に住所を有し，市外の公立学校等に在学する児童及び生徒の保

護者であって，当該学校の所在する市町村（特別区を含む。以下同

じ。）から学校教育法第１９条の規定による就学援助の支給を受けて

いないもの 

 

（３） 略 

 

（援助費の種類） 

第３条 援助費の種類は，次に掲げるとおりとする。ただし，要保護者が法第

１３条の規定により教育扶助を受けているときは，当該援助費は，交付しな

い。 

（１） 学用品費，通学用品費，校外活動費 

（２） 新入学児童生徒学用品費等 

（３） クラブ活動費 

（４） 体育実技用具費 

（５） 修学旅行費 

（６） 宿泊を伴う校外活動費 

（７） 通学費 

（８） 学校給食費 

（９） 医療費 

（１０） 児童生徒会費 

（１１） ＰＴＡ会費 

 

参考資料 
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旧 新 備考 

（１２） 卒業アルバム代等 

 

２ 略 

 

（交付の申請） 

第５条 援助費の交付を受けようとする者は，就学援助費受給申請書（様式第

１号）を児童又は生徒が在学する学校長（以下「学校長」という。）を経由

して，委員会に提出しなければならない。ただし，要保護者については，こ

の限りでない。 

２ 学校長は，保護者から前項の申請書が提出されたとき，又は福祉事務所か

ら法による教育扶助決定の通知があったときは，教育的立場から，要保護及

び準要保護児童生徒に係る世帯票（様式第２号）を作成し，委員会に提出し

なければならない。 

 

（交付の決定） 

第６条 委員会は，前条の申請書を受理したときは，当該申請について，その

内容を審査し，援助費を交付するかどうか決定するものとする。 

２ 委員会は，前項の規定により交付を決定したときは，就学援助費受給者決

定通知書（様式第３号）により，学校長を経由して，当該申請者にその旨を

通知するものとする。 

 

（交付の取消し等） 

第８条 委員会は，援助費の交付を受けた者が，次の各号の一に該当するとき

は，その交付を取り消すものとする。 

 

（１） 第２条の規定に該当しなくなったとき。 

 

（２） 偽りその他不正な手段により援助費を受けたとき。 

２ 委員会は，前項第２号の規定により援助費の交付を受けた者に対し，交付

を受けた援助費の全部又は一部を，その者から返還させることができる。 

 

 

（１２） 卒業アルバム代等 

（１３） オンライン学習通信費 

２ 略 

 

（交付の申請） 

第５条 援助費の交付を受けようとする者は，就学援助費受給申請書（様式第

１号）を，児童又は生徒が在学する学校の長（以下「学校長」という。）を

経由して委員会に提出しなければならない。ただし，要保護者については，

この限りでない。 

２ 学校長は，保護者から前項の規定による申請があったとき，又は福祉事務

所から法による教育扶助決定の通知があったときは，教育的立場から，要保

護及び準要保護児童生徒に係る世帯票（様式第２号）を作成し，委員会に提

出しなければならない。 

 

（交付の決定） 

第６条 委員会は，前条の規定による申請があったときは，その内容を審査

し，援助費の交付の適否について決定するものとする。 

２ 委員会は，前項の規定により援助費の交付を決定したときは，その旨を就

学援助費受給者決定通知書（様式第３号）により，学校長を経由して当該申

請者に通知するものとする。 

 

（交付の決定の取消し等） 

第８条 委員会は，第６条の規定による援助費の交付の決定（以下「交付決

定」という。）を受けた者又は援助費の交付を受けた者が，次の各号のいず

れかに該当するときは，当該交付決定を取り消すものとする。 

（１） 第２条に規定する援助費の交付対象者の要件に該当しなくなったと

き。 

（２） 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。 

２ 委員会は，前項第２号の規定により援助費の交付を受けた者に対し，既に

交付した援助費の全部又は一部の返還を求めることができる。 
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様式第１号（第５条関係） 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会 教育長      殿 

申請人（保護者） 

住所 

氏名             ㊞ 

 

就学援助費受給申請書 

 

次のとおり    年度の就学援助費の支給を受けたいので申請します。 

 

記 

 

 １ 該当児童生徒氏名（             学校） 

学年 氏名 性別 学年 氏名 性別 

    男・女     男・女 

    男・女     男・女 

 ２ 申請理由（該当する番号に○印を付けてください。） 

１ 市民税が非課税又は減免されている。 

２ 個人の事業税・固定資産税及び国民年金の掛金が減免されている。 

３ 国民健康保険税（国民健康保険料）の減免又は徴収の猶予を受けている。 

４ 児童扶養手当の支給を受けている。 

５ 生活福祉資金の貸付けを受けている。 

６ 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者であ

る。 

７ その他（申請理由を具体的に記入してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１号（第５条関係） 

年  月  日 

ひたちなか市教育委員会 教育長      殿 

申請人（保護者） 

住所 

氏名 

 

就学援助費受給申請書 

 

次のとおり    年度の就学援助費の支給を受けたいので申請します。 

 

記 

 

 １ 該当児童生徒氏名          （学校名             ） 

学年 氏名 性別 学年 氏名 性別 

    男・女     男・女 

    男・女     男・女 

 ２ 申請理由（該当する番号に○印を付けてください。） 

１ 市民税が非課税又は減免されている。 

２ 個人の事業税・固定資産税及び国民年金の掛金が減免されている。 

３ 国民健康保険税（国民健康保険料）の減免又は徴収の猶予を受けている。 

４ 児童扶養手当の支給を受けている。 

５ 生活福祉資金の貸付けを受けている。 

６ 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者であ

る。 

７ その他（申請理由を具体的に記入してください。） 
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様式第２号（第５条関係） 
要保護及び準要保護児童生徒に係る世帯票 

整理番号   児童生徒氏名   保護者氏名   
教育扶助受

給の有無 
  

（
保
護
者
本
人
を
含
む
） 

家
庭
の
状
況 

続柄 生年月日 職業 
自宅居住の

有無 

病気・療養の有

無（期間） 
住宅の形態 家庭状況の変動 

          

（１） 持家 

（２） 借家 

    借間 

  

就学援助を必要と認める者についての学校長の意見（該当するものの番号を〇で囲む） 

（１） 保護者の職業が不安定で，生活状態が悪いと認められる。（２） 生活状態が悪いた

め，学校納付金を減免している。（３） 生活状態が悪く，学校納付金が滞りがちである。 

（４） 昼食，被服が著しく悪く，また学用品・通学用品等に不自由している。（５） 経済的

理由による欠席日数が多い。（６） その他（具体的に記載のこと） 

上記の者を就学援助を必要とする児童生徒として報告します。 

年  月  日 

         学校長 ㊞  

 ひたちなか市教育委員会 殿  

  

継 続 報 告 

小  学  校 

 

中  学  校 

 

  
２学年 

 

３学年 

 

４学年 

 

５学年 

 

６学年 

 

１学年 

 

２学年 

 

３学年 

 

報 告 年 月 日 ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ 

学 校 長 ㊞                 

  

  
世帯についての福祉事務所の長又は民

生委員の所見 

教育委員会の認定の理由（変更の理

由） 

認 定 の 場 合     

認定しない場合又は

取消しの場合 
  

  

上記の者を 
要 保 護 

準 要 保 護 
児童生徒として認定 

します。 

しません。 

年  月  日 

 ひたちなか市教育委員会 印  

        学校長    殿  

  

継 続 認 定 

小  学  校 

 

中  学  校 

 

  
２学年 

 

３学年 

 

４学年 

 

５学年 

 

６学年 

 

１学年 

 

２学年 

 

３学年 

 

認 定 年 月 日 ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ 

教 育 委 員 会 

係 ㊞ 
                

  

様式第２号（第５条関係） 
要保護及び準要保護児童生徒に係る世帯票 

整理番号   児童生徒氏名   保護者氏名   
教育扶助受

給の有無 
  

（
保
護
者
本
人
を
含
む
） 

家
庭
の
状
況 

続柄 生年月日 職業 
自宅居住の

有無 

病気・療養の有

無（期間） 
住宅の形態 家庭状況の変動 

          

（１） 持家 

（２） 借家 

    借間 

  

就学援助を必要と認める者についての校長の意見（該当するものの番号を〇で囲む。） 

（１） 保護者の職業が不安定で，生活状態が悪いと認められる。（２） 生活状態が悪いた

め，学校納付金を減免している。（３） 生活状態が悪く，学校納付金が滞りがちである。 

（４） 昼食，被服が著しく悪く，また，学用品・通学用品等に不自由している。（５） 経済

的理由による欠席日数が多い。（６） その他（具体的に記載のこと） 

上記の者を就学援助を必要とする児童生徒として報告します。 

年  月  日 

          校長 ㊞  

ひたちなか市教育委員会 殿 

  

継続報告 

小学校及び義務教育学校（前期課程） 

 

中学校，義務教育学校（後期課程）

及び中等教育学校（前期課程） 

  
２学年 

 

３学年 

 

４学年 

 

５学年 

 

６学年 

 

１学年 

（７学年） 

２学年 

（８学年） 

３学年 

（９学年） 

報告年月日 ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ 

                 

  

  
世帯についての福祉事務所の長又は民

生委員の所見 

教育委員会の認定の理由（変更の理

由） 

認定の場合     

認定しない場合又は

取消しの場合 
    

上記の者を 
要保護 

準要保護 
児童生徒として認定 

します。 

しません。 

年  月  日 

 ひたちなか市教育委員会 印 

          校長 殿  

  

継続認定 

小学校及び義務教育学校（前期課程） 

 

中学校，義務教育学校（後期課程）

及び中等教育学校（前期課程） 

  
２学年 

 

３学年 

 

４学年 

 

５学年 

 

６学年 

 

１学年 

（７学年） 

２学年 

（８学年） 

３学年 

（９学年） 

認定年月日 ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ 
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様式第３号（第６条関係） 

年  月  日 

保護者 

            殿 

ひたちなか市教育委員会 

教育長      印 

 

就学援助費受給者決定通知書 

 

さきに申請のありました就学援助費は，下記のとおり支給することに決定しましたの

で通知します。 

記 

 

学校 

 

学
年 

児童生徒氏名 

支給対象費目 

学用品・

通 学 用

品・校外

活動費 

新入学児

童生徒学

用品費等 

修学旅

行費 

宿泊を伴

う校外活

動費 

学校給

食費 
医療費  

                  

                  

                  

                  

備考 ○印が支給対象費目です。ただし，医療費は，病気にかかった場合のみ対象とな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第３号（第６条関係） 

年  月  日 

保護者 

            殿 

ひたちなか市教育委員会 

教育長      印 

 

就学援助費受給者決定通知書 

 

さきに申請のありました就学援助費は，下記のとおり支給することに決定しましたの

で通知します。 

記 

 

学校名 

 

学
年 

児童生徒氏名 

支給対象費目 

学用品・

通 学 用

品・校外

活動費 

新入学児

童生徒学

用品費等 

修学旅

行費 

宿泊を伴

う校外活

動費 

学校給

食費 
医療費  

                  

                  

                  

                  

備考 ○印が支給対象費目です。ただし，医療費は，病気にかかった場合のみ対象とな

ります。 
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様式第４号（第７条関係） 

 

委任状 

 

私は，            学校長      を代理人と定め，   

年度就学援助費の請求及び受領についての一切を委任します。 

 

年  月  日 

 

ひたちなか市教育委員会 教育長      殿 

 

保護者 

住所 

氏名             ㊞ 

 

 児童・生徒 

学年 氏名 学年 氏名 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

様式第４号（第７条関係） 

 

委任状 

 

私は，            の校長      を代理人と定め，   

年度就学援助費の請求及び受領についての一切を委任します。 

 

年  月  日 

 

ひたちなか市教育委員会 教育長      殿 

 

保護者 

住所 

氏名             ㊞ 

 

 児童・生徒 

学年 氏名 学年 氏名 

        

        

  

 

 

 



ひたちなか市教育委員会規則第   号  

 

 

ひたちなか市学校運営協議会規則を別紙のとおり公布する。  

 

 

 

令和   年   月   日  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第２０号  

 

 

ひたちなか市学校運営協議会規則制定について  

 

 

ひたちなか市学校運営協議会規則を別紙のとおり制定する。  

 

 

令和３年  ３月２９日  提出  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  野  沢  恵  子  

 

 

令和  年   月   日  議決  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ひたちなか市教育委員会規則第   号  

 

 

ひたちなか市学校運営協議会規則  

 

 

（趣旨）  

第１条  この規則は，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律

第１６２号。以下「法」という。）第４７条の５に規定する学校運営協議会（以下

「協議会」という。）に関し，必要な事項を定めるものとする。  

（協議会の目的）  

第２条  協議会は，学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関

として，ひたちなか市教育委員会（以下「教育委員会」という。）及び学校の校長

の権限及び責任の下，当該学校の所在する地域の住民，当該学校に在籍する児童

又は生徒の保護者その他の関係者（以下「地域住民等」という。）の当該学校の運

営への参画又は地域住民等による当該運営への支援及び協力を促進することによ

り，学校と地域住民等との間の信頼関係を深め，学校の運営の改善及び児童生徒

の健全育成に取り組むことを目的とする。  

（設置）  

第３条  教育委員会は，前条の目的を達成するため，法第４７条の５第１項の規定

に基づき，ひたちなか市立の小学校，中学校及び義務教育学校ごとに協議会を置

くものとする。ただし，同項ただし書の規定により，２以上の学校の運営に関し

相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は，２以上の学校について一の

協議会を置くことができる。  

２  教育委員会は，協議会を置くときは，対象学校（当該協議会がその運営及び当

該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下同じ。）となる学校の名

称等について告示を行い，及び当該学校に対し，協議会の設置について通知する

ものとする。  

（所掌事務）  

第４条  協議会は，対象学校に係る次に掲げる事項を所掌する。  

（１）  法第４７条の５第４項の承認に関すること。  

（２）  法第４７条の５第５項の規定による情報の提供に関すること。  

（３） 法第４７条の５第６項及び第７項の規定による意見の申出に関すること。 

（４）  対象学校の運営状況の評価に関すること。  

（５）  前各号に掲げるもののほか，対象学校の運営及び当該運営への必要な支

援について当該協議会が必要と認める事項に関すること。  



（組織）  

第５条  協議会は，委員をもって組織する。  

２  委員の定数は，１４人以内で教育委員会が対象学校の校長と協議して定める人

数とする。ただし，第３条第１項ただし書の規定により２以上の学校について一

の協議会を置く場合においては，教育委員会が当該２以上の学校の校長と協議し

て定める人数とする。  

（委員）  

第６条  委員は，当該対象学校の校長及び校長以外の２名以上の教職員に加え，次

に掲げる者のうちから，教育委員会が委嘱し，又は任命する。  

（１）  対象学校の所在する地域の住民  

（２）  対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者  

（３）  対象学校の運営に資する活動を行う者  

（４）  学識経験者  

（５）  前各号に掲げる者のほか，教育委員会が必要と認める者  

２  教育委員会は，委員の委嘱又は任命について，法第４７条の５第３項の規定に

より対象学校の校長から申出があったときは，その意見を聴くものとする。  

３  委員に欠員が生じた場合には，教育委員会は，速やかに，新たな委員を委嘱し，

又は任命するものとする。  

４  委員の身分は，地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項に規

定する非常勤の特別職の職員とする。  

（任期）  

第７条  委員の任期は，委嘱又は任命の日から同日の属する年度の翌年度の末日ま

でとする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。  

２  委員は，再任されることができる。  

（服務）  

第８条  委員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も，

同様とする。  

２  前項に定めるもののほか，委員は，次に掲げる行為をしてはならない。  

（１）  委員の職の信用を傷つけ，又は委員の職全体の不名誉となるような行為  

（２）  委員としての地位を営利行為，政治活動，宗教活動等に不当に利用する

行為  

（３） 前２号に掲げるもののほか， 協議会又は対象学校の運営に著しく支障を

及ぼす行為  

（委員の解任）  

第９条  教育委員会は，委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，当

該委員を解任することができる。  



（１）  本人から辞任の申出があったとき。  

（２）  前条第１項前段又は第２項の規定に違反したとき。  

（３）  心身の故障のために職務を遂行することができないとき。  

（４）  その他解任すべき特別の事由があると認めるとき。  

２  教育委員会は，前項の規定により委員を解任しようとする場合（同項第１号に

掲げる場合に該当する場合を除く。）において，当該委員から弁明の機会の付与を

求められたときは，これを認めなければならない。  

（会長及び副会長）  

第１０条  協議会に，会長及び副会長を置く。  

２  会長及び副会長は，委員の互選により選任する。ただし，対象学校の校長及び

教職員を会長に選任することはできない。  

３  会長は，会務を総理し，協議会を代表する。  

４  副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，

その職務を代理する。  

（会議）  

第１１条  協議会の会議は，対象学校の校長と協議した上で会長（会長が置かれて

いない場合にあっては，対象学校の校長である委員。次条までにおいて同じ。）が

招集し，会長が議長となる。  

２  協議会は，委員の半数以上の出席がなければ，会議を開くことができない。  

３  協議会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，会

長の決するところによる。ただし，第１５条第１項又は第２項の規定による意見

の申出については，出席した委員の３分の２以上で決するものとする。  

４  協議会の議決事項について特別の利害関係を有する委員は，議決に加わること

ができない。  

５  会長は，必要があると認めるときは，対象学校の校長に対し，報告，説明その

他必要な協力を求めることができる。  

６  対象学校の校長は，必要があると認めるときは，当該対象学校の職員を協議会

の会議に出席させることができる。  

（会議の公開）  

第１２条  協議会の会議は，公開する。ただし，公開することにより公正かつ円滑

な議事の運営に支障が生ずると認める場合その他の特に会議を非公開とすべき事

由があると協議会が認める場合は，この限りでない。  

２  協議会の会議を傍聴しようとする者は，あらかじめ，会長に申し出なければな

らない。  

３  協議会の会議を傍聴する者（以下「傍聴人」という。）は，当該会議の進行を妨

げる行為をしてはならない。  



４  会長は，第１項ただし書の場合その他協議会の会議の公正かつ円滑な議事の運

営に必要があると認める場合には，傍聴人を退出させることができる。  

（学校の運営に関する基本的な方針の承認）  

第１３条  対象学校の校長は，法第４７条の５第４項の規定により，対象学校の運

営に関し，毎年度次に掲げる事項について基本的な方針を作成し，対象学校の協

議会の承認を得なければならない。  

（１）  教育目標及び学校経営計画に関すること。  

（２）  教育課程の編成に関すること。  

（３）  組織編成に関すること。  

（４）  施設の管理及び施設，設備等の整備に関すること。  

（５）  前各号に掲げるもののほか，教育委員会又は対象学校の校長が必要と認

める事項に関すること。  

２  対象学校の校長は，前項の規定により協議会の承認を得た同項の基本的な方針

（以下「基本方針」という。）に基づいて学校の運営を行うものとする。  

３  対象学校の校長は，第１項の基本的な方針について協議会の承認が得られない

場合には，委員の意見を聴いた上で暫定的な措置を定めることができるものとし，

当該措置に基づいて学校の運営を行うものとする。この場合において，当該措置

は，当該方針について協議会の承認が得られるまでの間，その効力を有するもの

とする。  

（地域住民等の参画の促進等）  

第１４条  協議会は，対象学校の運営について，地域住民等の理解，協力，参画等

が促進されるよう努めるものとする。  

２  協議会は，法第４７条の５第５項の規定により，前項に規定する地域住民等の

理解，協力，参画等の促進に資するため，地域住民等に対し，基本方針に基づく

対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報そ

の他協議会の活動状況に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。  

（学校の運営等に関する意見の申出）  

第１５条  協議会は，法第４７条の５第６項の規定により，対象学校の運営に関す

る事項（次項に規定する事項を除く。）について，教育委員会又は対象学校の校長

に対して意見を述べることができる。  

２  協議会は，法第４７条の５第７項の規定により，基本方針の実現に資するため

の対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項（特定の職員又は個人に関す

る事項を除く。）について，教育委員会に対して意見を述べることができる。  

３  協議会は，前２項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは，あら

かじめ，当該対象学校の校長の意見を聴くものとする。  

（協議会に対する情報の提供）  



第１６条  教育委員会及び対象学校の校長は，協議会に対し，その効率的かつ効果

的な運営に資する情報の提供に努めるものとする。  

（学校の運営状況に関する評価）  

第１７条  協議会は，毎年度１回以上，基本方針に基づく対象学校の運営状況につ

いて評価を行うものとする。  

（協議会の運営状況に関する報告）  

第１８条  協議会は，教育委員会に対し，毎年度，当該年度の末日までに，協議会

の運営状況等について報告するものとする。  

（協議会の適正な運営を確保するために必要な措置）  

第１９条  教育委員会は，協議会の運営状況を把握し，必要に応じて助言及び指導

を行うものとする  

２  教育委員会は，協議会の運営が適正を欠くことにより，対象学校の運営に現に

支障が生じ，又は生ずるおそれがあると認められる場合には，法第４７条の５第

９項の規定により，当該協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じ

るものとする。  

（庶務）  

第２０条  協議会の庶務は，対象学校（第３条第１項の規定により２以上の学校に

ついて一の協議会を置く場合にあっては，対象学校間の協議により定める対象学

校）において処理する。  

（補則）  

第２１条  この規則に定めるもののほか，協議会に関し必要な事項は，教育長が別

に定める。  

 

 

付  則  

この規則は，令和３年４月１日から施行する。  



ひたちなか市学校運営協議会規則（令和３年教委規則第１０号）  

 

 

（趣旨）  

第１条  この規則は，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律

第１６２号。以下「法」という。）第４７条の５に規定する学校運営協議会（以下

「協議会」という。）に関し，必要な事項を定めるものとする。  

（協議会の目的）  

第２条  協議会は，学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関

として，ひたちなか市教育委員会（以下「教育委員会」という。）及び学校の校長

の権限及び責任の下，当該学校の所在する地域の住民，当該学校に在籍する児童

又は生徒の保護者その他の関係者（以下「地域住民等」という。）の当該学校の運

営への参画又は地域住民等による当該運営への支援及び協力を促進することによ

り，学校と地域住民等との間の信頼関係を深め，学校の運営の改善及び児童生徒

の健全育成に取り組むことを目的とする。  

（設置）  

第３条  教育委員会は，前条の目的を達成するため，法第４７条の５第１項の規定

に基づき，ひたちなか市立の小学校，中学校及び義務教育学校ごとに協議会を置

くものとする。ただし，同項ただし書の規定により，２以上の学校の運営に関し

相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は，２以上の学校について一の

協議会を置くことができる。  

２  教育委員会は，協議会を置くときは，対象学校（当該協議会がその運営及び当

該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下同じ。）となる学校の名

称等について告示を行い，及び当該学校に対し，協議会の設置について通知する

ものとする。  

（所掌事務）  

第４条  協議会は，対象学校に係る次に掲げる事項を所掌する  

（１）  法第４７条の５第４項の承認に関すること。  

（２）  法第４７条の５第５項の規定による情報の提供に関すること。  

（３） 法第４７条の５第６項及び第７項の規定による意見の申出に関すること。 

（４）  対象学校の運営状況の評価に関すること。  

（５）  前各号に掲げるもののほか，対象学校の運営及び当該運営への必要な支

援について当該協議会が必要と認める事項に関すること。  

（組織）  

第５条  協議会は，委員をもって組織する。  

２  委員の定数は，１４人以内で教育委員会が対象学校の校長と協議して定める人



数とする。ただし，第３条第１項ただし書の規定により２以上の学校について一

の協議会を置く場合においては，教育委員会が当該２以上の学校の校長と協議し

て定める人数とする。  

（委員）  

第６条  委員は，当該対象学校の校長及び校長以外の２名以上の教職員に加え，次

に掲げる者のうちから，教育委員会が委嘱し，又は任命する。  

（１）  対象学校の所在する地域の住民  

（２）  対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者  

（３）  対象学校の運営に資する活動を行う者  

（４）  学識経験者  

（５）  前各号に掲げる者のほか，教育委員会が必要と認める者  

２  教育委員会は，委員の委嘱又は任命について，法第４７条の５第３項の規定に

より対象学校の校長から申出があったときは，その意見を聴くものとする。  

３  委員に欠員が生じた場合には，教育委員会は，速やかに，新たな委員を委嘱し，

又は任命するものとする。  

４  委員の身分は，地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項に規

定する非常勤の特別職の職員とする。  

（任期）  

第７条  委員の任期は，委嘱又は任命の日から同日の属する年度の翌年度の末日ま

でとする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。  

２  委員は，再任されることができる。  

（服務）  

第８条  委員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も，

同様とする。  

２  前項に定めるもののほか，委員は，次に掲げる行為をしてはならない。  

（１）  委員の職の信用を傷つけ，又は委員の職全体の不名誉となるような行為  

（２）  委員としての地位を営利行為，政治活動，宗教活動等に不当に利用する

行為  

（３） 前２号に掲げるもののほか， 協議会又は対象学校の運営に著しく支障を

及ぼす行為  

（委員の解任）  

第９条  教育委員会は，委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，当

該委員を解任することができる。  

（１）  本人から辞任の申出があったとき。  

（２）  前条第１項前段又は第２項の規定に違反したとき。  

（３）  心身の故障のために職務を遂行することができないとき。  



（４）  その他解任すべき特別の事由があると認めるとき。  

２  教育委員会は，前項の規定により委員を解任しようとする場合（同項第１号に

掲げる場合に該当する場合を除く。）において，当該委員から弁明の機会の付与を

求められたときは，これを認めなければならない。  

（会長及び副会長）  

第１０条  協議会に，会長及び副会長を置く。  

２  会長及び副会長は，委員の互選により選任する。ただし，対象学校の校長及び

教職員を会長に選任することはできない。  

３  会長は，会務を総理し，協議会を代表する。  

４  副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，

その職務を代理する。  

（会議）  

第１１条  協議会の会議は，対象学校の校長と協議した上で会長（会長が置かれて

いない場合にあっては，対象学校の校長である委員。次条までにおいて同じ。）が

招集し，会長が議長となる。  

２  協議会は，委員の半数以上の出席がなければ，会議を開くことができない。  

３  協議会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，会

長の決するところによる。ただし，第１５条第１項又は第２項の規定による意見

の申出については，出席した委員の３分の２以上で決するものとする。  

４  協議会の議決事項について特別の利害関係を有する委員は，議決に加わること

ができない。  

５  会長は，必要があると認めるときは，対象学校の校長に対し，報告，説明その

他必要な協力を求めることができる。  

６  対象学校の校長は，必要があると認めるときは，当該対象学校の職員を協議会

の会議に出席させることができる。  

（会議の公開）  

第１２条  協議会の会議は，公開する。ただし，公開することにより公正かつ円滑

な議事の運営に支障が生ずると認める場合その他の特に会議を非公開とすべき事

由があると協議会が認める場合は，この限りでない。  

２  協議会の会議を傍聴しようとする者は，あらかじめ，会長に申し出なければな

らない。  

３  協議会の会議を傍聴する者（以下「傍聴人」という。）は，当該会議の進行を妨

げる行為をしてはならない。  

４  会長は，第１項ただし書の場合その他協議会の会議の公正かつ円滑な議事の運

営に必要があると認める場合には，傍聴人を退出させることができる。  

（学校の運営に関する基本的な方針の承認）  



第１３条  対象学校の校長は，法第４７条の５第４項の規定により，対象学校の運

営に関し，毎年度次に掲げる事項について基本的な方針を作成し，対象学校の協

議会の承認を得なければならない。  

（１）  教育目標及び学校経営計画に関すること。  

（２）  教育課程の編成に関すること。  

（３）  組織編成に関すること。  

（４）  施設の管理及び施設，設備等の整備に関すること。  

（５）  前各号に掲げるもののほか，教育委員会又は対象学校の校長が必要と認

める事項に関すること。  

２  対象学校の校長は，前項の規定により協議会の承認を得た同項の基本的な方針

（以下「基本方針」という。）に基づいて学校の運営を行うものとする。  

３  対象学校の校長は，第１項の基本的な方針について協議会の承認が得られない

場合には，委員の意見を聴いた上で暫定的な措置を定めることができるものとし，

当該措置に基づいて学校の運営を行うものとする。この場合において，当該措置

は，当該方針について協議会の承認が得られるまでの間，その効力を有するもの

とする。  

（地域住民等の参画の促進等）  

第１４条  協議会は，対象学校の運営について，地域住民等の理解，協力，参画等

が促進されるよう努めるものとする。  

２  協議会は，法第４７条の５第５項の規定により，前項に規定する地域住民等の

理解，協力，参画等の促進に資するため，地域住民等に対し，基本方針に基づく

対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報そ

の他協議会の活動状況に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。  

（学校の運営等に関する意見の申出）  

第１５条  協議会は，法第４７条の５第６項の規定により，対象学校の運営に関す

る事項（次項に規定する事項を除く。）について，教育委員会又は対象学校の校長

に対して意見を述べることができる。  

２  協議会は，法第４７条の５第７項の規定により，基本方針の実現に資するため

の対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項（特定の職員又は個人に関す

る事項を除く。）について，教育委員会に対して意見を述べることができる。  

３  協議会は，前２項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは，あら

かじめ，当該対象学校の校長の意見を聴くものとする。  

（協議会に対する情報の提供）  

第１６条  教育委員会及び対象学校の校長は，協議会に対し，その効率的かつ効果

的な運営に資する情報の提供に努めるものとする。  

（学校の運営状況に関する評価）  



第１７条  協議会は，毎年度１回以上，基本方針に基づく対象学校の運営状況につ

いて評価を行うものとする。  

（協議会の運営状況に関する報告）  

第１８条  協議会は，教育委員会に対し，毎年度，当該年度の末日までに，協議会

の運営状況等について報告するものとする。  

（協議会の適正な運営を確保するために必要な措置）  

第１９条  教育委員会は，協議会の運営状況を把握し，必要に応じて助言及び指導

を行うものとする  

２  教育委員会は，協議会の運営が適正を欠くことにより，対象学校の運営に現に

支障が生じ，又は生ずるおそれがあると認められる場合には，法第４７条の５第

９項の規定により，当該協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じ

るものとする。  

（庶務）  

第２０条  協議会の庶務は，対象学校（第３条第１項の規定により２以上の学校に

ついて一の協議会を置く場合にあっては，対象学校間の協議により定める対象学

校）において処理する。  

（補則）  

第２１条  この規則に定めるもののほか，協議会に関し必要な事項は，教育長が別

に定める。  

 

 

付  則  

この規則は，令和３年４月１日から施行する。  



議案第２０号資料 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律  

（昭和三十一年六月三十日）  

（法律第百六十二号）  

 

第四節  学校運営協議会  

第四十七条の五  教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管

に属する学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議

する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならない。ただし、

二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合として文部科

学省令で定める場合には、二以上の学校について一の学校運営協議会を置くこと

ができる。  

２  学校運営協議会の委員は、次に掲げる者について、教育委員会が任命する。  

一  対象学校（当該学校運営協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に

関して協議する学校をいう。以下この条において同じ。）の所在する地域の住

民  

二  対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者  

三  社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）第九条の七第一項に規定する地

域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者  

四  その他当該教育委員会が必要と認める者  

３  対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出るこ

とができる。  

４  対象学校の校長は、当該対象学校の運営に関して、教育課程の編成その他教育

委員会規則で定める事項について基本的な方針を作成し、当該対象学校の学校運

営協議会の承認を得なければならない。  

５  学校運営協議会は、前項に規定する基本的な方針に基づく対象学校の運営及び

当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在

籍する生徒、児童又は幼児の保護者その他の関係者の理解を深めるとともに、対

象学校とこれらの者との連携及び協力の推進に資するため、対象学校の運営及び

当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよ

う努めるものとする。  

６  学校運営協議会は、対象学校の運営に関する事項（次項に規定する事項を除く。）

について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。  

７  学校運営協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して教育委員会規

則で定める事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができ

る。この場合において、当該職員が県費負担教職員（第五十五条第一項又は第六



十一条第一項の規定により市町村委員会がその任用に関する事務を行う職員を除

く。）であるときは、市町村委員会を経由するものとする。  

８  対象学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たつては、前項の規定によ

り述べられた意見を尊重するものとする。  

９  教育委員会は、学校運営協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運

営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、当

該学校運営協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければなら

ない。  

１０  学校運営協議会の委員の任免の手続及び任期、学校運営協議会の議事の手続

その他学校運営協議会の運営に関し必要な事項については、教育委員会規則で定

める。  



ひたちなか市教育委員会規則第   号  

 

 

ひたちなか市立学校管理規則の一部を改正する規則を別紙のとおり公布する。  

 

 

 

令和   年   月   日  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第２１号  

 

 

ひたちなか市立学校管理規則の一部を改正する規則制定について  

 

 

ひたちなか市立学校管理規則の一部を改正する規則を別紙のとおり制定する。  

 

 

令和３年  ３月２９日  提出  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  野  沢  恵  子  

 

 

令和  年   月   日  議決  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ひたちなか市教育委員会規則第   号  

 

 

ひたちなか市立学校管理規則の一部を改正する規則  

 

 

ひたちなか市立学校管理規則（平成６年教委規則第１０号）の一部を次のように

改正する。  

 

第２３条の２を削る。  

 

 

付  則  

この規則は，令和３年４月１日から施行する。  



ひたちなか市立学校管理規則新旧対照表 

旧 新 備考 

（職員会議） 

第２３条 略 

 

（学校評議員） 

第２３条の２ 学校に，学校評議員を置くことができる。 

２ 学校評議員は，校長の求めに応じ，学校運営に関し意見を述べることがで

きる。 

３ 学校評議員は，当該学校の職員以外の者で，教育に関する理解及び識見を

有する者のうちから，校長の推薦により，教育委員会が委嘱する。 

４ 学校評議員の定数その他学校評議員に関し必要な事項は，教育委員会が別

に定める。 

 

（学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱） 

第２４条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（職員会議） 

第２３条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱） 

第２４条 略 

 

 

参考資料 



ひたちなか市教育委員会告示第   号  

 

 

ひたちなか市立小中学校の学校評議員要綱を廃止する告示を別紙のとおり公表す

る。  

 

 

 

令和   年   月   日  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  野  沢  恵  子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第２２号  

 

 

ひたちなか市立小中学校の学校評議員要綱を廃止する告示制定につ

いて  

 

 

ひたちなか市立小中学校の学校評議員要綱を廃止する告示を別紙のとおり制定す

る。  

 

 

令和３年  ３月２９日  提出  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  野  沢  恵  子  

 

 

令和  年   月   日  議決  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ひたちなか市教育委員会告示第   号  

 

 

ひたちなか市立小中学校の学校評議員要綱を廃止する告示  

 

 

ひたちなか市立小中学校の学校評議員要綱（平成１５年教委告示第１号）は，廃

止する。  

 

 

付  則  

この告示は，令和３年４月１日から施行する。  



議案第２２号資料 

○ひたちなか市立小中学校の学校評議員要綱  

平成１５年２月６日  

教委告示第１号  

改正  平成２１年１０月１５日教委告示第６号  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は，ひたちなか市立小中学校（以下「学校」という。）が，子ど

もの健やかな成長を願い，家庭や地域と連携して地域に開かれた学校づくりを推

進するため，ひたちなか市立学校管理規則（平成６年規則第１０号）第２３条の

２に規定する学校評議員（以下「評議員」という。）について，必要な事項を定

めるものとする。  

（定数）  

第２条  評議員の定数は，原則として１校当たり５人以内とする。  

（役割）  

第３条  評議員は，学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第４９条

に規定する趣旨を踏まえて，次の各号に掲げる事項について，校長の求めに応じ

て意見を述べるものとする。  

（１）  学校教育目標及び計画に関すること。  

（２）  教育活動の実施に当たって，学校と地域の連携に関すること。  

（３）  その他学校運営に関し，校長が必要と認める事項に関すること。  

（推薦及び委嘱）  

第４条  校長は，学校及び地域の実情に応じ，当該学校の職員以外の者で，教育に

関する理解及び識見を有する者を評議員として教育委員会に推薦する。  

教育委員会は，校長から推薦のあった者に評議員を委嘱することが適当と認め

るときは，当該推薦のあった者に対し委嘱する。  

（任期）  

第５条  評議員の任期は，１年とし，再任は妨げない。ただし，評議員が欠けたと

きの任期は，前任者の残任期間とする。  

（解嘱）  

第６条  教育委員会は，評議員が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合

は，任期満了前に委嘱を解くことができる。  

（１）  心身の故障のため，職務の遂行に支障があるとき。  

（２）  評議員としてふさわしくない行為があったとき。  

（意見交換等）  

第７条  校長は，評議員から意見を求めるにあたっては，評議員に対し，資料の提



 

供，授業の公開及び学校行事への参加等，適切に情報提供を行うとともに，必要

に応じて第３条の事項に関して評議員が意見交換を行う機会を設けることができ

る。  

（個人情報の保護）  

第８条  評議員は，その職務を遂行する上で知り得た個人情報の保護に留意しなけ

ればならない。その職を退いた後も同様とする。  

（補則）  

第９条  この要綱に定めるもののほか，評議員の設置に関し必要な事項は，教育長

が別に定める。  

 

 

付  則  

この告示は，平成１５年４月１日から施行する。  

付  則（平成２１年教委告示第６号）  

この告示は，公布の日から施行する。  

 



ひたちなか市教育委員会告示第   号  

 

 

ひたちなか市放課後児童健全育成事業実施要綱の一部を改正する告示を別紙のと

おり公表する。  

 

 

 

令和   年   月   日  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  野  沢  恵  子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第２３号  

 

 

ひたちなか市放課後児童健全育成事業実施要綱の一部を改正する告

示制定について  

 

 

ひたちなか市放課後児童健全育成事業実施要綱の一部を改正する告示を別紙のと

おり制定する。  

 

 

令和３年  ３月２９日  提出  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  野  沢  恵  子  

 

 

令和  年   月   日  議決  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ひたちなか市教育委員会告示第   号  

 

 

ひたちなか市放課後児童健全育成事業実施要綱の一部を改正する告

示  

 

 

ひたちなか市放課後児童健全育成事業実施要綱（平成２７年教委告示第１号）の

一部を次のように改正する。  

 

第２条中「市立小学校」を「，市立の小学校及び義務教育学校（前期課程に限る。

以下同じ。）」に改める。  

第３条第２号を次のように改める。  

（２）  市立の小学校又は義務教育学校に就学中の児童であること。  

第８条中「２８日」の次に「（その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関

する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日に当たるときは，その日の

翌営業日）」を加える。  

第８条の２第５項中「の翌月」を削る。  

様式第１号表面を次のように改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第５条関係）  

（表面）  

学童クラブ入会申込書  

【     年度】  

年   月   日  

 

ひたちなか市教育委員会  殿  

 

保護者等  

住所  ひたちなか市               

氏名                   ㊞   

電話番号                    

 

学童クラブへの入会について，次のとおり申し込みます。  

ふりがな   

性別  

男
・
女 

学校名   

児童名  
 

 （新）学年  年   組  

生年月日  年   月   日  

既往症・アレ

ルギー  

無・有（内容）  

 

 

心 身 障 害

の有無  

無・有（内容）  

 

日常生活の注

意点  

 

 

迎えに来る方  氏名   続柄   電話番号   

迎えの時間  時   分頃  

緊急連絡先  
①氏名   続柄   電話番号   

②氏名   続柄   電話番号   

同居中の家族状況（利用児童を除く全員を記入してください。）  

氏名  続柄  生年月日  勤務先（学校）名  電話番号  勤務時間  

  ・  ・    ：  ～  ：  

  ・  ・    ：  ～  ：  

  ・  ・    ：  ～  ：  

  ・  ・    ：  ～  ：  

  ・  ・    ：  ～  ：  

利用予定月及び利用区分の該当する箇所に○を付けてください。  

利用 予定

月  

４月・５月・６月・７月・８月・９月・１０月・１１月・１２月・１月・

２月・３月  

利用区分  
平日（月・火・水・木・金）・第１土曜日・春休（４月）・夏休・冬休・春

休（３月）・民間併用  

入会期間  
年   月   日～    年   月   日  

※期間指定の方のみご記入ください  

入会理由  

続柄  必要とする理由  

 
□就労  □妊娠・出産  □疾病・障害  □介護  □就学  □その他  

【具体的な状況】（                      ） 

 
□就労  □妊娠・出産  □疾病・障害  □介護  □就学  □その他  

【具体的な状況】（                      ） 

 

 受付  入力  可・否  開始  送付  

 

 

     

様式第２号中「小学校」を削る。  



様式第６号を次のように改める。  

様式第６号（第７条関係）  

 

学童クラブ退会申出書  

 

年   月   日  

 

ひたちなか市教育委員会  殿  

 

保護者等  

住所  ひたちなか市               

氏名                   ㊞   

電話番号                    

 

下記のとおり，学童クラブを退会します。なお，未納の保育料がある場合は，遅

滞なく納付します。  

 

学校名              

 

ふりがな   

男・女  年   組  
退会児童氏名  

 

 

 

ふりがな   

男・女  年   組  
退会児童氏名  

 

 

 

退会予定日       年   月   日  

 

退会理由  

                                      

                                      

                                      

                                      

 

 



付  則  

（施行期日）  

１  この告示は，令和３年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この告示の施行の際現にある改正前のひたちなか市放課後児童健全育成事業実

施要綱の規定による様式による用紙については，当分の間，所要の補正をした上，

なお使用することができる。  

 



ひたちなか市放課後児童健全育成事業実施要綱新旧対照表                     Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

（学童クラブの設置） 

第２条 事業を行うための学童クラブを市立小学校に設置する。ただし，教育

委員会が学童クラブを設置することが困難であると認める場合は，この限り

でない。 

 

（対象児童） 

第３条 学童クラブに入会することができる児童は，次に掲げる要件の全てを

満たす者とする。ただし，教育委員会が特に認める場合は，この限りでな

い。 

（１） 略 

（２） 市立小学校に就学中の第１学年から第４学年までの児童であるこ

と。 

（３） 略 

 

（保育料の納入） 

第８条 学童クラブへの入会を承認された児童の保護者等は，事業を利用する

月（当該入会の承認に係る利用予定月を含む。）の２８日までに，学童クラ

ブ保育料納入通知書兼領収証書（様式第６号の２）又は口座振替の方法によ

り，当該月分の保育料を納付しなければならない。 

 

 

 

（保育料の額） 

第８条の２ 略 

２～４ 略 

５ 前項の規定による保育料の額の変更は，第３項の事由が生じた月の翌月以

後の月分の保育料の額について適用する。 

 

 

 

 

（学童クラブの設置） 

第２条 事業を行うための学童クラブを，市立の小学校及び義務教育学校（前

期課程に限る。以下同じ。）に設置する。ただし，教育委員会が学童クラブ

を設置することが困難であると認める場合は，この限りでない。 

 

（対象児童） 

第３条 学童クラブに入会することができる児童は，次に掲げる要件の全てを

満たす者とする。ただし，教育委員会が特に認める場合は，この限りでな

い。 

（１） 略 

（２） 市立の小学校又は義務教育学校に就学中の児童であること。 

 

（３） 略 

 

（保育料の納入） 

第８条 学童クラブへの入会を承認された児童の保護者等は，事業を利用する

月（当該入会の承認に係る利用予定月を含む。）の２８日（その日が日曜日

若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日に当たるときは，その日の翌営業日）までに，学童クラブ保

育料納入通知書兼領収証書（様式第６号の２）又は口座振替の方法により，

当該月分の保育料を納付しなければならない。 

 

（保育料の額） 

第８条の２ 略 

２～４ 略 

５ 前項の規定による保育料の額の変更は，第３項の事由が生じた月以後の月

分の保育料の額について適用する。 

 

 

 

 

 

参考資料 



Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

様式第１号（第５条関係） 

（表面） 

学童クラブ入会申込書 

略 

 

学童クラブへの入会について，次のとおり申し込みます。 

ふりがな  

性別 
男
・
女 

小学校 

児童名 
 

 （新）学年 年  組 

生年月日 年  月  日 

略 

 略 

 受付 入力 可・否 開始 保険 送付 

       

 

（裏面） 

略 

 

 

 

 

様式第２号（第５条関係） 

 

学校名 小学校 児童名 （第  学年） 

 

雇用（雇用予定）証明書 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１号（第５条関係） 

（表面） 

学童クラブ入会申込書 

略 

 

学童クラブへの入会について，次のとおり申し込みます。 

ふりがな  

性別 
男
・
女 

学校名  

児童名 
 

 
（新）学年 年  組 

生年月日 年  月  日 

略 

 略 

 受付 入力 可・否 開始 送付 

      

 

（裏面） 

略 

 

 

 

 

様式第２号（第５条関係） 

 

学校名  児童名 （第  学年） 

 

雇用（雇用予定）証明書 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｎｏ．３  

旧 新 備考 

様式第６号（第７条関係） 

 

学童クラブ退会申出書 

 

年  月  日 

 

ひたちなか市教育委員会 殿 

 

保護者等 住所 ひたちなか市           

氏名                ㊞ 

電話                  

 

 

 

 

小学校名           

 

ふ り が な 

退 会 児 童 氏 名 

 

 

 

男・女 年  組 

 

ふ り が な 

退 会 児 童 氏 名 

 

 

 

男・女 年  組 

 

 

退会予定日      年  月  日 

 

 

退会理由                                   

 

 

 

 

  

様式第６号（第７条関係） 

 

学童クラブ退会申出書 

 

年  月  日 

 

ひたちなか市教育委員会 殿 

保護者等 

住所 ひたちなか市              

氏名                  ㊞  

電話番号                   

 

 下記のとおり，学童クラブを退会します。なお，未納の保育料がある場合は，遅滞な

く納付します。 

 

学校名           

 

ふりがな  

男・女 年  組 
退会児童氏名 

 

 

 

ふりがな  

男・女 年  組 
退会児童氏名 

 

 

 

 

退会予定日      年  月  日 

 

 

退会理由 

                                        

                                        

                                        

                                        

 



ひたちなか市教育委員会告示第   号  

 

 

ひたちなか市青少年相談事業実施要綱の一部を改正する告示を別紙のとおり公布

する。  

 

 

 

令和   年   月   日  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  野  沢  恵  子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第２４号  

 

 

ひたちなか市青少年相談事業実施要綱の一部を改正する告示制定に

ついて  

 

 

ひたちなか市青少年相談事業実施要綱の一部を改正する告示を別紙のとおり制定

する。  

 

 

令和３年  ３月２９日  提出  

 

 

ひたちなか市教育委員会  

教育長  野  沢  恵  子  

 

 

令和  年   月   日  議決  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ひたちなか市教育委員会告示第   号  

 

 

ひたちなか市青少年相談事業実施要綱の一部を改正する告示  

 

 

ひたちなか市青少年相談事業実施要綱（平成２９年教委告示第２号）の一部を次

のように改正する。  

 

第５条第１項中「その」の次に「健全な育成及び」を加える。  

第７条第１項第１号を次のように改める。  

（１）  地域別コミュニティ団体の会長等から推薦を受けた者  

第７条第４項中「１１０人」を「７５人」に改める。  

第８条第５号及び第１０条第３号中「青少年の」の次に「健全な育成及び」を加

える。  

第１１条第１項中「非行化」を「青少年の健全な育成及び非行化」に改める。  

様式第３号を次のように改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第５条関係） 

街頭指導日誌 供覧 

日時 年 月 日（ 曜） 午前・午後  時  分 ～  時  分 天気  

（
※
） 

従
事
者 

班 

   

   

   

巡
回
場
所 

 

 

 

指
導
状
況 

 

 

 

感
想 

 

 

 

指
導
分
類
・
件
数
・
人
数 

ア 凶器・有害物所持  件 

人 

[凶器，有害図書等，有害器具

等] 

オ 薬物･飲酒･喫煙  件 

人 

[覚醒剤，シンナー，酒，たば

こ] 

ケ 触法行為   件 

         人 

[刑事犯罪，窃盗，万引き器物

毀損等] 

イ 乱暴行為     件 

人 

[乱暴，けんか，いじめ，いや

がらせ，脅かし] 

カ 不健全な遊び   件 

人 

[有害興業，風俗遊興，深夜徘

徊，不健全娯楽] 

合計 

ウ 金銭問題     件 

人 

[金銭強要，乱費，金銭持出，

古物売買] 

キ 道路交通法違反  件 

人 

[暴走，無免許，二人乗り，信

号無視等] 

件数 件 

エ 性的有害行為   件 

人 

[不純異性交遊，婦女いたず

ら，露出，尾行等] 

ク 家出・怠学・怠業  件 

人 

[家出，就学，怠業等] 
人数 人 

声かけ 

年代 件数 人数 

小学生 件 人 

中学生 件 人 

高校生 件 人 

合計 件 人 

［連絡･引継等事項欄］ 

 

 

 

（※）署名又は記名押印をしてください。 



付  則  

この告示は，公布の日から施行する。  



ひたちなか市青少年相談事業実施要綱新旧対照表                       Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

（街頭指導） 

第５条 街頭指導は，通学路等の道路その他の公共の場所において，青少年に

対し，その非行化の防止のために必要な指導を行うものとする。 

 

２～４ 略 

 

（相談員） 

第７条 相談員は，次に掲げる者のうちから，教育委員会が委嘱する。 

（１） 学校教職員 

（２） 民生委員及び児童委員 

（３） その他教育委員会が必要と認める者 

２・３ 略 

４ 相談員の定数は，１１０人以内とする。 

 

（相談員の業務） 

第８条 相談員は，次に掲げる業務を行うものとする。 

（１） 街頭指導，継続的な指導等による青少年の指導 

（２） 青少年に対する相談，助言その他の必要な援助の実施 

（３） 青少年に関係する機関，団体等との連絡調整 

（４） 社会環境の改善に関する活動及び普及啓発活動の実施 

（５） その他青少年の非行化の防止に必要な業務 

 

（特別相談員の業務） 

第１０条 特別相談員は，第８条各号に掲げる業務のほか，次に掲げる業務を

行うものとする。 

（１） 青少年相談 

（２） 相談員に対する研修 

（３） その他青少年の非行化の防止に必要な業務 

 

（職務等） 

第１１条 相談員及び特別相談員は，非行化の防止の必要がある青少年の早期

（街頭指導） 

第５条 街頭指導は，通学路等の道路その他の公共の場所において，青少年に

対し，その健全な育成及び非行化の防止のために必要な指導を行うものとす

る。 

２～４ 略 

 

（相談員） 

第７条 相談員は，次に掲げる者のうちから，教育委員会が委嘱する。 

（１） 地域別コミュニティ団体の会長等から推薦を受けた者 

（２） 民生委員及び児童委員 

（３） その他教育委員会が必要と認める者 

２・３ 略 

４ 相談員の定数は，７５人以内とする。 

 

（相談員の業務） 

第８条 相談員は，次に掲げる業務を行うものとする。 

（１） 街頭指導，継続的な指導等による青少年の指導 

（２） 青少年に対する相談，助言その他の必要な援助の実施 

（３） 青少年に関係する機関，団体等との連絡調整 

（４） 社会環境の改善に関する活動及び普及啓発活動の実施 

（５） その他青少年の健全な育成及び非行化の防止に必要な業務 

 

（特別相談員の業務） 

第１０条 特別相談員は，第８条各号に掲げる業務のほか，次に掲げる業務を

行うものとする。 

（１） 青少年相談 

（２） 相談員に対する研修 

（３） その他青少年の健全な育成及び非行化の防止に必要な業務 

 

（職務等） 

第１１条 相談員及び特別相談員は，青少年の健全な育成及び非行化の防止の

 

参考資料 



Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

の発見及び指導に努めるものとする。 

２・３ 略 

 

 

様式第３号（第５条関係） 

街頭指導日誌 供覧 

日時 年 月 日（ 曜） 午前・午後  時 分 ～ 時 分 天気  

 

従
事
者 

班 

㊞ ㊞ ㊞ 

㊞ ㊞ ㊞ 

㊞ ㊞ ㊞ 

略 

［連絡･引継等事項欄］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

必要がある青少年の早期の発見及び指導に努めるものとする。 

２・３ 略 

 

 

様式第３号（第５条関係） 

街頭指導日誌 供覧 

日時 年 月 日（ 曜） 午前・午後  時 分 ～ 時 分 天気  

（
※
） 

従
事
者 

班 

   

   

   

略 

［連絡･引継等事項欄］ 

 

 

 

（※）署名又は記名押印をしてください。 

 


